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１ 事業概要 
１-１ 事業の目的
平成 29 年５月に、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」（通称「クリーンウッ
ド法」）が施行され、同年 11 月からは、本法に基づく木材関連事業者の登録が始まった。このよ
うな中、木材関連事業者が同法に基づく合法性の確認等を効率的に行うことができるよう、国は
同法第４条に基づき、同年５月から情報提供サイト「クリーンウッド・ナビ」を公開し、国別・
地域別の違法伐採関連情報の提供を行っている。 
本報告書は、かかる情報の提供のため、令和 3年度「クリーンウッド」普及促進事業のうち違法
伐採関連情報提供事業により、ベトナム、インドネシア、マレーシアを調査した成果報告であ
る。 
上記 3 か国については、平成 29 年 5 月から 10 月にかけて調査 1(*)が行われており、今回の調査
はこの平成 29 年の調査結果を踏まえ、その後の情勢の変化等について実施された。 

１-２ 事業実施体制
本事業は、公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）に委託し調査等を実施した。事業従

事者は表 1.1の通りである。 

表 1.1 事業従事者 
氏名 所属・役職 
山ノ下 麻木乃 
（事業責任者） 

公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES） 
生物多様性と森林領域 主ジョイント・プログラムディレクター 

鮫島 弘光 公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES） 
生物多様性と森林領域 リサーチマネージャー

藤崎 泰治 公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES） 
生物多様性と森林領域 主任研究員 

角島 小枝子 公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES） 
生物多様性と森林領域 アシスタント

１-３ 実施内容
１-３-１ 掲載済み情報更新のための生産国における現地情報調査
木材関連事業者が取り扱う木材等の合法性の確認を適切に実施できるよう、以下の取組により、
「クリーンウッド・ナビ」に掲載済みの生産国における木材の流通や関連法令に関する情報を整
理し、調査対象国を明らかにした上で関連情報を収集し、「クリーンウッド・ナビ」を更新でき
る形に取りまとめた。 

1 平成 28 年度林野庁委託事業 「クリーンウッド」利用推進事業のうち 生産国情報収集事業 報告書 （平成 30年 3 月）

https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/kunibetu/vnm/29report-vnm02.pdf 
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「クリーンウッド・ナビ」に掲載されている国別情報において、木材流通や関連法令に大きな変
化があった国のうちインドネシア、マレーシア、ベトナム等の 3 ヵ国を対象とした。調査項目は
以下のうち、大きな変化があり新たに調査・分析が必要なものとした。 

(ア) 森林の伐採段階における法令等調査
・法令等の運用状況
・伐採に関する許認可制度の状況及び許可証等の法令に基づく書類の概要
・伐採の合法性が確認できる書類（証明システム）の事例及びその発行条件
(イ) 木材の流通段階における法令等調査
・法令等の運用状況
・木材の流通・合法性の確保に関する法令
・木材・木材製品を輸入・輸出する際の法令・証明システムの概要及び事例
(ウ) 木材生産・流通状況
・調査対象国の木材生産・流通の特徴
・森林認証システムの導入状況
・違法伐採に関する関連情報

コロナ禍での海外渡航制限によって調査員を派遣しての現地調査の実施が不可能な状況であった
ため、オンラインでの政府機関、業界団体等に対するヒアリング調査と、現地コンサルタントに
調査を再委託することによって実施した。

3 ヵ国の現地情報調査結果は、木材関連事業者が合法性の確認に活用できることに配慮して取り
まとめを行った。 
インドネシア：インドネシアの木材合法性証明システム（SVLK）の運用に関連する、2017 年以

降に制定された法令を取りまとめ、SVLKの最新の実施状況と V-Legal ドキュメントをはじ
めとする合法性が確認できる書類の例を収集した。 

マレーシア：サバ州については、最近の丸太輸出禁止再開の詳細を明らかにした。サラワク州で
は、合法性確認システムの第三者監査の進捗状況について確認した。マレー半島部のマレー
シア木材合法性確認システムの運用について調査した。それぞれについて、合法性証明書類
を収集した。

ベトナム：最近施行された、ベトナム合法性証明システム（VNTLAS)について定めた政令をと
りまとめ、VNTLAS全体を解説し、合法性が確認できる書類の例を収集した。米国との二
国間協定についても情報収集を行った。 

１-３-２ その他
事業の進捗状況を IGESから林野庁担当職員に随時報告するとともに、オンラインによる打合せ
を合計 12 回実施した。計画から事業成果の取りまとめのすべての段階において、IGES と林野
庁担当職員と十分協議して詳細を決定した。
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３インドネシア 
３-１ 概要 
本報告書は、平成 28 年度林野委託事業で作成されたインドネシア国別報告書（以下、「H30 イン
ドネシア報告書」）1の更新版である。 
 
インドネシアは SVLK（Sistem Verifikasi Legalitas Kayu）（英語名：Indonesian Timber Legality 
Assurance System）と称される木材合法性証明システム 2を構築し、インドネシアから輸出される
木材製品には、合法性証明書（EU 向けには FLEGT ライセンス、日本を含むその他の国に対して
は V-Legal ドキュメント）が発行される。 
 
「H30 インドネシア報告書」が解説したよう、2016年に制定された「環境林業大臣令 P.30/2016」
及び「PHPL局長令 SK.14/2016」が林業及び木材合法性証明システム（SVLK）を規定する主要
な法令であった。しかしながら、それ以降にも規則の改訂が行われ、2020 年に制定された「環境
林業大臣令 P.21/2020」と「PHPL 局長令 SK.62/2020」によってプロセスの強化や実施の効率化
が図られた。さらに、2020 年 11 月 2 日にジョコウィ大統領の署名により、投資と雇用創出を促
すことを目的とした「雇用創出法（法律 2020 年第 11 号）」が成立し、実施細則の整備と実施が関
係省庁で進められる。その結果、2021 年 2 月には、林業に関する規則を包括する「政府令
No.23/2021」が制定され、同年 4月に「環境林業大臣令 P.8/2021」が制定された。 
 
木材合法性証明システム（SVLK）のメカニズムと 2017 年までに施行された法令等については、
「H30 インドネシア報告書」で解説されている。本報告書ではそれ以降に施行された法令、特に
「環境林業大臣令 P.21/2020」、「PHPL 局長令 SK.62/2020」及び「環境林業大臣令 P.8/2021」を
中心に、木材合法性証明システム（SVLK）に関する更新と実施状況について報告する。 
 
本報告書の構成は以下である。3-2 章では「林業及び木材合法性証明システム（SVLK）に関連す
る体制」について概要を示す。3-3章では「林業及び木材合法性証明システム（SVLK）に関する
法的枠組みの更新」について説明し、3-4 章は「木材合法性証明システム（SVLK）の実施状況と
課題」について述べる。3-5章では、最近の「木材生産・流通状況」について、そして 3-6 章では
「自主的な森林認証制度」の更新状況を示す。 
 
 
  

1 https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/kunibetu/idn/29report-idn02.pdf 
2 木材合法性証明システム（SVLK）は、林業・木材産業に携わる事業者の認証と、木材製品に対し発行される合法証明書類（V-

Legal ドキュメント）により、合法性を証明するものである。木材製品の輸出にあたっては、環境林業省から認定された民間の

木材合法性審査機関（LVLK）が、認証を受けた事業者が扱う輸出物の合法性を納品書単位で審査・確認し、合法性証明書類を

発行する。木材合法性証明システム（SVLK）の詳細は「H30インドネシア報告書」を参照。 

41



３-２ 林業及び合法木材に関連する行政の体制 
森林行政及び木材合法性証明システム（SVLK）運営体制について更新はない（表 3.1）。中央政府
の環境林業省（Ministry of Environment and Forestry）と州森林局が森林行政全般を担う。木材製
品の貿易に関しては、商業省（Ministry of Trde）と税関／財務省（Ministry of Finance）も役割を
果たす。 
 
木材合法性証明システム（SVLK）の運営に関しては、国家認定機関（KAN）が民間の独立審査認
定機関（LP-VI）を審査し、適合性評価機関認定証を与える。独立審査認定機関（LP-VI）は、木
材関連事業者の申請に基づき適格性を審査し、持続的森林管理証明書（S-PHL／旧称 S-PHPL）
または木材合法証明書（S-Legality／旧称 S-LK）を認証する。独立審査認定機関（LP-VI）の中か
ら十分な能力を有するものとして、木材合法性審査機関（LVLK）が環境林業省から認定を受け指
名される。木材合法性審査機関（LVLK）は木材製品の輸出の際に、合法性を審査し、合法性証明
書（FLEGTライセンスまたは V-Legal ドキュメント）を発行する。 
 
表 3.1 林業及び木材合法性証明システム（SVLK）に関する体制 

組織名 役割と責任 

環境林業省 

 森林資源の管理と利用を管轄し、SVLKを運営 
 森林管理と木材の合法性に関する規範、基準、ガイドラインを策定 
 森林管理と木材利用に関するビジネス・ライセンスを発行する権限

を有す 

商業省 
 貿易全般を管轄 
 輸出入承認に関する申請システム「INATRADE」を管理 

関税／財務省 
 関税を徴収し、木材製品を含む商品の入出庫を管理 
 通関書類や許可証など、輸出入に関わる書類の電子システム

「Indonesia National Single Window（INSW）」を管理 

州森林局 
 生産林および保護林における森林管理ユニット（FMU）の実施に責

任を有す 
 環境林業省に対して事業者のビジネス・ライセンスの推奨を行う 

国家認定機関
（KAN） 

 独立審査・検証機関（LP-VI）の認定を含む、適合性評価の認定を行
う 

独立評価審査機関
（LP-VI） 

 民間組織で KAN から認定され、持続的森林管理証明書（S-PHL／
旧称 S-PHPL）と木材合法証明書（S-Legality／旧称 S-LK）の審査
を行う 

木材合法性審査機関
（LVLK） 

 独立審査・検証機関（LP-VI）の中から十分な能力を有する機関が木
材合法性審査機関（LVLK）として認定を受ける。合法木材証明(VLK)
を行い、FLEGT ライセンスとＶ-Legal ドキュメントを発行する 
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３-３ 林業及び木材合法性証明システム（SVLK）に関する法的枠組みの更新 
３-３-１ 2017 年以降に制定された法令等  
2016 年に制定された「環境林業大臣令 P.30/2016」及び「PHPL 局長令 SK.14/2016」が林業及
び木材合法性証明システム（SVLK）を規定する主要な法令であった。しかしながら、それ以降も
実施規則は、プロセスを強化し運営を円滑にするために何度も改訂が行われている。2017 年以降
に制定された主要な法令を表 3.2に取りまとめる。 
 

表 3.2 2017年以降に制定された林業および SVLKに関連する主要な法令 

法令 
年 

概要 
制定 施行 

環境林業大臣令
P.21/2020 

2020年 10
月 21日 

2020年 11
月 2日 

「環境林業大臣令 P.30/2016」の改訂版。森
林管理および木材製品の合法性と検証につい
て規定 

PHPL 局長令 
SK62/2020 

2020年 12
月 20日 

2020年 12
月 20日 

「PHPL局長令 SK.14/2016」の改訂版。持
続的森林管理、木材合法性、輸入木材のデュ
ーデリジェンス、供給者確認書、V-Legalド
キュメント／FLEGTライセンスの発行に関す
る評価基準および手順についてガイドライン
を提供 

雇用創出法（法律
2020年第 11号） 

2020年 11
月 20日 

2020年 11
月 20日 

投資促進と雇用創出を目的に、規制要件の緩
和や労働環境の変更に向けて様々な法令の変
更・改訂を行う 

政府令
No.23/2021 

2021年 2
月 21日 

2021年 2
月 21日 

雇用創出法成立を受けて制定された林業に関
連する政府令 

環境林業大臣令
P.8/2021 

2021年 4
月 21日 

2021年 4
月 21日 

木材製品の競争力向上と森林の持続可能な管
理を目的に、森林管理計画・伐採と加工等の
林業全般及び検査手順等を規定。SVLKに関
して、木材製品の合法性だけでなく持続性の
観点を含めることを強調し、木材製品だけで
なく非木材林産物も対象として含めることを
示す 

 

「環境林業大臣令 P.30/2016」及び「PHPL 局長令 SK.14/2016」に基づいて運用されていた木材
合法性証明システム（SVLK）は、2020 年に制定された「環境林業大臣令 P.21/2020」と「PHPL
局長令 SK.62/2020」によって更新された。さらに、2020 年 11 月 2 日にジョコウィ大統領の署名
により、既存の 70以上もある法律をひとまとめにして、投資と雇用創出を促すための「雇用創出
法」が成立し、実施細則の整備と実施が関係省庁で進められる。その結果、2021 年 2 月には、林
業に関する規則を包括する「政府令 No.23/2021」が制定され、「環境林業大臣令 P.21/2020」は
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2021年 4 月に「環境林業大臣令 P.8/2021」によって改訂された。こうした法令の改訂によって、
木材合法性証明システム（SVLK）の制度において以下の事項で変更が行われた： 
 
 合法性基準及び事業許可の名称と区分 
 認証の有効期間と審査頻度 
 木材の流通段階（木材集積場と在庫木材製品）における制度 
 輸入木材製品の合法性確認に関する制度 
 木材の輸出制度に関する制度 

 
さらに、新たな「環境林業大臣令 P.8/2021」により、木材合法性証明システム（SVLK）は木材
製品の合法性だけでなく、持続性の観点を重視することが示された。環境林業省は、木材合法性
証明システム（SVLK）における持続性の側面を強化するために、持続可能な森林管理のためのガ
イドラインと基準の見直し、森林の土地利用転換及び産業造林のパフォーマンスを綿密に評価・
モニタリングすることを検討している 3。また、同大臣令は、木材合法性証明システム（SVLK）
は木材製品だけでなく、非木材林産物も対象とすることを示した。これに伴い、V-Legal のロゴマ
ークの変更版が示された（後述：3-3-5 V-Legal ロゴの変更）。 
 
本稿執筆時点（2022 年 2 月）において、木材合法性証明システム（SVLK）の審査は「環境林業
大臣令 P.21/2020」と「PHPL 局長令 SK.62/2020」に基づいて行われる。ただし、「環境林業大
臣令 P.8/2021」の制定により、さらなる改訂プロセスが進んでおり、詳細な実施規則とガイドラ
インの検討が行われている。 
 

３-３-２ 合法性基準の更新及び事業許可の名称と区分の変更 
木材生産・流通・加工・取引に関する事業者は、持続的森林管理証明書（S-PHPL）4、または木
材合法証明書（S-LK）5を取得することが義務付けられる。2021 年に制定された「環境林業大臣
令 P.8/2021」により、S-PHPL は S-PHL に、S-LK は S-Legalitas と名称が変更となった。ただ
し、2022 年 2月時点では新名称への移行期間中となっており、S-PHPLと S-LKという名称が引
き続き使われている。 
 
2020 年に制定された「PHPL 局長令 SK.62/2020」によって、持続的森林管理証明書（S-PHL／
旧称 S-PHPL）は、生態系修復林木材利用事業許可（IUPHHK-RE）には不必要となった（表 3.3）。
天然林木材利用事業許可（IUPHHK-HA）、産業造林木材利用事業許可（IUPHHK-HTI）及び森
林管理権者 6（これら国有林の事業許可は森林利用ビジネス・ライセンス：PBPH7 と称される）
に対しては引き続き必須であり、有効な持続的森林管理証明書（S-PHL／旧称 S-PHPL）なしに

3 Profundo Research & Advice (2021) Third Periodic Evaluation of the Indonesia-EU VPA/FLEGT: Executive summary (29 

November 2021) 
4 持続的森林管理証明書（S-PHPL）の詳細については、「H30 インドネシア報告書」を参照。 
5 木材合法証明書（S-LK）の詳細については、「H30 インドネシア報告書」を参照。 
6 森林管理権者：法令の規定に沿って森林管理を実施する権利を受託した林業分野の国営企業。 
7 森林利用ビジネス・ライセンス（Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/PBPH）：「政府令 No.23/2020」によって導入され

た用語で、生産林と保護林における森林利用事業を対象とする。 
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丸太を販売することは出来ない。ただし新規事業の場合は、最初の 3年間だけ木材合法証明書（S-
Legalitas／旧称 S-LK）による運営が可能となっている。 
 
表 3.3 「PHPL 局長令 SK.62/2020」による持続的森林管理証明書（S-PHL／旧称 S-PHPL）
取得義務の変更 

 
 
 
 
 
 

 
持続的森林管理証明書（S-PHL／旧称 S-PHPL）を取得するために、森林利用ビジネス・ライセ
ンス取得者（PBPH）は、森林インベントリ、10 年間の森林利用事業計画（RKUPH）及び年間森
林利用作業計画（RKTPH）の作成が必要となる。そのプロセスには時間がかかることから、初期
段階で、木材の合法性を証明する木材合法証明書（S-LK）を申請する機会が与えられる。木材合
法証明書（S-Legalitas／旧称 S-LK）を取得した森林利用ビジネス・ライセンス取得者（PBPH）
は、承認された森林利用事業計画（RKUPH）と年間森林利用作業計画（RKTPH）に従って生産
した丸太に V-Legal マークを使用することができる。木材合法証明書（S-Legalitas／旧称 S-LK）
の有効期間は 3 年間で、毎年 1 回の審査を受ける。延長はできず、3 年後には持続的森林管理証
明書（S-PHPL）の取得が必要となる。 
 
「PHPL 局長令 SK.62/2020」によって木材合法性証明書（S-Legalitas／旧称 S-LK）の取得が義
務付けられている事業許可を表 3.4 に示す。なお、同局長令とその後に制定された法令によって
いくつかの事業許可の名称または区分が変更された。 
 
表 3.4 木材合法性証明書（S-Legalitas／旧称 S-LK）の取得が義務付けられている事業許可と
と名称の変更 

事業許可 変更点 

コミュニティ林木材利用事業許可（IUPHHK-HKm） 無し 
民有林木材利用事業許可（IUPHHK-HTR） 無し 
村落林木材利用事業許可 (IUPHHK-HD) 村落森林管理権者（HPHD）に変更 
再生林木材利用事業許可（IUPHHK-HTHR） 無し 
木材利用許可（IPK）8及び林地賃貸利用許可（IPPKH）
9 

無し 

8 木材利用許可（IPK）：樹木が残っている地域をオイルパーム・プランテーション開発や大規模造林利用する際に、森林を伐

採するために事業者が取得する許可。 
9 林地賃貸利用許可（IPPKH）：石炭採掘事業等の当該森林地域を林業活動以外の開発目的で森林を伐採するために与えられる

許可。 

事業許可 旧制度 新制度 
天然木材利用事業許可（IUPHHK-HA） 必須 必須 
人工林事業許可（IUPHHK-HT） 必須 必須 
生態系修復林事業許可（IUPHHK-RE） 必須  不要 
森林管理権者 必須  必須 
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木材第一次産業事業許可（IUIPHHK） 
IUIPHH に変更後、さらに PBPHH に
変更 

コミュニティ木材加工業（IPKR） PBPHH に組み込まれる 
設備投資額 2億 Rp以上の二次木材加工事業許可（IUI） 大・中・小に区分される 
設備投資額 2億 Rp未満の二次木材加工事業許可（TDI） 

IUIに組み込まれ、大・中・小に区分さ
れる（TPK-RTの登録は廃止） 

登録木材集積場（TPT） 
家内工業(IRT/Pengrajin) 
（丸太）登録木材集積場（TPT-KB） 
コミュニティ登録木材集積場（TPK-RT） 
非生産者の輸出事業者（Non-Producer Exporter） SIUPホルダーに変更 
木材・林産物利用の合法性の所有者 無し 
慣習的森林所有者 無し 

 
「PHPL 局長令 SK.62/2020」によって、二次木材加工事業許可である IUI 及び TDI、登録木材集
積場（TPT）、家内工業（IRT/Pengrajin）事業者は、二次木材加工事業許可（IUI）の大・中・小
のカテゴリーに整理された。この区分化は、産業分野における企業の分類方法に従ったものであ
る。さらに同局長令は、私有地で自然に生えている天然木の利用許可（PHAT）10という新しいカ
テゴリーを定めた。 
 
2021年に制定された「政府令 PP.23/2021」は、「環境林業大臣令 P.21/2020」で規定した木材一
次産業事業許可（Ijin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan：IUIPHH)の名称を、木材加工ビジ
ネス・ライセンス（Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan：PBPHH）と変更した。木材加
工ビジネス・ライセンス（PBPHH）は、個人、協同組合、コミュニティ企業、民間企業、公有企
業を対象としている。同政府令によると、木材一次産業事業許可（IUIPHH）は引き続き有効とな
っている。また、年間 2000m3未満の生産能力を持つコミュニティ木材加工業（IPKR）と木材一
次産業事業許可（IUIPHHK）事業者は、小規模 PBPHH として分類される。なお、「環境林業大
臣令 P.21/2020」で規定されたコミュニティ登録木材集積場（TPK-R T）は、「環境林業大臣令
P.8/2021」によって新たに承認されることはなくなった。 
 

３-３-３ 持続的森林管理証明書（S-PHL／旧称 S-PHPL）と木材合法性証明書（S-
Legalitas／旧称 S-LK）の有効期間と審査に関する変更 
2021 年に制定された「環境林業大臣令 P.8/2021」は、持続的森林管理証明書（S-PHL／旧称 S-
PHPL）と木材合法性証明書（S-Legalitas／旧称 S-LK）の有効期間と審査期間について表 3.5 の
ように規定する。 
 
表 3.5 「環境林業大臣令 P.8/2021」で規定された持続的森林管理証明書（S-PHL／旧称 S-
PHPL）と木材合法性証明書（S-Legalitas／旧称 S-LK）の有効期間と審査頻度 

事業者 
有効期間
（年） 

審査頻度
（月） 

10 PHAT：非林業活動のために指定された私有地における劣化した天然林を伐採するための木材利用許可。 
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持続的森林管理証明書（S-PHL／旧称 S-PHPL） 

前回の審査で「良」と評価された森林利用ビジネス・ライセンス取得者
（PBPH） 

6 24 

前回の審査で「中間」と評価された森林利用ビジネス・ライセンス取得
者（PBPH） 

6 18 

S-Legalitasを取得した森林利用ビジネス・ライセンス取得者
（PBPH） 

6 12 

木材合法性証明書（S-Legalitas／旧称 S-LK） 

社会林業許可取得者（コミュニティ林事業許可、村落林事業許可等） 6 24 
木材加工ビジネス・ライセンス（PBPHH）取得事業者と CITES登録樹
種を含む私有林の天然林木及び植林木を加工する許可を得た事業者 

6 12 

木材加工ビジネス・ライセンス（PBPHH）取得事業者で植林木または
輸入木材を利用する事業者 

9 24 

登録木材集積場（TPT-KB） 1 12 
コミュニティ林における天然木の所有者 1 12 
私有林における植林木の所有者 6 36 
非木材林産物の登録収穫事業者 9 24 
非木材林産物の登録利用者 1 6 
輸出事業者 6 12 

 
持続的森林管理証明書（S-PHL／旧称 S-PHPL）の審査頻度は前回の審査の評価結果 11によって
異なる。 
 
木材合法性証明書（S-Legalitas／旧称 S-LK）については、森林管理を対象とする S-Forest Legalitas
と加工・流通業を対象とする S-Industrial Legalitas の 2 種類に分けられる。 
 
S-Forest-Legalitas は、新規のコンセッション事業に対して、事業者が持続的森林管理証明書（S-
PHL／旧称 S-PHPL）に必要な要件を満たす前に付与される。S-Forest Legalitas は、コンセッシ
ョン期間中に一度だけ有効で、有効期間は 3年、12 ヶ月ごとに審査が実施される。地域住民によ
る森林管理（HKm、HTR、HD、HTHR）の場合、S-Forest Legalitas の有効期間は 6年間で、24
ヶ月ごとに審査が実施される。小規模事業者はグループによる登録も可能であり、初期段階にお
いて S-Forest Legalitasの要件を満たすことができるよう、政府から資金援助や人材支援の仕組み
が提供されている。 
 
S-Industrial Legalitasは、加工・流通事業者に対する合法証明となる。加工事業者には様々な規模
の事業者が含まれ、持続的森林管理証明書（S-PHL／旧称 S-PHPL）または S-Forest Legalitas を
取得した合法的な供給者からの原料調達が求められる。S-Industrial Legalitas の有効期間と審査頻

11 持続的森林管理証明書（S-PHL／旧称 S-PHPL）の評価結果は「良」「中間」「悪」の 3段階に分けられる。木材合法性証明

書（S-Legalitas /旧称 S-LK）の評価は「合」か「不可」となっている。 
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度は事業者の能力に応じて異なる。木材合法証明書（S-Legalitas／旧 S-LK）を取得した事業者は、
SVLK マークを木材製品と取引書類に記載する。 
 
審査のメカニズム 12に関して更新はない。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、環
境林業省は 2020 年 5月に「Zoom Meeting」やビデオ通話を活用したリモート審査に関する規則
を定めた。木材合法審査機関（LVLK）がリモートで審査を実施するためには、国家認定機関（KAN）
による検査に合格している必要がある。 
 

３-３-４ 持続的森林管理証明書（S-PH／旧称 S-PHPL）と木材合法性証明書（S-
Legalitas／旧称 S-LK）の様式 
2022年 2 月時点において、持続的森林管理証明書（S-PHL／旧称 S-PHPL）と木材合法性証明書
（S-Legalitas／旧称 S-LK）は、「PHPL 局長令 SK62/2020」に従って発行される。同局長令は、
証明書の様式を定めておらず、審査機関によって証明書は異なる。ただし同局長令は、以下の項
目を含めることを定めている： 
 
 認証取得者の名前 
 認証取得者の所在地 
 事業許可ライセンス番号 
 審査機関の名称とロゴ  
 国家認定委員会（KAN）のロゴ  
 発行日 
 有効期間 
 認証番号：持続的森林管理証明書（S-PHL／旧称 S-PHPL）または木材合法性証明書（S- 

Legalitas／旧称 S-LK） 
 事業者タイプ 

 
持続的森林管理証明書（S-PHPL）の例を付属資料①に、森林管理及び加工事業に関する木材合法
性証明書（S-LK）の例を付属資料②と③に示す。 
 

３-３-５ V-Legal ロゴの変更 
木材合法性証明書（S-Legalitas／旧称 S-LK）を取得した事業者は、取引書類や木材製品に SVLK
マークを記載する権利があり、その義務がある。 
 
2021年 11 月に制定された「環境林業大臣決定 SK.1179/2021」によって V-Legal のロゴマークが
新しくなった（図 3.1）。ただし、2022 年 2月時点においては、旧 V-Legal ロゴが引き続き使われ
ている。 
 

12 審査メカニズムの詳細については、「H30インドネシア報告書」を参照。 
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図 3.1 旧 V-Legalロゴと新 V-Legalロゴ 

旧 V-Legalロゴ 新しい V-Legalのロゴ 

３-３-６ 流通段階と供給者確認書（DKP）に関する変更
林業省（現環境林業省）は、2014 年に供給者確認書（Deklarasi Kesesuaian Pemasok：DKP）13を
導入した。これは、小規模な私有林やコミュニティ林から伐採された低リスクの植林木に適用さ
れ、合法性を証明する書類として使われている。 

「環境林業大臣令 P.8/2021」によって、非 CITES 樹種の木材製品と非木材林産物について供給
者確認書の名称を DKPから SDoCに変更することが示された。ただし、2022 年 2月時点におい
ては、「PHPL 局長令 SK62/2020」によって規定された供給者確認書（DKP）の様式と名称が使
用されている（付属資料④）。 

３-３-７ 在庫木材製品に関する制度の更新
「環境林業大臣令 P.21/2020」によって、木材合法性証明書（S- Legalitas／旧称 S-LK）を取得し
ていない小規模な私有林やコミュニティ林から生産された木材を保有する中小事業者が輸出する
際には、在庫製品を対象にした個別の承認プロセスを経る必要があることが定められた。在庫木
材は、環境林業省が検査し承認する。検査は 1 回のみであり、当該在庫木材がなくなった場合、
事業者は木材合法性証明書（S-Legalitas／旧称 S-LK）を取得する必要がある。なお、当該中小事
業者が限られた資金しか有していない場合、環境林業省が取得コストを補助する。 

３-３-８ 輸入木材製品の合法性確認に関する制度の更新
木材製品の輸入事業者は、デューデリジェンス（実現可能性テスト）14の実施が義務であり、合法
性が担保されなければならない。2017 年以前は「H30 インドネシア報告書」で報告されたよう、
「SFPM 局長令 P.7/PHPL-SET/2015」が木材製品の輸入に関する手順を規定していた。デュー
デリジェンスは、環境林業省の木材合法性情報システム（Sistema Informasi Legalitas Kayu：SILK）

13 供給者確認書（DKP）：要件の適合を証明できたことに基づいて、供給者が行う合法性申告書書類。詳細は「H30インドネ

シア報告書」を参照。 
14 「環境林業大臣令 P.8/2021」では、デューデリジェンスではなく、uji kelayakan（実現可能性テスト／Feasibility Test）と

いう用語が使われる。 
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15を通じて製品がインドネシアに入る前に行われ、入力された情報を環境林業省が確認した。輸入
事業者は環境林業省から輸入許可に関するレターの取得が要件であった。このシステムにより、
環境林業省は事前に輸入木材（量、樹種、製品タイプ、原産国／伐採国、輸入事業者）を把握する
ことができる。 
 
デューデリジェンスの手順とその審査については、2017 年以降に制定された法令（「商業大臣令
Permendag No 91/2017」、「SFPM 局長令 P.3/2018」、「環境林業大臣令 P.21/2020」及び「PHPL
局長令 SK62/2020」）によって改訂が行われた。 
 
「環境林業大臣令 P.21/2020」は、輸入木材の合法性に関する原則を以下のとおり規定する： 
 デューデリジェンスの実施 
 合法性は、原産国と伐採国に関して確認 
 違法な製品の輸入を防止 
 デューデリジェンスの結果に基づき、輸入事業者は輸入木材に関する供給者確認書

（DKP）を作成 
 
輸入事業者は、引き続き識別番号（API）の取得が義務付けられ、輸入毎に木材合法性情報システ
ム（SILK）を通じて輸入申告とデューデリジェンスの実施と報告が義務となっている。環境林業
省は木材合法性情報システム（SILK）に提出された情報等を確認し、問題がなければ、産業省が
輸入許可を発行する（付属資料⑤）。輸入許可を受けた輸入事業者は、輸入木材製品の供給者確認
書（DKP）（付属資料⑥）を作成する。この供給者確認書（DKP）には、デューデリジェンス情報
が含まれる。 
 
木材合法審査機関（LVLK）は、12 か月ごとに輸入事業者に対する審査を実施し、デューデリジ
ェンスシステムと輸入事業者が発行した供給者確認書（DKP）について文書精査と無作為の現場
確認を行う。審査では、年間に取引された木材製品の妥当性を確認し、輸入能力が適切であるか、
また違反していないかを確認する。 
 
輸入木材のデューデリジェンスのステップと内容等については以下のよう規定される： 
 

1. 木材合法性情報システム（SILK）への登録 
2. データおよび情報の収集と提出 
 輸出事業者、生産者の合法性 
 木材の種類／樹種、HS コード、製品説明、伐採国／原産国 
 木材製品の合法性 

3. リスク分析と緩和措置 
 輸入製品の伐採について持続可能性、合法性、またはトレーサビリティーを確保する 
 輸入木材製品について、原産国の公式文書を通じて製品情報を照合する 

15 2012 年 8 月に設立された木材合法性証明システム（SVLK）を運用するためのオンライン情報システム。V-Legal ドキュメ

ントのオンライン発行センターとして機能するほか、関連法令、輸出実施状況、木材合法審査機関（LVLK）、SVLK 認証事業

者、不遵守事例等の情報を更新・公開する。http://silk.menlhk.go.id 
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 確認する内容は、原産国における輸出禁止措置を含むが、それに限定されるものではな
く、正確でなければならない 

4. 記録の保管 
 
木材製品の合法性とトレーサビリティーを示すためには、以下の要件のいずれかが有効であると
される 16 ： 
 
 FLEGTライセンス材である 
 インドネシアとの相互認証協定（MRA）を締結している国の木材である 
 インドネシアとの間で国別ガイドライン（Country Specific Guideline：CSG）を作成した

国で生産された木材である 
 サプライヤーが持続可能性、合法性、及び／またはトレーサビリティーに関する認証機関

からの証明書を取得している 
 サプライヤーが伐採国または原産国の当局（政府機関、協会、政府から権限を与えられた

機関）が発行する持続可能性、合法性、トレーサビリティーに関する証明書を取得してい
る 

 

３-３-９ 木材の輸出制度に関する更新 
2020年 2 月 27 日、産業省は、貿易の促進を目的に「産業大臣令No.15/2020」を制定し、それま
で木材製品の輸出には必須であった V-Legal ドキュメント／FLEGT ライセンスを必要とする場
合にのみとする改訂を行った。しかしながら、市民社会や EU から反対の声が上がり、環境林業
省やその他ステークホルダーとの協議・調整の結果、同大臣令は無効となった。木材製品輸出に
は引き続き FLEGT ライセンス／V-Legal ドキュメントが義務となっている。 
 
木材合法性証明書（S-Legalitas／旧称 S-LK）を取得している事業者は、販売書類や木材製品に
SVLK マークを表示する権利があり、その義務がある。輸出の際には、EU向けの場合は FLEGT
ライセンスを、それ以外の国に対しては V-Legalドキュメントの発行を木材合法審査機関（LVLK）
に申請する。 
 
インドネシアから木材加工品を輸出するには以下の書類が必要とされる： 

 V-Legal ドキュメント発行のための申請書類 
 インボイス及びパッキングリスト 
 船積書類 
 輸出申告書類（PEB） 
 FLEGTライセンスまたは V-Legal ドキュメント（付属資料⑦）17 

 

16 Government of Australia and Government of Indonesia (2018) Country Specific Guideline for Indonesia. 

https://www.awe.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/australias-forest-policies/illegal-

logging/indonesia-country-specific-guideline.pdf 
17 V-Legalロゴが新しくなったが（図 3-8）、2022 年 2 月時点では引き続き旧 V-Legal ロゴが使われている。 
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３-３-１０ 木材の国内消費に関する制度 
2020年 5 月 20 日付の「国家公共調達庁通達 SE LKPP No.16/2020」に基づき、インドネシアの
全ての政府機関による家具調達には、SVLK ロゴマークがついた製品の使用が義務付けられた。  
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３-４ 木材合法性証明システム（SVLK）の実施状況と課題 
３-４-１ SVLK 認証取得事業者と審査機関 
SVLK 認証 18を取得した事業者と審査機関は、木材合法性情報システム（SILK）にリストが掲載
される。2021 年 10 月時点で、5,600 以上の森林関連事業者が SVLK 認証を取得し、その内、木
材合法性証明書（S-Legalitas／旧称 S-LK）を取得している事業者は 2,916 社（輸出事業者 1,866
社、販売業者／小売業者 256 社、非輸出業者 794 社）であった。また、木材合法審査機関（LVLK）
として 32 機関が登録されている。 
 

３-４-２ V-Legal ドキュメント（FLEGT ライセンスを含む）の発行数と輸出量・金
額 
これまでに 150 万件以上の V-Legal ドキュメント（FLEGT ライセンスを含む）が発行された。
2013 年には木材合法性証明システム（SVLK）により合法性が証明された木材製品の輸出額は 60.6
億米ドルであったが、2021 年には約 2.2 倍の 135.7憶米ドルに達した。製品タイプで見ると、木
材家具等（HSコード 9403）、非塗工紙・板紙を含む紙類（HS コード 4802）、合板等（HSコード
が 4412）が主要な輸出製品となっている（表 3.6）。 
 
表 3.6 木材製品毎の V-Legalドキュメント（FLEGTライセンスを含む）の発行件数と輸出量・
金額（2020年―2021 年） 

18 持続的森林管理証明書（S-PHL／旧称 S-PHPL）または木材合法性証明書（S- Legalitas／旧称 S-LK）取得事業者を意味す

る。 

HSコード 
V-legal ドキュメン

ト発行数  
輸出量 (トン) 

FOB価格 (1,000 
USD) 

2020年 2021年 2020年 2021年 2020年 2021年 

9403（家具、家具の部品） 77,063   86,317  358,519  427,616   1,148,978  1,506,599  

4412（合板、ベニヤドパネル、積
層木材） 

38,909  48,641  1,989,583  2,240,351  1,749,896  2,521,994  

4802（筆記用、印刷用の塗布して
ない紙及び板紙等） 

29,995 28,064  3,122,836  3,042,570   1,824,047  2,011,320  

4409（さねはぎ加工、溝付け等の
加工を施した木材等） 

19,006  21,032  554,299   616,563  626,371  721,011  

4418（木製建具及び建築用木工
品） 

 
12,976  

14,803   206,762   262,690   413,102  546,546  

4803（家庭用又は衛生用に供する
種類の紙） 

11,531   8,364  850,876  598,200  770,926  574,265  

4810 筆記用等に供する種類の紙及
び板紙） 

 5,455  5,988  347,950   366,339  270,562  358,662  
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出典：SILK19 

 

３-４-３ SVLK に関する 2 国間合意 
インドネシア政府は EUと FLEGT-VPA20を結び、2016 年 11 月以降、EU に対して FLEGT ライ
センスで合法性が担保された木材のみの輸出を行っている。英国は、EU からの離脱後も、英国・
インドネシア二国間の FLEGT-VPA21に基づき、インドネシアからの木材輸入に関する FLEGT
ライセンスを合法的に伐採された木材および木材製品の証拠として受け入れている。また、オー
ストラリア政府は、2018 年にインドネシア政府と共同で、インドネシアから木材を輸入する際の
合法性確認に関するインドネシア国別ガイドライン（Country Specific Guideline for Indonesia）
22を作成した。合法性を確認する方法として、サプライヤーが木材合法性証明書（S-LK）を保持
しているかどうかを確認すること、そして輸入の際に V-Legal ドキュメントが備わっているかど
うか確認することが挙げられている。 
 

３-４-４ SVLK 実施に関する課題 
インドネシア政府と EU は FLEGT-VPA に基づき、定期的に木材合法性証明システム（SVLK）
実施についてモニタリングと評価を行っている。2021 年 11 月に作成された第 3 回モニタリング
報告書（The third Periodic Evaluation：PE3）23は、全般的に VPAに基づいて運用されていると
評価した。ただし、課題点／改善点として以下を挙げている： 
 
（１）合法性基準 
 新しいカテゴリーである PHAT（私有地で自然に生えている天然木の利用）は、「PHPL

局長令 SK62/2020」に反映されているが、合法性を担保するには詳細な運用ガイドライン
が必要である 

（２）森林管理・サプライチェーン 

19 http://silk.menlhk.go.id/index.php 
20 EU Commission (2015) Indonesia-EU Voluntary Partnership Agreement. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0520%2802%29&from=EN 
21 Government of UK (2021) Explanatory Memorandum to the FLEGT Licensing Shem (Council Regulation (EC) No. 

2173/2005) (Amendment) Regulation 2021. https://www.legislation.gov.uk/uksi/2021/2/pdfs/uksiem_20210002_en.pdf 
22 Australia Government and Government of Indonesia (2018) Country Specific Guideline for 

Indonesia. https://www.awe.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/forestry/australias-forest-policies/illegal-

logging/indonesia-country-specific-guideline.pdf 
23 Profund research & advice (2021) Third Periodic Evaluation of the Indonesia-EU VPA/FLEGT 

4818（トイレットペーパー、セル
ロースウォッディング、製紙用パル
プ製等） 

5,369  6,281  68,306   75,802   103,772  108,615  

4421（その他の木製品） 4,992  5,695   474,806   579,895  254,946  306,141  

9401（腰掛）  4,203  49,153   77,986  98,242  384,168  626,772  
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 環境林業省の森林インベントリの精度が限られている。また事業者が報告する森林材積量
の正確性が十分でない 

 事業者は V-Legal ロゴのない輸送書類を使用しているケースがある。このことは、SVLK
認証を取得する以前に伐採していた可能性や、失効した証明書で伐採施行を行っていた可
能性を示唆する 

 木材利用許可（IPK）、林地賃貸利用許可（IPPKH）及び私有地の天然木の利用（PHAT）
による皆伐材のトレーサビリティーを確保するための運用手順が十分でない。これにより、
出所不明の木材が混入するリスクがある。また、森林インベントリに地理座標情報が記載
されていないため、現地検証が困難となっている 

（３）輸入木材 
 輸入木材のデューデリジェンス制度に大きな進捗があったが、改訂される「PHPL 局長令

SK62/2020」に組み込まれる必要がある 
 輸入事業者がデューデリジェンスを理解していない。合法性証明となる文書の収集が十分

ではない 
（４）データ管理と情報の公開 
 現状のデータ管理システムは、カバーしている事業者の範囲とリアルタイムの報告につい

て十分ではない 
 多くの小規模事業者がオンラインシステムを使って随時報告していないためデータの更

新が遅れる、また適切に報告を行っていない場合があることからデータに不一致が生じて
いる 

 市民社会組織（CSO）が環境林業省にデータ／情報を要求した際に、公開に時間がかかる 
（５）審査 
 審査は、書類の内容よりも書類がそろっているがどうかに焦点が当てられている。木材合

法性証明システム（SVLK）の審査業務の質を向上させる必要がある 
 リモート審査において事業者から送られてくる写真やビデオには地理的情報が欠けてお

り、信頼性に問題がある 
 審査結果のサマリーは SILK で公開されることになっているが、サマリーを提出しない審

査機関がいる 
 
また、環境林業省は、木材合法性証明システム（SVLK）運営面の課題として、審査・認証プロセ
スのコストによる中小事業者への負担や、V-Legal ドキュメント発行にかかる時間による出荷遅
延を挙げている 24。さらに、輸出マーケットについて以下のような点を懸念事項として挙げてい
る： 
 
 いくつかのマーケートは、FLEGT ライセンス／V-Legal ドキュメントに加えて自主的な

認証を要求する 
 インドネシアは、FLEGTライセンスを世界で初めて発行した国であるが、EU のマーケッ

トに占めるインドネシアの木材製品の割合が小さい 

24 Pramono, S (2021) Update on Implementation of Indonesian TLAS (SVLK), FLEGT VPA and Impact of Covid-19 Pandemic 

on Timber Exports from Indonesia. Presentation at International Tropical Timber Council: Fifty-Seventh Session (Virtual 

Session), 29 November – 3 December 2021. 

https://www.itto.int/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=6940&no=6&file_ext=.pdf?v= 

55



 インドネシアの木材合法性証明システム（SVLK）と木材製品に対するバイヤーの認知度
が低い 

３-４-５ SVLK 実施に関する不遵守事例 
上述の第 3 回モニタリング報告書（PE3）によると、2019 年から 2020 年初頭にかけて、18加工
事業者がコンプライアンス違反のために SVLK 認証の停止を受け、そのうち 10 事業者が認証の
取り消し処分を受けた。また、パプア州において違法伐採に関連して 6 件の有罪判決があったと
報告する。 
 
木材合法性証明システム（SVLK）実施に係る透明性を高めるために、環境林業省は SILK 上にプ
ラットフォームを設置し、不遵守事例について公開している 25。注目すべき点として、不遵守事例
は政府機関の報告だけでなく、市民社会グループによって形成される独立モニター（Independent 
Monitors: IM）26からの報告も掲載される。2019 年には、政府機関が 2事例、独立モニターが 6つ
の不遵守事例を報告した。2020 年、2021 年はそれぞれ 1 事例、4 事例（表 3.7）が報告された。 
 
表 3.7 SILKで報告された 2021年の不遵守事例 

不遵守事例 情報源 経緯 州 状況 
PT. Integritas 
Persada Sertifikasi
の LVLK 認定を凍結 

政府 IUIPHHK、IPKR及び IUI の認証を行う木材合法性審
査機関（LVLK）に対して、勧告が行われた 

南スマト
ラ州 

解決済
み 

LVLK が予定通りに報
告書を提出しない 

政府 環境林業省は、SILK 上に木材合法性審査機関
（LVLK）がクライアントデータ、審査、認証に関す
る報告を行うシステムを構築した 

ジャカル
タ首都特
別州 

途中 

ジャワ島の複数の事
業者がジャワ島外（パ
プア、西パプア）の違
法伐採に関与してい
るという疑い 

独立モ
ニター 

Telapak の責任者は、いくつかの木材合法性審査機
関（LVLK）に対し、疑わしい事業者に対して特別審
査を行うよう要請した。一部の木材合法性審査機関
（LVLK）は審査を行い認証の取り消しを実施した
が、対応しなかった木材合法性審査機関（LVLK）も
いる 

東ジャワ
州 

解決済
み 

中央カリマンタンの
木 材 一 次 産 業
（IUIPHHK）に対する
違法行為の疑い 

独立モ
ニター 

JPIK は、IPHHK 事業者が違法木材を調達・加工して
いることを報告し、木材合法証明書（S-LK）を発行
した木材合法性審査機関（LVLK）に対して特別審査
を実施するよう要求した。木材合法性審査機関
（LVLK）は、2025 年 11 月 22 日まで有効な当該事
業者の木材合法証明書（S-LK）は、2020 年 12 月 22
日から 2021年 3月 21日の期間凍結することを明ら
かにした。 

中央カリ
マンタン
州 

解決済
み 

25 http://silk.menlhk.go.id/index.php/info/NonCompliances 
26 独立モニター（Independent Monitor）は、FLEGT-VPA に基づき市民社会グループによって形成され、木材合法性証明シス

テム（SVLK）運用の信頼性や透明性を高めるため独立してモニタリングを行う。独立モニターは、SVLK の審査に不備があっ

た場合や、企業が合法性基準を遵守していない場合に報告することができる。また、事業者、政府機関、許認可当局、審査機関

に対して苦情を申し立て、これらの苦情がどのように対処されたかを監視することができる。 
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３-５ 木材生産・流通状況 
３-５-１ 木材生産 
インドネシアの丸太生産量は増加傾向を示す（表 3.8）。過去には天然林コンセッションが丸太生
産の中心的な役割を果たしてきたが、近年は、産業造林が主要な生産源となっている。2021 年に
は、産業造林事業許可（IUPHHK HT）27による丸太生産量は、天然林木材利用事業許可（IUPHHK 
HA)28の約 7.7 倍であった。総事業面積は天然林コンセッションの方が大きいものの、事業数につ
いては 2014 年に産業造林が天然林コンセッションを超え、2021 年はそれぞれ 292 事業と 257 事
業であった（図 3.2 及び 3.3）。 
 
表 3.8 伐採源毎の丸太生産量の推移（1,000m3） 

 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 

産業造林事業許可（IUPHHK HT） 32,081 37,784 40,190 39,515 45,386 46,435 

天然林木材利用事業許可(IUPHHK HA) 5,958 5,942 6,978 6,387 5,276 6,031 

民有林 1,074 1,410 1,580 1,418 955 1,242 

林業公社 557 654 833 808 855 989 

土地利用転換 537 741 933 645 447 597 

計 40,208 46,531 50,514 48,772 52,918 55,294 
出典：インドネシア環境林業省持続的生産林管理総局ウエブサイト 29 

 
図 3.2 天然林コンセッションと産業造林事
業面積の推移 

図 3.3 天然林コンセッションと産業造林
事業数の推移 

  
出典：MOEF (2021) State of Indonesia's Forest 202030 

 

27 人工林コンセッションに相当。 
28 天然林コンセッションに相当。 
29 https://phl.menlhk.go.id/ 
30 https://balaikliringkehati.menlhk.go.id/wp-content/uploads/The-State-of-Indonesias-Forest-2020.pdf 
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木材製品の生産量は、2015 年の 38.2 百万 m3から 2021 年には 51.8 百万 m3と増加した。図 3.4
に主要な加工木材製品毎の 2015 年から 2021 年の生産量を示す。木質チップの生産量が最も多
く、次いでパルプ、合板と単板積層材（LVL）、製材、べニアとなっている。 
 
図 3.4 木材製品の生産量の推移（2015年～2021年） 

 
出典：インドネシア環境林業省持続的生産林管理総局ウエブサイト 31 

 

３-５-２ 木材貿易 
インドネシアの木材製品輸出額は増加傾向を示し、2013年の 60.6億米ドルから 2021年には 141.3
億米ドルに達した。製品タイプ毎の輸出額の推移を図 3.5に示す。2021年には木製パネルの輸出
額が大幅に増加し、木材製品輸出総額の 27.5％を占めた。次いでパルプ（25.6%）、紙（22.0％）、
木製家具（14.6%）、木製建具・木工用品等（8.1%）の順であった。 
 

31 https://phl.menlhk.go.id/ 
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図 3.5 木材製品タイプ毎の輸出額の推移（2013年～2021年） 

 
出典：インドネシア環境林業省持続的生産林管理総局ウエブサイト 32 

 
木材製品の主な輸出先は、中国、米国、日本、韓国、インドである（図 3.6）。中国と米国への輸
出額が 2019 年以降大きく増加した。一方で、日本への輸出額は 2018 年から 2020 年にかけて減
少し、米国が日本を抜き第 2位の輸出先となった。 
 
図 3.6 インドネシアの木材製品輸出先上位五か国 

 
出典：Trade Map33 

 

32 https://phl.menlhk.go.id/ 
33 https://www.trademap.org/Index.aspx 
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インドネシアの木材製品の輸入は 2020 年に減少したものの、2010 年以降継続的に増加傾向を示
した。ただし、国内の生産量や輸出量に比べるとかなり少なく、輸入木材（丸木換算で年間約 5,000
万 m3）は年間供給量の 5%未満だと推定される 34。量ベースで、パルプ・紙の輸入が半分以上を
占め、残りは主に HSコード第 44 類の木材製品（丸太、製材、単板等）の輸入であった。 
 
HS コード第 47 類（木質パルプ等）の輸入先については、北米が半分近くを占める。金額ベース
で 2020 年の輸入先上位 5 か国は、米国（HS コード第 47 類輸入総額の 26.4%）、カナダ（16.5%）
（7.8%）、イタリア（6.1%）、スウェ―デン（5.1%）であった（図 3.7）。 
 
図 3.7 HSコード第 47類（木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙）の
インドネシア輸入先上位 5か国 

 
出典：Trade Map35 

 
HS コード第 44 類（木材及びその製品並びに木炭）輸入品については、金額ベースでアジア諸国
からの輸入が約半分を占める。2020 年の輸入先上位 5か国は、中国（HS コード第 44 類輸入総額
の 30.0%）、マレーシア（12.7%）、米国（11.1%）、ニュージーランド（8.4%）、タイ（5.8％）で
あった（図 3.8）。 
 

34 Indonesia and the European Union (2020) Annual Report 2019 Implementation of the Indonesia-EU Voluntary Partnership 

Agreement on Forest Law Enforcement, Governance and Trade. 

https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/efi/20200921.Indonesia%20VPA%20Annual%20Report%202019.%20Final.pdf 
35 https://www.trademap.org/Index.aspx 
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図 3.8 HSコード第 44類（木材及びその製品並びに木炭）のインドネシア輸入先上位 5か国 

 
出典：Trade Map36 

  

36 https://www.trademap.org/Index.aspx 
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３-６ 自主的な森林認証制度 
３-６-１ インドネシア・エコラベル協会（LEI）の認証 
インドネシア政府は、1993 年に森林認証機関であるインドネシア・エコラベル協会（Lembaga 
Ekolabel Indonesia：LEI）を設立した。1998 年には LEI が正式に財団法人として登録され、下記
の森林認証スキームの開発と認証を行う： 
 

 PHHBKL = 非木材林産物の持続可能な管理認証 
 PHBML =コミュニティによる持続的な森林管理認証 
 PHTL=植林地における持続可能な森林管理認証 
 PHAPL = 天然林における持続可能な森林管理認証 
 CoC 認証 

 
また LEI は、森林管理認証の一部として、炭素認証（PHBML-C）の導入を進めている。2022 年
１月における LEI による認証状況を表 3.9に示す。 
 
表 3.9 LEIの認証状況（2022年 1月） 

認証タイプ 認証 
植林地における持続可能な森林管理認証（PHTL） 2,247,838 ha 
コミュニティによる持続的な森林管（PHBML） 87,189.01 ha 
CoC認証（家具と工芸品） 3,653 m3/年 
CoC認証（パルプと紙） 5,307,760 トン/年 

 

３-６-２ FSC 認証 
インドネシアの国内森林管理規格（NFSS）が開発され、2020 年 6 月 30 日に FSC インターナシ
ョナルによって承認された。インドネシア NFSS は、森林資源の持続的利用を向上させることを
目的に、木材、非木材林産物、生態系サービスを対象としている。表 3.10 に 2022 年 1 月時点に
おける FSC認証の状況を示す。 
 
表 3.10 FSC認証状況（2022年 1月） 

認証タイプ 認証件数（面積） 
持続的森林管理認証 41件（計 3,208,901 ha） 
生態系サービス認証 1件（計 185 ha）  
CoC認証 353件 
プロジェクト認証 1件 

 

３-６-３ IFCC／PEFC 認証 
インドネシア森林認証協力機構（Indonesian Forest Certification Cooperation：IFCC）はインドネ
シア国内で設立された認証機関であり、PEFC（Programme for The Endorsement of Forest 
Certification）と相互認証を行っている。IFCC の CoC スタンダードは 2013 年に PEFC に承認
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され、持続的森林管理スタンダードは 2014 年に承認された。表 3.11 に 2022 年 1 月時点におけ
る IFCC／PEFC 認証の状況を示す。 
 
表 3.11 IFCC／PEFC認証の状況（2022年 1月） 

認証タイプ 認証件数（面積） 
持続的森林管理認証 75件（計 4,016,322.06ha） 
CoC認証 41件 

 
  

63



３-７ 付属資料 
 
上述の合法性証明に関する書類例、またはフォームについて一部日本語約をつけて収録した。上
述のよう、インドネシアから輸出される木材製品には、合法性証明書（日本を含む非 EU 加盟国
に対しては V-Legal ドキュメント）が発行される。 
 
 付属資料① 持続的森林管理証明書（S-PHPL）の例 
 付属資料② 森林管理に関する木材合法性証明書（S-LK）の例 
 付属資料③ 加工事業に関する木材合法性証明書（S-LK ）の例 
 付属資料④ 供給者確認書（DKP）様式 
 付属資料⑤ 木材輸入許可の例 
 付属資料⑥ 輸入木材の供給者確認書（DKP）例 
 付属資料⑦ V-Legal ドキュメントの例 
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付属資料① 持続的森林管理証明書（S-PHPL）の例 

木材合法審査機関
（LVLK）のロゴ 

事業者名と事業許
可ライセンス番号 

事業者の住
所、審査の場
所等 

木材合法審査機関（LVLK）の
署名と発行日 

有効期間 

持続的森林管理証明書（S-PHPL）認
証番号 

国家認定委員会
（KAN）のロゴ 
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付属資料② 森林管理に関する木材合法性証明書（S-LK）の例 

国家認定委員会
（KAN）のロゴ 

木材合法審査機関
（LVLK）のロゴ 

事業者の所在地 

木材の合法性認証（VLK）番号 

認証有効期間終了
 

木材合法審査機関
（LVLK）の署名 

 

事業者名、事業
許可ライセンス
番号、面積 
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付属資料③ 加工事業に関する木材合法性証明書（S-LK ）の例 

木材合法性認証（VLK）番号 

国家認定委員会
（KAN）のロゴ 

事業者名と事業許可
ライセンス番号、住
所等 

木材合法審査機関
（LVLK）のロゴ 

 

認証有効期限 

木材合法審査機関
（LVLK）の署名 
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付属資料④ 供給者確認書（DKP）様式 

1. 宣言者（DKP 発行者） 
2. ID 番号 
3. 宣言者の住所またはグループの住所 
4. a. DKP の対象（樹種、量、ボリューム、木材受け取り者名と住所） 

b.  木材の由来（木材のタイプ、所有権番号の証明、量） 
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付属資料⑤ 木材輸入許可  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可ナンバー 

輸入申告ナンバー 
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 事業者名、輸入申
告ナンバー、木材
製品ナンバー、日
付等 

製品タイプ 

HS コード 

量 
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付属資料⑥ 輸入木材の供給者確認書（DKP）

輸入木材の供給者確認書
（DKP）番号 

輸入事業者名
と住所 

倉庫の住所 

デューデリジェンス（実
現可能性テスト）情報 
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デューデリジ
ェンス番号 

輸出事業者 

製品タイプ 

HS コード 

樹種（一般名） 

樹種（学名） 

原産国 

輸出国 

生産国 

重量 
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付属資料⑦ V-Legal ドキュメント 

V-Legal ドキュメント発行機関（木材
合法性審査機関：LPVI）名と所在地 

登録番号 

V-Legal ライセンス番号 

輸出国 

輸入事業者の名前と所在地 

輸送手段 

失効日 

輸出事業者の名前、所在地、ETPIK （登録輸出事業者）番号と納税者番号 

輸出先 

輸出先、積地港、仕向港 

製品に使用されている木材の一般名および学名 

木材製品の商業的説明 

伐採国

量（m3） 重量（m3） ユニット個数 

バーコードやロット番号船荷証券番号などの識別記

V-Legal ドキュメント発行機関の署名、スタン
プ、発行場所、日付 
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V-Legal ライセンスナンバー 
失効日
発行機関
許可を受けた事業者 
輸入事業者
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４マレーシア 
マレーシアの木材等の合法性の確認に関する情報は、平成 28 年（2016 年）度林野庁委託事業「ク
リーンウッド」利用推進事業のうち生産国情報収集事業で収集され、林野庁のクリーンウッド・
ナビで情報提供され、報告書（以下「H28年度報告書」と呼ぶ。）が公開されている 1。このため
本事業では 2017年以降に施行された法令と関連する情報を収集した。また 2017 年以前に施行さ
れていた制度で H28 年度報告書では十分な記載がなされていなかったものについても情報収集
を行った。

マレーシアは 1963 年にマラヤ連邦（1957年にイギリスより独立）、イギリス領サラワク、イギリ
ス保護国北ボルネオ（現サバ州）、シンガポールによって結成された連邦国家であり（その後シン
ガポールは 1965年に独立）。マレー半島の 11 州とボルネオ島のサラワク州、サバ州、さらに 3 つ
の連邦直轄領で構成される。

マレーシア憲法 74条 2項に基づき、土地や森林など土地に関する事項は各州が所有権を有し、州
法を制定して管理しているが、マレー半島部 11州は各州林業局を傘下とする半島マレーシア林業
局（Forestry Department Peninsular Malaysia: FDPM）によって一体的に管理されている一方、
サラワク州はサラワク森林局（Forest Department Sarawak: FDS）、サバ州はサバ林業局（Sabah
Forestry Department: SFD）によって独自の林業関連法を施行し、森林管理行政が行われている。
また半島部、サバ州、サラワク州は独立した木材合法性保証システム（Timber Legality Assuarance 
System: TLAS）を運用している。これらの背景からマレーシアについては 4-1.マレーシア（全般）、
4-2.マレーシア（サバ州）、4-3.マレーシア（サラワク州）、4-4.マレーシア（半島部）の 4 節に分
けて整理した。

1 https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/kunibetu/mys/info.html#houkoku 
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４-１ マレーシア（全般）
４-１-１ 概要
マレーシアの国土は、マレー半島の中部から南部の半島部、ボルネオ島北部および周辺島嶼部か
ら構成され、国土面積は 33万 km2で、2019年の森林被覆面積は 17.7 万 km2、森林被覆率は 53.7%
である。

４-１-２ 森林の伐採段階および木材の流通段階における法令等
４-１-２-１ 法的枠組
2021年マレーシア林業政策 Malaysia Forestry Policy 2021 
2021 年マレーシア林業政策は、2020 年 11 月 11 日に連邦内閣で承認され、2021 年 1 月 29 日に
国土審議会で承認された。この文書はマレーシア語で記述されており、オンライン公開されてい
る 2。この政策文書は、以前の 1978年国家森林政策（National Forest Policy 1978）（1992 年改正）
に代わるものである。この文書は 119 ページで、マレーシア連邦全体の政策と、半島マレーシア
の政策、そして以前発表されていたサバ州とサラワク州の政策が盛り込まれている。連邦全体の
方針は、5 つの目標が含まれており、その一つは国土の 50％を森林と樹木の被覆として維持する
ことである。ただし森林と樹木の被覆をどの程度の割合とするか、サバ州、サラワク州、半島マ
レーシアのそれぞれで森林や樹木の被覆として維持すべき割合はどれぐらいかなどの詳細は明記
されていない。

2021年国家空間計画 National Physical Plan 2021 
2021 年の国家空間計画審議会で承認された国家空間計画（National Physical Plan）3では、サバ州
とサラワク州の森林被覆率を 2019年のレベルに維持したまま、半島マレーシアの森林被覆率を現
在の 43%から 2040 年に 50％まで回復させるという目標が掲げられている（表 4-1.1）。 

表 ４-１.1 マレーシアの森林被覆率目標 
サラワク サバ 半島マレーシア 合計 

土地面積(ha) 12,397,311 7,431,050 13,181,197 33,009,558 
2019年の森林面積(ha) 8,034,000 13,181,197 5,734,082 18,204,072 
森林被覆率 64.8% 59.7% 43.5% 55.1% 
2040年の森林面積目標(ha) 8,034,000 4,435,990 6,590,599 19,060,589 
目標森林被覆率 64.8% 59.7% 50.0% 57.7% 
出典：2021 年国家空間計画 

2 https://www.mybis.gov.my/pb/4413 
3 PLANMalaysia (2021) National Physical Plan 4, October 2021 <myplan.planmalaysia.gov.my> 
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４-１-２-２ 法規制の実施 
サバ州、サラワク州、半島部の特徴を表 4-1.2 にまとめた。サバ州と半島部では最大の木材供給源
は、森林植生を維持することが目指されている永久森林区（Forest Reserve／Permanent Forest 
Estates）における択伐だが、サラワク州では州有地（State Land）も大きな役割を果たしている 4。 
 
なお森林としては管理されていない譲渡地（Alienated Land）の一部にも森林植生は存在し、木材
供給源となることもある。譲渡地とは、州政府が開発のために割り当てた州有地のことで、その
土地の所有権が発行され、その土地は私的所有権に属するとみなされる。所有権は、借地権（数
年間）または自由保有権（永続的）である。土地の所有者は、州政府に対して土地の「保険料」を
支払い、さらに毎年「評価額」を支払う必要がある。 
 
前述のようにサバ州、サラワク州、半島部は独自の土地・森林に関する制度、独立した木材合法
性保証システム（Timber Legality Assuarance System: TLAS）を持つ。合法性確認に使用できる
書類や情報も異なる。 
 
 
 

4 サラワク州では土地利用カテゴリーごとの木材生産量データは公開されていないが、永久森林区と州有地内の天然林面積は同
程度あり、また後者にも多くの伐採コンセッションが設定されている。 
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表 ４-１.2 サバ州、サラワク州、半島部の特徴  
 サバ州 サラワク州 半島部 
主な木材供給源の
土地利用カテゴリ
ーとその供給割合 

森林保全区（Forest Reserve）78%、譲渡
地（Alienated Land）21% 
（2020 年） 

永久森林区（PFE）、州有地（State Land） 永久森林区（PFE）85%、州有地（State 
Land）7%、譲渡地（Alienated Land）8% 
(2019年) 

伐採許可証の種類  持続可能森林管理ライセンス協定
（SFMLA） 

 Form I ライセンス 
 Form IIB ライセンス 

 森林伐採ライセンス（FTL） 
 人工林ライセンス（LPF） 

 森林産物採取ライセンス（Licence to 
Take Forest Product） 

 移動許可（Removal Licence） 

木材合法性保証シ
ステム 

サバ木材合法性保証システム（Sabah 
TLAS） 
 持続可能森林管理ライセンス協定

（SFMLA）事業者、木材加工事業者、
輸出事業者は第三者監査を受けるこ
とが義務化されている 

サラワク木材合法性保証システム
（STLVS） 
 第三者監査を受けることは任意 

マレーシア木材合法性保証システム
（MyTLAS） 
 個別の事業者に対する第三者監査は

実施されていない 

合法性確認に使用
できる書類や情報 

 税関申告書（Custom Declaration 
Form）（K2）の記載される輸出許可
証（Sabah Export Licence: SELC） 

 丸太出荷許可証（ Log Shipment 
Clearance: LSC）：丸太輸出について
のみ必須 

 Sabah TLAS の第三者監査証書：個別
の商品に関する合法性証明ではない 

 サラワク木材産業開発公社（STIDC）
発行の輸出ライセンス（ Export 
Licence: K2） 

 サラワク丸太追跡・森林徴税システ
ム（REVLOG）によってサプライチ
ェーン情報が管理されており、サラ
ワク森林局に問い合わせ可能 

 STLVS の第三者監査を受けた事業
者からは、サラワク森林局またはサ
ラワク木材産業開発公社からの認証
書を取得可能：個別の商品に関する
合法性証明ではない 

 マレーシア木材産業局（MTIB）発行
の輸出ライセンス（Export Licence） 

 MyTLAS の合法性証明：個別の商品
に対して出される。2022年より日本
向け輸出についても発行可能となっ
た（請求は任意） 
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４-１-３ 森林認証 
マレーシアでは FSC（Forest Stewardship Council）認証とともに、1998 年に設立されたマレーシ
ア木材認証評議会（MTCC）によるマレーシア木材認証制度（MTCS）が存在する。MTCS は 2009
年に PEFC（Programme for the Endorseement of Forest Certification Shemes）の相互承認を受け
た。MTCS/PEFCの認証林は全国で 21、総面積 521万 haである一方、FSCの認証林は全国で 4、
総面積 6 万 haに過ぎない（表 4-1.3）。 
 
2021 年 9 月、マレーシア木材認証評議会は、PEFC の承認条件を満たすため、「マレーシア持続
可能な森林管理に関する基準および指標（MC&I SFM）」および「グループ森林管理認証規格」の
修正を行い、それぞれ「MTCS ST 1002:2021」、「MTCS ST 1003:2021」として公表された 
更新された基準と指標では、以下の基準・指標の改定が行われた。 
 植林地の他の土地利用への転換を制限する指標を追加（指標 6.10.2 FP）。 
 転換によって、炭素蓄積量が著しく高い地域に負の影響を与えないという要件を追加（基準

6.10）。 
 油の流出による被害を最小限にするための緊急手順に関する要求事項を詳述（基準 6.7 及び

指標 6.7.1）。 
 天然林と植林の両方において、肥料の使用を最小限に抑えるという要求事項を策定（指標

6.5.6）。 
 PEFC の要求事項を完全に満たすために、「保全、経済、社会的利益」（基準 6.10、指標 6.10.1） 

や「サイトの条件によく適応した在来種」（指標 6.3.1、基準 6.9 FP）、「選択した種が生態系
や在来種・地域産品の遺伝的整合性に与える影響は、科学的に評価されなければならない」
（指標 6.9.3 FP）といった特定の語句や表現を追加。 

 
 
表 ４-１.3 地域別のMTCS認証林 

 MTCS/PEFC FSC 
認証数 認証面積（ha） 認証数 認証面積（ha） 

半島マレーシア 7 4,053,956 1 10,000 
サバ 3 152,815 3 46,057 
サラワク 11 1,006,325 0 0 
合計 21 5,213,096 4 56,057 
出典：https://mtcc.com.my/certified-forests/ （2021年 3月 1日アクセス） 
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４-２ マレーシア（サバ州） 
４-２-１ 概要 
サバ州は、ボルネオ島にあるマレーシアの州で、サラワク州の北に位置する。州の面積は 736 万 ha、
2010 年時点の森林面積は 464 万 ha1で、州面積の 63%にあたる。 
 
サバ州の森林植生は表 4-2.1 の 4 つの土地カテゴリーに存在する。サバ林業局（Sabah Forestry 
Department: SFD）の管轄する森林保全区（Forest Reserve）の面積は 2020 年時点で 357 万 ha であ
り、州の面積のほぼ半分を占め、主要な木材供給源である。森林保全区（Forest Reserve）は表 4-2.2
のように 7 つのカテゴリーに分けられて管理されている。2016 年〜2020 年の各カテゴリーの面積推
移を表 4-2.3 に示す。保護林（Protection Forest）面積は拡大され続け、2020 年の面積は 142 万 ha で、
州内の森林保全区面積の 40%を占めた。商業林（Commercial Forest）の面積は 166 万 ha（2020 年
時点）で、森林保全区面積の 46%を占めた。林業局は、州内の森林保全区を 27 の森林管理ユニット
（FMU）に分け、各 FMU に営林署を配置して森林を管理している。 
 
森林保全区以外では、国立公園等の保護地域、その他の州有地、譲渡地にも森林は存在し、後 2 者は
木材供給源となっている（表 4-2.10）。また森林植生以外の土地では、樹液採取のために植栽された
ゴムも老齢になると伐採され、木材として供給される。 
 
 
表 ４-２.1 サバ州の森林植生が存在する土地カテゴリー 
土地カテゴリー 内容 
森林保全区（Forest Reserve）  サバ林業局の管轄する森林  

 2020年時点で 357万 ha 
保護地域（Protected Area）  サバ国立公園局が管轄する国立公園、野生動物サンクチ

ュアリ等 
 27万 ha 

その他の州有地（State Land）   
譲渡地（Alienated land）  私有地 

 土地利用統計では「森林（forest）」ではないが、実際
には森林も存在し、伐採の対象になりうる 

  

1 https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/MYS/13 
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表 ４-２.2 サバ州の森林保全区（Forest Reserves）の区分 
森林区分 森林の種類 機能 
Class I 保護林 

Protection Forest 
流域の保護、土壌の安定、水の保全、その他の重要な気候・
環境要因の維持のために保全された森林。伐採は許可されて
いない。 

Class II 商業林 
Commercial Forest 

木材やその他の林産物を供給するために伐採に割り当てられ
た森林で、州の経済に貢献している。伐採は持続可能な森林
管理（SFM）の原則に基づいて行われている。 

Class III 地域林 
Domestic Forest 

この森林区分からの生産物（少量の木材等）は、地元コミュ
ニティのみが消費するものであり、商業的利用は推奨されて
いない。 

Class IV アメニティ林 
Amenity Forest 

森林は、主に地域住民に快適さとレクリエーションを提供す
るためのものである。レクリエーション施設は、これらの保
護区内の魅力的な場所、特に道端に設置されることが多い。
また、これらの地域のアメニティ価値を高めるために、外来
種の樹木が植えられることもある。 

Class V マングローブ林 
Mangrove Forest 

一般的な需要や多目的利用に対応するために、マングローブ
材やその他の林産物を供給するための森林。様々な種類があ
るが、ヤエヤマヒルギ属（Rhizophora spp.）が最も一般的に
伐採されている種で、製品は釣り用の杭から薪や木炭まで多
岐に渡る。これらの場所は、レクリエーションやエコツーリ
ズムの開発にも利用できる。 

Class VI バージンフォレスト 
Virgin Forest 

生物多様性や遺伝子の保存を含む林業研究を目的として、森
林がそのままの状態で保存されている森林。伐採は厳しく禁
止されている。 

Class VII 野生生物保護林 
Wildlife Reserve 

主に野生動物（スマトラサイ等）の保護、保全、研究のため
に保全されている森林。伐採は禁止されている。 

 
表 ４-２.3 森林保全区（Forest Reserves）のカテゴリー別面積推移 

森林区分 名称 面積（ha） 
2016 2017 2018 2019 2020 

Class I 保護林 1,353,677.7 1,386,614.6 1,386,614.6 1,386,995.3 1,421,717.3 
Class II 商業林 1,668,273.0 1,659,900.0 1,659,900.0 1,659,897.0 1,655,483.0 
Class III 地域林 4,673.0 4,656.0 4,656.0 4,656.0 4,634.0 
Class IV アメニティ林 11,386.5 11,386.5 11,386.5 11,388.5 11,402.8 
Class V マングローブ林 256,009.3 232,039.3 232,039.3 231,778.3 234,680.3 
Class VI バージンフォレ

スト 
107,013.9 106,911.6 106,911.6 107,047.9 107,047.9 

Class VII 野生生物保護林 139,241.0 139,241.0 139,241.0 139,502.9 139,502.9 
合計 3,540,274.4 3,540,748.9 3,540,748.9 3,541,265.7 3,574,468.0 
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４-２-２ 森林の伐採段階および木材の流通段階における法令等 
４-２-２-１ 関連政府機関 
サバ州においては、サバ州林業局（Sabah Forestry Department）が、木材産業の川上から川下まで監
督する主要な機関となっており、H28 年度報告書 2から変更はない。 
 
 
４-２-２-２ 法的枠組 
森林へのアクセス、伐採、輸送、加工、木材製品の取引に関する法的枠組みは、H28 年度報告書から
ほとんど変更されていないが、いくつかの政策、法律、規制が追加・改正された。 
 
2018 年サバ州森林政策 Sabah Forest Policy 2018 

2018 年 8 月 1 日、サバ州内閣により改訂版のサバ州林業政策が承認された。この文書は、英語版と
マレー語版があり、オンラインで入手できる 3。この文書は、1954 年森林政策（Forest Policy）に代
わるもので、全 55 ページあり、21 の政策目標を含む 7 つの政策推進項目が記載されている。全体的
なビジョンは、「持続可能な森林管理の実現」である。これによれば「サバ州は、環境保護、生物多
様性の保全、社会経済的福利のために、サバ州の土地の少なくとも 50％が持続可能な森林利用と樹
木被覆のために指定され、保護されることを約束する」。具体的な目標のひとつとして、2025 年まで
にサバ州の土地の少なくとも 30％を完全保護地域（Totally Protected Areas）として保全することを
掲げている。また、絶滅の危機に瀕している森林生態系を純減させないことも目標の一つである。 
 
2015 年森林（木材）法  Forest (Timber) Enactment 2015 

2015 年、サバ州立法議会は 2015 年森林（木材）法（2015 年サバ州法第 2 号）を承認した 4。この
法律は、「サバ州における木材産業に関連する活動の登録を規定し、それに関連する事項を規定する」
もので、2017 年 6 月 1 日に施行された。  
 
この法律では、輸出入のための木材製品のライセンス権限を連邦のマレーシア木材産業局（Malaysian 
Timber Industry Board: MTIB)からサバ州林業局に移すことを定めている。これは 2012 年に行われ
た連邦内閣の決定に従ったものである。 
 
サバ州林業局はまた、ワシントン条約に記載された木材（沈香（Aquilaria 属）とラミン（Gonystylus
属）を含む）に関するワシントン条約法の管理と施行のための管理機関の役割を担うことになった。
これらの種の栽培者は、サバ州林業局への登録が義務付けられている。 
 

2 平成 28 年度林野庁委託事業「クリーンウッド」利用推進事業のうち生産国情報収集事業報告書<https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/kunibetu/mys/29report-mys.pdf> 

3 http://forest.sabah.gov.my/publications/sabah-forest-policy-2018.html 

4 https://sagc.sabah.gov.my/?q=en/content/forest-timber-enactment-2015 
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2017 年森林（木材）登録規則   Forest (Timber) (Registration) Regulation 2017 
2017 年森林（木材）（犯罪の複合化） Forest (Timber) (Compounding of Offences) 2017 
2017 年森林（木材）登録規則と 017 年森林（木材）（犯罪の複合化）は 2015 年森林（木材）法に基
づく補助的な規則である。これらの規則により、サバ州林業局による 2015 年森林（木材）法の実施
が可能となった。 
 
2017 年税関令（輸出禁止） Customs Order (Prohibition of Exports) 2017 
2017 年税関令（輸入禁止） Customs Order (Prohibition of Imports) 2017 
2017 年税関令（輸出禁止）と 2017 年税関令（輸入禁止）により、サバ州における木材の取引を規制
する当局として、マレーシア木材産業局（MTIB）に代わってサバ州林業局が規定された。 
 
 
４-２-２-３ 法規制の実施 
サバ州では 2018 年 5 月と 2020 年 9 月に行われた州議会選挙の結果、政権交代が 2 度おき、林業に
関する政策が大きく変化した。 
 
2018 年 5 月以前、州政府の与党は国民戦線（Barisan National）であったが、2018 年州議会選挙の
結果、それまで野党であったサバ伝統党（Parti Warisan Sabah または WARISAN）および希望連盟
（Pakatan Harapan）が政権を取った。2018/5/23 付けサバ州林業局主席森林保全官通達（Chief 
Conservator Circular）によって天然木丸太の輸出が禁止され、森林保全区（Forest Reserve）におけ
る Form I ライセンスのキャンセルが行われた。 
 
しかし 2020 年州議会選挙の結果、国民戦線やサバ統一党（Parti Bersatu Sabah: PBS）によるサバ人
民連合（Gabungan Rakyat Sabah: GRS）が政権を奪還した。2021/12/21 付けサバ州林業局主席森林
保全官通達が出されて、2018/5/23 付けサバ州林業局主席森林保全官通達は取り消され、2022 年 1
月から天然木丸太の輸出が再び認められた。ただし 2020 年州議会選挙の結果は僅差での勝利であり、
将来再び政権交代が生じ、林業政策が再度変更される可能性がある。 
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４-２-２-３-１ 商業的な木材生産が可能な土地カテゴリーとライセンス 
前述のようにサバ州内の森林は表 4-2.4 に示す 4 つの土地カテゴリーの中に存在する。このうち森林
保全区の商業林、森林保全区または保護地域以外の州有地、譲渡地において商業的な木材生産が可能
である。 
 
表 ４-２.4 森林のタイプ 

森林の種類 根拠となる法律 商業伐採の可否 
森林保全区
（Forest 
Reserve） 

 1968年森林法：Forest 
Enactment 1968 

 森林（森林保護区の構成と改正）
制定法：Forests (Constitution of 
Forest Reserves and 
Amendment) Enactment. 1984 

 商業林（Commercial Forest）の
み伐採可能 

 持続可能森林管理ライセンス協
定（SFMLA）に基づく商業伐
採、Form Iライセンス（※）に
よる商業伐採が可能 

保護地域
（Protected 
Area） 

 1984年サバ公園法：Sabah 
Parks Enactment 1984 

 1997年野生生物保護法：Wildlife 
Conservation Enactment 1997 

 商業伐採はできない 

その他州有地
（State Land）
内の森林 

 1956土地条例：Land Ordinance  Form Iライセンスによる商業伐
採が可能 

譲渡地
（Alienated 
land）内の森林 

 1956土地条例：Land Ordinance  Form IIBライセンスによる商業
伐採が可能。輸出は不可。 

※ただしWARISAN党政権期（2018-2020 年）には発行がキャンセルされていた。 
 
 
商業的な木材生産のためのライセンス 
サバ州における商業的な木材生産のためのライセンスは、持続可能森林管理ライセンス協定
（Sustainable Forest Management License Agreement: SFMLA）、Form I ライセンス、Form IIB ラ
イセンスの 3 種類である。 
 
持続可能森林管理ライセンス協定（SFMLA）は 99 年間の長期ライセンスであり、森林保全区（Forest 
Reserve）内にのみ発行される。SFMLA 所有事業者は森林管理計画（Forest Management Plan）を策
定し、サバ林業局の承認を得る必要がある。 
 
Form I ライセンスは短期の伐採ライセンスで、有効期間は対象地域によって 1 年から 5 年である。
従来、州有林地に加えて譲渡地（Alienated Land, ＝私有地）内の森林にも発行されていたが、
2021/12/21 付けサバ州林業局主席森林保全官通達によって政府関連機関（Government Linked 
Agencies）が管理する土地のみで許可されることになった。 
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Form IIB ライセンスは私有地に対して発行されるもので、森林をアブラヤシプランテーションやゴ
ムプランテーション、その他の短収穫作物のための農地転換の際に使用される。SFMLA や Form I 
ライセンスで生産された天然木丸太と異なり、Form IIB ライセンスを用いて生産された天然木丸太
は輸出が許可されていない。しかし合板など木材製品に加工されれば輸出可能である。 
 
 
４-２-２-３-2 サバ木材合法性保証システム（Sabah TLAS） 
サバ州ではサバ木材合法性保証システム(Sabah Timber Legality Assurance System: Sabah TLAS)が
導入されており、Sabah TLAS は以下の 6 つの基準（principle）を持つ。その内容は H28 年度報告書
で詳述されている。 
基準 1 伐採権（Right of Harvest） 
基準 2 林内作業（Forest Operation） 
基準 3 徴税（Statutory Charge） 
基準 4 他者の権利（Other User’s Right） 
基準 5 工場の操業（Mill Operations） 
基準 6 貿易と関税（Trade and Customs） 
 
Sabah TLAS は 2019 年に修正され、基準 1 と 4 で低インパクト伐採（Reduced Impact Logging: RIL）
の実施が要件に入れられた。また基準 6 に含まれるサラワク州からの輸入材の規制について、従来は
海上運送された木材のみを対象としていたが、陸路で運送されてくる木材まで対象が拡大された。 
 
また Sabah TLAS スキームの実施に関連して、いくつかの新しい手続き方法が導入された。これらの
手続きは、ePermit ウェブサイト（epermit.dagangnet.com.my）に基づくオンライン申請システムに
よって合理化され、促進されている。このウェブベースのサービスでは、一般市民がサバ州林業局を
含む複数の政府機関に許可証を申請することができる。承認された許可証は税関情報システム
（Sistem Maklumat Kastam）に送られ、税関申告書との照合が行われる。 
 
サバ林業局は Sabah TLAS の監査のため独立監査機関：Global Forestry Services 社と契約をしてお
り、全ての持続可能森林管理ライセンス協定（SFMLA）事業者、木材加工事業者、輸出事業者の Sabah 
TLAS の遵守状況に関する第三者監査を行っている。第三者監査用のチェックリストも、森林管理事
業者用（基準 1〜4）と流通・加工事業者用（基準 5 と 6）の 2 種類がサバ林業局から発効されてい
る。第三者監査に合格した事業者にはサバ林業局から認証が発行される（付属資料１）。認証の有効
期間は 1 年間である。なおこの Sabah TLAS の証明書は事業者のシステムに対する証明であり、個
別の商品に対するものではないことに注意が必要である。 
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Form I、Form IIB ライセンス事業者はこの第三者監査を受けることが義務化されていないが、Form 
I、Form IIB ライセンス事業者から丸太を調達する木材加工事業者はその合法性確認を Sabah TLAS
に基づいて適切に行ったか、第三者監査で問われる。 
 
また Sabah TLAS の制度は 2016 年 8 月、ビューローベリタス（Bureau Veritas）社による ISO 
9001:2018 認証を受けている。 
 
４-２-２-３-２ 輸入許可証（SILC）、輸出許可証（SELC） 
前述のように、2015 年森林（木材）法により、従来マレーシア木材産業局（MTIB）によって行われ
ていた木材・木材製品の輸出入許可はサバ林業局によって行われることになった。輸入許可証（Sabah 
Import Licence: SILC）、輸出許可証（Sabah Export Licence: SELC）は従来通り税関申告書（Custom 
Declaration Form）（それぞれ K1、K2 フォーム）の裏への記載によってなされる。その取得のため
に必要なプロセスは H28 年度報告書の記載から変更はないが、輸入許可証、輸出許可証の控えのサ
ンプルを取得したので付属資料 2、3 に示す。 
 
 
４-２-２-３-３ 丸太輸出 
2018/5/23 付けサバ州林業局主席森林保全官通達（Chief Conservator Circular）に基づき、2018 年
から 2022 年まで、サバ州政府は丸太の輸出許可を一切承認していなかった。その目的は国内の製造
工場がより多くの木材供給を受けられるようにするためであった。 
 
しかし 2021/12/21 付け主席森林保全官通達により、2022 年 1 月 3 日から丸太輸出の許可が再開さ
れた。輸出の要件は以下のとおりである。なお丸太出荷許可証（Log Shipment Clearance: LSC）の
サンプルは付属資料 4 に示す。 
 
天然林丸太 
 SFMLA ライセンスで生産された丸太、または政府関連機関が関与する土地から Form I ライセ

ンスで生産された丸太の輸出が認められる。Form IIB ライセンスを用いて生産された丸太の輸
出はこれまで通り許可されていない。 

 生産された丸太のうち 20％について輸出することができる。 
 輸出する貨物船は、サバ財団（Sabah Foundation）が指定する Innoprise Capital 社を通じて、天

然資源局（Natural Resources Office）に承認され、登録を受けなければならない 
 丸太出荷許可証（Log Shipment Clearance: LSC）と輸出許可証（SELC）が必要。 
 輸出が認められるのは Sandakan 港、Tawau 港のみ。 
なおこの通達では樹種ついては特に制限がついていない。インドネシアで規制対象となっていたボ
ルネオテツボク（Belian: Eusideroxylon zwageri）丸太の輸出も認められている。 
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植林木丸太 
 私有地からの植林木は制限なく輸出許可。 
 森林保全区（Forest Reserve）からの植林木は、まず州内事業者に優先的に供給されることを条

件に許可。 
 貨物船の登録、丸太出荷許可証（LSC）の取得は必要ない。 
 輸出が認められるのは、Sandakan、Tawau、Kota Marudu、Sipitang の 4 港のみ。 
 
①天然木丸太輸出用の貨物船登録、②丸太出荷許可証（LSC）と③輸出許可証（SELC）発行のプロ
セスは以下に示す（2021/12/21 付け主席森林保全官通達の添付ファイル 3 より作成）。 
 
① 天然木丸太輸出用の貨物船登録のプロセス 
(a) サバ財団（Sabah Foundation）は申請書を準備 
(b) 州首席大臣府自然資源局（Natural Resources Office, Chief Minister’s Department: SUHB）は申

請書を審査し、登録許可証を発行。サバ林業局、関税への写しも発行 
(c) サバ林業局林産業貿易部（Forest Inmdustry and Trade Division：FIT）は登録許可証を受けとり、

Innoprise Capital 社に登録料を確定するためのレターを発行 
(d) Innoprise Capital 社は事業者からの登録料を林業局に納付 
(e) サバ林業局財務部（Finance Division：KEW）は登録料を受け取る 
(f) サバ林業局林産業貿易部は領収書を発行。州首席大臣府自然資源局と税関への写しも発行。 
 
② 丸太出荷許可証（Log Shipment Clearance: LSC）発行のプロセス 
(a) 申請者は丸太出荷許可証を申請。申請のために必要な書類は以下の通り。 

 輸出事業者からの申請書 
 州首席大臣府自然資源局（SUHB）からの船舶許可 
 地元の 2 社からの提示価格 
 地方林業官（District Forestry Officer）からの割当量許可 
 売買契約書 
 測定手順（Scaling Order） 
 ローヤリティ支払い証明書 
 輸出調整報告 
 サバ林業局地方事務所(District Office)からの輸出許可（Export Declaration） 

(b) サバ財団は申請書を審査し、サバ林業局に送付。 
(c) サバ林業局財務部は申請書を審査し、丸太出荷許可証（LSC）を発行する。申請のために必要な

書類は以下の通り。承認した申請書はサバ財団及び関連する林業局地方事務所に送られる 
 LSC 申請書 
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 州首席大臣府自然資源局からの船舶許可 
 地元の 2 社からの提示価格 
 地方林業官からの割当量許可 
 売買契約書 
 測定手順 
 輸出調整報告 
 サバ林業局地方事務所らの輸出許可 

(d) サバ財団は申請者に通知、申請者は LSC 許可証を得る 
 
③ 輸出許可証（SELC）発行のプロセス 
(a) 申請者は以下の書類を準備し、サバ林業局に申請 

 森林産物販売（JHP）フォーム 1&2 
 販売契約 
 税関申告書（Custom Declaration Form）（K2） 
 LSC 許可証 
 関税支払い領収書 

(b) 林業局地方事務所の林業・貿易部門（Forest Industry and Trade Division）の責任者が書類を確
認 

(c) 林業局地方事務所は現地確認、報告書作成 
(d) サバ輸出ライセンス担当官（SELC Officer）は、情報を林産物販売システム（Forest Produce Sales 

System: SJHP）、サバ輸出ライセンスシステム（SELC System）に入力 
(e) 林業局地方事務所は輸出を承認し、サインする。 
(f) 申請者は輸出許可書類（森林産物販売（JHP）フォーム 1&2 と税関申告書（K2））を受けとる 
(g) 申請者は植物検疫証明書を取得し、K2 書類を税関に提出 
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４-２-３ 森林認証 
サバ州林業局は、森林管理者が独立した第三者機関による森林管理認証を取得することを奨励する
方針、2025 年までに州内の全ての森林が認証を受けるという目標を維持している。現在、州内には
6 ヶ所、合計 20 万 ha の認証林がある（表 4-2.5）。 
 
サバ林業局は従来、直接管理している多くの森林管理ユニットで FSC 認証を取得していた（H28 年
度報告書では９ヶ所合計 59 万 ha）が、2022 年現在、これらの認証は一時停止されている。この停
止の原因は、一部の FMU が FSC の原則と基準では認められない 1994 年以降に自然林を転換して造
成された植林地を含んでいたこと、木材生産をしていない保護林も認証を受けていたことなどであ
る。サバ林業局は再び認証取得をすることを目指しており、FSC との対話を続けている。また木材生
産に関与していない FMU については、ユネスコのランドスケープ・ラベル・アプローチなど別の認
証を取得することを目指している。 
 
一方、サバ州林業局の直接管理下にない森林管理ユニットの FSC 認証は維持されている（表 4-2.6）。
また、サバ州では 7 事業者が FSC CoC 認証を受けている 5。 
 
 
表 ４-２.5 サバ州の認証林 

森林認証の種類 認証数 認証面積（ha） 
FSC 3 46,057 
PEFC/MTCS 3 152,815 
合計 21 198,872 
出典: https://mtcc.com.my/certified-forests/ （2022年 3月 1日アクセス） 
 
表 ４-２.6 サバ州の FSC森林管理認証取得事業者 

事業者名 発行日 有効期限 面積(ha) 
Acacia Forest Industries Sdn Bhd 20-06-2016 19-06-2022 17,334 
Sabah Softwoods Bhd 30-10-2017 29-10-2022 22,247 
Gerak Saga Sdn Bhd 31-05-2021 30-05-2026 6,476 
出典：Forest Stewardship Council https://info.fsc.org/certificate.php#result 
 
  

5 https://info.fsc.org/certificate.php#result 
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４-２-４ リスク情報 
４-２-４-１ 概要 
サバ州林業局は、毎年の年次報告で摘発した違法伐採の数やその内訳を報告している 6。2020 年年次
報告書によれば、2016 年〜2020 年の間、年間 122〜233 件の事件が報告され、2020 年は 180 件で
あった。このうち 2020 年年次報告書で違反行為として確定していたのは 78 件であったが、その内
訳は、ライセンス条件違反 33 件（42％）、違法所持 21 件（27％）、州有地での違法伐採 15 件（19％）、
森林保全区での違法伐採 9 件（12％）であった。森林保全区内での違法耕作や違法な入林、ロイヤリ
ティ脱税の犯罪はなかった。 
 
一方、社会的企業である NEPCon（現在の Prefered by Nature）は、サバ州産材の合法性に関するリ
スクの評価報告書を 2017 年に発表している 7。その報告書では伐採に関する法的権利、伐採活動、
税金と手数料、 第三者の権利、取引と輸送に関して合法性リスクがあると報告しているが、特に主
要なものは、事業者に伐採ライセンスが与えられた森林保全区や州有地の中に地域コミュニティが
存在し、土地を巡る紛争が少なくないことである。 
 
４-２-４-２ 先住民族の権利 
上述のようにサバ州では、森林保全区（Forest Reserve）内の土地をめぐる紛争が存在する。2017 年、
サバ州林業局は、商業林である Sungai Pinangah 森林保全区内にある Kampung Bobotong 村の住民
の住居 16 軒を不法占拠であるとして取り壊した。マレーシア人権委員会の予備報告書によると、村
人の一部は 1984 年時点でこの土地の権利を申請していた（ただし受理はされていなかった）8。 
 

４-２-４-３ 労働者の権利 
木材産業の労働者の権利に関する紛争も存在する。2003 年、州内の木材労働者はサバ木材産業従業
員組合（STIEU）9を結成し、公式認定の申請を行った。STIEU は BWI（Building and Wood Workers' 
International）に加盟し、木材産業労働者の賃金と労働条件の改善を求めて労働協約を交渉している。
会社経営陣は組合の承認を阻止しようとしたが、2017 年 10 月、STIEU は連邦裁判所での訴訟に勝
利した。 

 

6 http://www.forest.sabah.gov.my/publications/annual-reports.html 

7 https://preferredbynature.org/sites/default/files/library/2017-11/NEPCon-TIMBER-Malaysia-Sarawak-Risk-Assessment-EN-V1.2.pdf 

8 Chan, J. (2017). ‘In bitter land dispute with state, Suhakam finding offers hope to Tongod settlers’. Malay Mail (Malaysia). <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2017/03/24/in-bitter-land-dispute-with-

state-suhakam-finding-offers-hope-to-tongod-set/1342299>. 

9https://www.facebook.com/stieus70/ 
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４-２-５ 木材・木材製品の生産と取引に関する状況 
４-２-５-１ 国内生産 
サバ州では 2016 年〜2020 年の間に木材・木材製品の生産と取引が全体的に減少した。丸太の生産
量は天然林と人工林の両方で減少し、木材の輸入量が少ないこともあり、木材製品の製造量も減少し
た。また新型コロナウイルス（COVID-19）パンデミックの対策として発動された移動規制令（MCO）
も木材・木材製品の生産に大きな影響を与えた。 
 
４-２-５-１-１ 丸太生産 
前述のように、サバ州では持続可能森林管理ライセンス協定（Sustainable Forest Management License 
Agreement: SFMLA）に基づく伐採、Form I ライセンスに基づく伐採、Form IIB ライセンスに基づ
く伐採が可能だが、伐採面積、丸太生産量ともに SFMLA に基づく伐採が最も多い。州政府は 2018
年 5 月 28 日より丸太輸出禁止令を再導入したが、これは天然林と植林地の両方での丸太生産に影響
を与えた。 
 
2020 年、SFD は 49 区画（Coupe）、24,414 ha に対して持続可能な森林管理ライセンス協定（SFMLA）
に基づく伐採許可証を発行した。前年は 13 区画 7,037 ha だったので、それに比べれば増加している
（表 4-2.7）。 2016〜2020 年の間に、産業植林(Industrial Tree Plantaition)での伐採許可区画数は増
加（19→37）し、天然林管理（Natural Forest Managment）での伐採許可区画数は減少（24→8）し
た。また天然林管理での伐採は低インパクト伐採（Reduced Impact Logging）と伐採後の育林作業
(Silviculture tending)を行う事業者のみに発行されるようになった。 
 
Form I ライセンスの発行数は年ごとに変動し、2016 年〜2020 年では、年間 2〜5 件、1,694 ha〜
21,873 ha に対して発行された（表 4-2.8）。 
 
Form IIB ライセンスは、2016 年〜2019 年には、年間 118〜220 件、10,625ha〜35,139 ha に対して
発行された。新型コロナ（COVID-19）のパンデミックに伴い、2020 年の発行数は 35 件と少なかっ
た。対象面積は不明だが、22,167.23 m3 相当の 18,833 本の丸太が生産された 10。 
 
丸太生産量は 2016 年〜2020 年の期間、減少を続けてきた。2017 年以降の木材生産量の減少の要因
の一つは、植林木の最大の生産者であった Sabah Forest Industries 社の長期にわたるレイオフによる
活動停止であった。2020 年の丸太生産量は 680,800 m³で、SFMLA に基づく伐採によるものが 78%、
Form 1 ライセンスによるものが 16%、Form IIB ライセンスによるものが 6%であった（表 4-2.9）。
土地の区分別では、森林保全区（Forest Reserve）からの生産量は 78%（表 4-2.10）で、SFMLA に

10 http://www.forest.sabah.gov.my/docs/ar/SFD.AR2020.pdf 
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基づく伐採による生産量とほぼ一致した。その他州有地からの生産量は 1%、その他・譲渡地
（Alienated Land）（＝私有地等）からの生産量は 21%を占めた。 
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表 ４-２.7 持続可能森林管理ライセンス協定（SFMLA）に基づく伐採が許可された区画（Coupe）数、面積（ha） 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Coupe 面積 Coupe 面積 Coupe 面積 Coupe 面積 Coupe 面積 

天
然
林 

天然管理林（NFM） 12 7,882 10 2,521       
低インパクト伐採 
(RIL)による NFM 

12 9,009 16 4,301 5 2,608     

NFM/RIL+育林作業
(Silviculture tending) 

    11 4,602 8 4,032 8 NA 

人
工
林 

産業用植林（ITP） 19 17,005 26 121,662 20 27,412 3 2,349 37 NA 
ITP/RIL & 育林作業     7 1,648     

モザイク（Mosaic） 10 3,815 1 1,330       
ヘリコプター伐採     2 996     
試験区（森林保全）     1 108     
アグロフォレストリー（アブ
ラヤシプランテーション等） 

3 3,292 1 5,179 2 2,292 2 656 4 NA 

総計 56 41,002 55 134,995 48 39,665 13 7,037 49 24,414 
出典：サバ州林業局年次報告書（2016年～2020年） 
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表 ４-２.8 Form 1および From IIBライセンスの発行数と面積（ha） 
 2016 2017 2018 2019 2020 

数 面積 数 面積 数 面積 数 面積 数 面積 
Form 1 5 21,873 2 1,694 5 9,590 3 4,337 4 3,767 
Form IIB 150 17,492 118 35,139 180 11,620 220 10,624 35 NA 
出典：サバ州林業局年次報告書（2016年～2020年） 
 
 
表 ４-２.9 ライセンスの種類別丸太生産量（m3） 
ライセンスの種類 2016 2017 2018 2019 2020 

SFMLA 1,212,826 2,083,435 1,041,395 757,505 530,502 
From I 611,998 403,268 219,238 96,098 110,146 
Form IIB 258,609 172,355 202,732. 221,318 40,151 
合計 2,083,435 1,546,509 1,463,365,38 1,074,922 680,800 
出典：サバ州林業局年次報告書（2016年～2020年） 
 
 
表 ４-２.10 土地のカテゴリー別原木生産量（m3） 

土地のカテゴリー 2016 2017 2018 2019 2020 
森林保全区（Forest Reserve） 1,305,129 972,779 990,650 752,731 529,226 
州有地 95,592 160,284 146,997 81,591 6,591 
その他・譲渡地 
（Alienated Lands） 

685,714 413,447 325,719 240,601 144,983 

合計 2,086,435 1,546,509 1,463,365. 1,074,922 680,800 
出典：サバ州林業局年次報告書（2016年～2020年） 
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４-２-５-１-２ 木材製品生産 
2016 年〜2020 年のサバ州内の工場からの各種木材製品の生産量を表 4-2.11 に示す。生産量が最
大の製品は合板、次いで製材品であった。木材製品の生産量は全般的に減少傾向にあった。 
 
表 ４-２.11 主な木材製品の生産量（m³) 
 2016 2017 2018 2019 2020 
製材品 241,869 193,691 219,353 238,671 156,262 
単板 119,036 94,455 106,480 59,082 31,366 
合板 607,438 496,665 471,238 423,980 277,434 
ブロックボード 27,548 27,505 22,861 18,169 7,619 
ラミネートボード 14,928 13,186 7,493 3,219 919 
LVL - 1,792 2,416 2,529 1,670 
モールディング 47,067 43,176 33,391 27,706 16,521 
木質チップ 98,817 110,601 59,571 68,263 59,854 
処理材（Treated Timber） 39,958 40,770 47,614 35,995 23,355 
人工乾燥材（Kiln Dried Timber） 142,222 121,418 109,924 100,576 68,510 
ブリケット、カーボンロッド、お
がくずの木炭 

5,987 5,944 4,540 4,668 3,677 

木質ペレット 4,499 8,621 11,888 6,877 5636 
出典：サバ州林業局年次報告書 
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４-２-５-１-３ 製造事業者数 
2016 年〜2020 年のサバ州のライセンス工場数は表 4-2.12 に示す。この間製材工場は大きく減少
（140→99）したが、木質ボード類製造工場の減少（45→40）は少なかった。 
 
表 ４-２.12 ライセンスを受けた工場数 

製品の種類 2016 2017 2018 2019 2020 
製材品 140 127 120 117 99 
木質ボード類※ 45 42 43 44 40 
モールディング 106 100 94 92 85 
パーティクルボード 1 1 1 1 1 
パルプ＆紙 1 1 1 1 1 
木質チップ 9 9 12 9 9 
処理材（Treated Timber） 25 27 28 28 27 
人工乾燥材（Kiln Dried 
Timber） 

53 54 53 49 48 

MDF 1 1 1 1 1 
ブリケット、カーボンロッ
ド、おがくずの木炭 

3 3 3 4 4 

竹製家具 1 1 1 1 0 
木質ペレット 5 6 9 5 4 
圧縮木材（Densified Wood） - - 1 1 1 
※：単板、合板、ポリプライ、ブロックボード、ラミネートボード 、LVL 
出典：サバ州林業局年次報告書 
 
 
４-２-５-１-３ 雇用者数 
様々な木材産業に従事する人の数を表 4-2.13 に示す。データはマレーシア国民と外国人の従業員
に分けられている。工場数の減少傾向と同様、木材産業の事業者数も 2016〜2020 年の間に大き
く減少した。 
 
ほとんどの木材産業では、マレーシア国民と外国人の雇用比率がほぼ同じか、マレーシア国民の
方が多く雇用されている。例えば、製材所では、マレーシア国民と外国人の雇用者数はほぼ同じ
で、マレーシア国民の雇用者数は 832 人、外国人の雇用者数は 813 人であった。しかし木質ボー
ド類（ベニヤ、プライウッド、ポリプライ、ブロックボード、ラミネートボード）製造工場では、
外国人が多く働いている。2020 年には、マレーシア国民が 1,330 人であるのに対し、外国人は
3,299 人であった。一方、パルプ・製紙工場ではほとんどマレーシア国民のみが雇用されている。
2020 年に製紙工場で雇用されたマレーシア国民は 594 人であったが、同年に雇用された外国人は
1 人だけであった。 
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表 ４-２.13 サバ州の木材産業の雇用者数（2016年～2020年） 
工場の種類 2016 2017 2018 2019 2020 

国民 外国人 国民 外国人 国民 外国人 国民 外国人 国民 外国人 
製材 1629 1449 1556 1487 1331 1190 1268 1234 832 813 
木質ボード類※ 2981 7066 2503 5285 2442 4935 2105 4347 1330 3299 
モールディング 1441 1033 1065 878 1346 1112 896 743 754 472 
パーティクルボード 22 0 20 0 0 0 0 0 0 0 
パルプ＆紙 821 25 843 26 631 1 615 1 594 1 
木質チップ 81 12 103 11 73 10 44 11 89 22 
処理材（Treated Timber） 482 487 473 471 629 560 318 408 25 20 
人工乾燥材（Kiln Dried 
Timber） 

775 1965 674 1471 1075 1673 653 1332 105 179 

ブリケット、カーボンロッド、お
がくずの木炭 

51 5 66 4 104 20 188 21 31 34 

木質ペレット 0 0 65 7 83 41 40 33 14 10 
圧縮木材（Densified Wood） 73 4 0 0 14 13 12 14 0 0 
合計 8355 12046 7368 9640 7728 9555 6139 8144 3774 4850 
※：単板、合板、ポリプライ、ブロックボード、ラミネートボード、LVL 
出典：サバ州林業局年次報告書 
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４-２-５-２ 木材貿易 
４-２-５-２-１ 輸入 
2016 年〜2020 年のサバ州への丸太や木材製品の輸入量の推移を表 4-2.14 に示す。製材品、単板
の輸入量は減少し、丸太、合板の輸入量は増加した。2017 年と 2020 年にはサバ州に丸太は輸入
されていない。またモールディング、パーティクルボード、繊維板のサバ州への輸入は全くなか
った。 
 
表 ４-２.14 主要な木材製品の輸入量 (m³) 

製品 2016 2017 2018 2019 2020 
丸太  3,207  0  6,916 7,656  0 
製材  23,803  18,070  12,554  16,567 10,886 
合板  12,704 9,744   10,332  13,065 16,691 
単板  55,911 50,973  32,722  41,781 17,168 
モールディング 0  0 0  0 0 
パーティクルボード 0  0 0  0 0 
繊維板 0  0 0  0 0 
出典：サバ州林業局年次報告書（2016年～2020年）  
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４-２-５-２-２ 輸出 
サバ州からの主要な輸出木材・木材製品は合板、丸太、製材品である（表 4-2.15）。合板は 2016 年〜2020 年の期間一貫して輸出額が最も大きい木材製
品であった。天然林からの丸太は、2018 年の途中から 2021 年まで輸出が禁止されていた。2016 年以降、木材、木材製品の輸出量は減少が続いている。 
 
表 ４-２.15 木材・木材製品の輸出量、FOB価格（RM）  

製品 2016 2017 2018 2019 2020 
量 価格 量 価格 量 価格 量 価格 量 価格 

丸太（m3） 328,367 193,199 295,313 175,040 130,413 74,259 0 0 0 0 
植林木丸太（m3） 67,353 29,127 57,915 28,785 71,587 24,044 55,734 17,060 25,344 7,311 
製材品（m3） 190,089 359,540 172,260 353,436 153,963 296,710 118,817 248,001 68,180 149,247 
ベニヤ（m3） 66,982 118,536 61,043 100,877 63,420 101,596 34,267 53,139 21,180 30,107 
合板（m3） 563,456 1,017,304 524,761 946,574 459,336 976,318 361,107 714,263 277,245 500,638 
モールディング（m3） 7,327 34,938 8,091 40,853 4,249 15,299 1,767 11,287 712 3,522 
紙（m/t) 26,544 75,819 9,238 27,400 0 0 0 0 0 0 
ブロックボード（m3） 30,283 71,659 24,167 57,088 23,367 54,926 17,354 46,191 7,915 21,787 
ラミネートボード（m3） 7,559 10,984 6,304 11,802 4,569 9,851 3,223 8,791 1,838 5,046 
チップ（m3） 62,178 29,925 31,674 15,010 7,724 2,145 29,411 14,214 23,489 10,359 
パーティクルボード（m3） 12,580 10,391 1,244 778 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
フィンガージョイント（m3） 7,279 19,385 8,875 25,038 8,728 24,463 8,821 26,305 8,077 25,843 
出典：サバ州林業局年次報告書 
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サバ州の木材・木材製品の主な輸出先を、表 4-2.16 に示す。日本は 2016 年〜2020 年の期間で一貫してサバ州の最大の輸出先であり、2016 年には最
高の 4.16 億リンギットの輸出額であった。2019 年と 2020 年に日本に輸出された木材製品の輸出額の合計は、ラブアン連邦直轄地やマレーシア半島部
への国内貿易を含めた ASEAN 諸国の合計を上回り、2019 年は 21％、2020 年は 19％であった（表 4-2.17）。 
 
表 ４-２.16 木材・木材製品の主要輸出先別輸出額（FOB価格、RM '000） 

輸出先 2016 2017 2018 2019 2020 
金額 順位 金額 順位 金額 順位 金額 順位 金額 順位 

日本 416,351 1 375,475 1 323,910 1 247,420 1 150,374 1 
マレーシア半島部 273,327 2 196,390 3 153,383 4 93,019 5 55,100 5 
韓国 207,055 3 216,815 2 178,614 3 145,475 3 114,326 2 
台湾 153,212 4 138,407 6 141,032 5 107,396 4 81,043 4 
米国 141,808 5 145,032 5 255,445 2 151,396 2 104,462 3 
中国 124,993 6 154,584 4 123,567 6 80,067 6 46,732 6 
フィリピン 119,423 7 84,532 7 45,887 9 29,243 10 17,665 9 
メキシコ 105,004 8 61,508 10 45,572 10 41,159 8 35,341 8 
タイ 86,186 9 84,370 8 86,963 7 75,207 7 40,281 7 
インド 65,166 10 65,967 9 46,866 8 26,857 11 10,532 13 
その他 342,905 

 
1,461,573 

 
238,752 

 
186,764 

 
126,703 

 

合計 2,035,429 
 

1,846,586 
 

1,639,993 
 

1,184,004 
 

782,561 
 

出典：サバ州林業局年次報告書 
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表 ４-２.17 木材・木材製品の国別輸出額割合（%） 

輸出先 総輸出額に占める割合 
2016 2017 2018 2019 2020 

ASEAN（サラワク州／ラブアン／マレーシア半島
部への国内貿易を含む) 

27.42 23.89 20.67 19.67 15.73 

日本 20.46 20.33 19.75 20.89 19.39 
中国 6.14 8.37 7.53 6.77 6.01 
欧州連合(EU) 2.82 2.42 3.46 3.23 1.71 
米国 6.97 7.85 15.58 12.79 13.48 
オーストラリア 0.77 0.72 0.62 0.66 0.69 
韓国 10.17 11.74 10.89 12.29 14.75 
その他 10.17 24.68 21.5 23.7 28.23 
出典：サバ州林業局年次報告書 
 
 
 
天然木丸太 
2018 年中途に輸出が禁止される前は、日本が最大の輸出先で、2017 年には 81,438m³が輸出され
ていた（表 4-2.18）。次いでインド（61,519m³）、中国（45,181m³）向けが多かった。なお中国へ
の輸出が減少したのは、米中貿易戦争の影響もあると指摘されている 11。 

 
 
表 ４-２.18 天然木丸太の上位輸出先輸出量（m³）、輸出額（FOB価格、RM '000） 

輸出先 2016 2017 2018 
量 金額 量 金額 量 金額 

日本 110,500.15 66,561 81,438.45 51,693 34,763.10 17,642 
インド 64,286.27 41,945 61,519.17 37,656 27,907.03 21,017 
中国 48,474.68 30,146 45,181.41 28,096 23,185.14 14,589 
フィリピン 44,676.71 21,455 42,658.22 21,256 14,730.30 6,669 
ベトナム 26,147.76 13,526 44,651.37 22,288 12,433.68 4,901 
その他 34,281.82 19,566 19,864.43 14,052 17,394.07 9,442 
合計 328,367.39 193,199 295,313.05 175,040 130,413.32 74,259 
注）2019年と 2020年には丸太輸出が禁止されていた 
出典：サバ州林業局年次報告書  

11 2018 年サバ州林業局年次報告書 p95 
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植林木丸太 
丸太生産量の減少に伴い、輸出量が減少した（表 4-2.19）。 2016 年から 2019 年の間、一貫してインドネシアが最大の輸出先であり、この期間に最も
多く輸出された 2018 年には 48,053m³が輸出された。新型コロナのパンデミック以降輸出量、輸出先は減少し、2019 年にはインドネシア、ベトナム、
国内ではサラワク州にのみ、2020 年にはサラワク州にのみ輸出された。 
 
 
表 ４-２.19 植林木丸太の輸出先上位輸出量（m³）、輸出額（FOB価格、RM '000） 

輸出先 2016 2017 2018 2019 2020 
量 金額 量 金額 量 金額 量 金額 量 金額 

インドネシア 33,900 13,775 28,815 11,867 48,053 13,664 35,898 10,667 - - 
ベトナム 29,858 12,416 21,717 10,231 14,487 6,988 4,791 1,954 - - 
インド 1,229 1,025 3,666 3,221 833 692 - - - - 
中国 1,126 736 3,423 3,183 4,662 2,112 - - - - 
バングラデシュ 450 238 - - - - - - - - 
台湾 - - 118 127 - - - - - - 
サラワク州 - - - - 2,620 202 15,044 4,439 25,343 7,311 
その他 788 936 177 156 933 386 - - - - 
合計 67,353 29,127 57,915 28,785 71,587 24,044 55,734 17,060 25,343 7,311 
出典：サバ州林業局年次報告書 
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製材品 
輸出は全体的に減少傾向にあった（表 4-2.20）。2016 年〜2020 年の期間中、中国が最大の輸出先で、2018 年には 55,930m³の最高輸出量を記録した。
台湾は一貫して 2 番目に高い輸出先であり、2016 年に 34,313m³の輸出量で最高を記録した。日本への輸出量は、2019 年が 7,066m³、2020 年が 5,157m³
と 3 番目に多く取引されていたが、2016 年の輸出量 14,010m³と比較すると減少している。 
 
 
表 ４-２.20 製材品の輸出先上位輸出量（m³）、輸出額（FOB価格、RM '000） 

輸出先 2016 2017 2018 2019 2020 
量 金額 量 金額 量 金額 量 金額 量 金額 

中国 48,633 79,540 55,806 98,821 55,930 85,239 44,044 65,589 21,634 35,755 
台湾 34,313 63,136 29,131 59,552 31,390 63,126 27,881 56,946 21,563 44,160 
タイ 25,751 30,087 18,530 26,165 13,132 20,082 5,916 12,370 - - 
フィリピン 18,318 29,555 12,066 20,217 8,63 9,192 - - - - 
日本 14,010 43,519 - - 10,251 29,193 7,066 23,421 5,157 15,801 
南アフリカ - - 12,914 23,643 - - - - 3,273 6,424 
インド  - - - - - - 4,644 7,199 - - 
韓国 - - - - - - - - 3,458 7,427 
その他 49,062 113,703 43,814 125,037 34,623 89,876 29,174 82,195 13,095 6,424 
合計 190,089 359,540 172,261 353,436 153,964 296,710 118,725 247,720 68,180 149,247 
出典：サバ州林業局年次報告書 
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単板 
2016 年〜2018 年は韓国が最大の輸出先であったが、2019 年〜2020 年は台湾であった（表 4-2.21）。日本への単板輸出は 2016 年から 2020 年にかけて
変動し、2018 年が最高（7,154m³）であった。 
 
 
表 ４-２.21 単板の輸出先上位輸出量（m³）、輸出額（FOB価格、RM '000） 

輸出先 2016 2017 2018 2019 2020 
量 金額 量 金額 量 金額 量 金額 量 金額 

韓国 30,956 47,774 19,738 29,651 21,785 32,186 7,451 10,475 5,679 8,073 
台湾 21,975 37,557 15,086 27,665 14,631 25,834 10,907 17,404 7,471 12,513 
日本 6,491 21,005 3,982 17,444 7,154 20,797 4,279 13,369 1,575 4,604 
フィリピン 2,655 3,210 8,521 10,019 9,772 11,917 7,286 9,112 2,633 2,667 
中国 2,522 3,703 12,700 13,367 9,592 9,512 3,898 2,018 3,636 1,869 
その他 2,383 5,286 1,016 2,732 486 1,350 561 1,331 184 382 
合計 66,983 118,536 61,043 100,878 63,420 101,596 34,383 53,710 21,180 30,107 
出典：サバ州林業局年次報告書 
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合板 
2016 年から 2020 年にかけて、輸出量が全般的に減少した（表 4-2.22）。最大の輸出先はマレー半島部（2016 年）、日本（2017 年）、米国（2018-2019
年）、韓国（2020 年）と年によって異なった。日本への合板の輸出量は、2016 年から 2020 年にかけて大きく変動し 2020 年の輸出量は 39,311m³であ
った。  
 
 
表 ４-２.22 合板の輸出先上位輸出量（m³）、輸出額（FOB価格、RM '000） 

輸出先 2016 2017 2018 2019 2020 
量 金額 量 金額 量 金額 量 金額 量 金額 

マレー半島部 110,905 196,962 92,180 167,340 69,667 147,691 46,677 87,731 30,660 52,584 
日本 83,846 160,445 96,061 173,524 76,302 147,238 63,730 134,476 39,311 80,455 
韓国 83,824 132,358 95,554 156,523 65,618 122,449 66,167 117,140 55,441 92,708 
米国 62,257 137,189 62,925 140,709 93,784 249,338 67,378 145,216 53,750 103,555 
メキシコ 56,722 105,004 - - - - - - - - 
タイ - - 36,006 57,717 34,992 66,809 32,298 62,598 20,416 34,705 
その他 165,902 285,347 142,034 250,761 118,973 242,792 84,858 167,103 77,667 136,630 
合計 563,456 1,017,305 524,761 946,574 459,336 976,318 361,107 714,263 277,245 500,638 
出典：サバ州林業局年次報告書 
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４-２-６ 付属資料 
付属資料１ サバ州木材合法性システム（Sabah TLAS）認証 

 
事業者の Sabah TLAS の要求事項の遵守を、第三者監査（Global Forestry Service 社）の評価に基
づいてサバ州林業局長が認証した証明書。すべての持続可能森林管理ライセンス協定（SFMLA）
事業者、木材加工事業者、輸出事業者はこの認証を取得することが義務化されている。 
なお個別の木材・木材製品に対する合法性証明ではないことに注意 
 
 
 
  

認証事業者名、
住所 

伐採ライセンス、
木材加工工場 

第三者監査機関
の名称、監査報
告番号 
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付属資料２ 輸入許可証（Sabah Import Licence: SILC）の控え 

インドネシアからサバ州に輸入されたブロックボードに対する輸入許可証 
輸入許可証はサバ林業局が発行し、税関申告書（Custom Declaration Form）（K1 フォーム）の裏
への記載によってなされるが、これは記載内容の詳細を示す控えである。 
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付属資料３ 輸出許可証（Sabah Export Licence: SELC）の控え 

サバ州から日本向けの合板に対する輸出許可証 
輸出許可証はサバ林業局が発行し、税関申告書（Custom Declaration Form）（K2 フォーム）の裏
への記載によってなされるが、これは記載内容の詳細を示す控えである。 
  

輸出許可番号 

製品の種類 

輸出日 

輸出先 

輸出事業者 

量 
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付属資料４ 丸太出荷許可証（Log Shipment Clearance: LSC） 

サバ州から日本向けの丸太に対する丸太出荷許可証 
丸太出荷許可証はサバ林業局が発行し、天然木丸太輸出の際に、輸出許可証（SELC）とともに必
要 

輸出先 

輸入事業者名 
輸出事業者名 

量 

有効期限 
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４-３ マレーシア（サラワク州） 
４-３-１ 概要 
サラワク州は、ボルネオ島の北西部から北中部に位置する。サラワク州の総面積は 1,240 万 ha で、
2018 年に撮影された衛星画像によると、州の陸地の約 72％にあたる 897 万 ha が森林植生に覆わ
れている 1。森林は主に丘陵林（hill forest）、湿地林（swamp forest）、マングローブ（mangrove）
に大別される。 
 
サラワク州の森林植生は、完全保護地域（Totally Protected Areas）、永久森林区（Permanent Forest 
Estates: PFE）、州有地（Stateland）、譲渡地（Alienated land）の 4 つの土地利用ゾーニングカテ
ゴリーの中に存在する（表 4-3.1、図 4-3.1）。2015 年から 2018 年の間、完全保護地域の面積は 49
万 ha から 80 万 ha へと 65%増加し、永久森林区の面積は 432 万 ha から 421 万 ha へと 2.6%減
少した。 
 
土地利用ゾーニングカテゴリー別の森林面積は完全保護地域 74 万 ha（8%）、永久森林区 398 万
ha（44%）、州有地 325 万 ha（36%）、譲渡地 100 万 ha（11%）であり（表 4-3.2）、永久森林区
とともに州有地内の森林面積が広く、また木材の主要な供給源となっている。 
 
 
表 ４-３.1 サラワク州の森林植生が存在する土地カテゴリー 
完全保護地域（Totally 
Protected Areas: TPA） 

 国立公園（National Parks）、野生生物保護区（Wildlife 
Sanctuaries）、自然保護区（Nature Reserves）で構成 

 生物多様性の保護のために指定されており、これらの森
林からの木材生産は禁止されている。 

永久森林区（Permanent 
Forest Estates: PFE） 

 保護林（Protected Forests）、保安林（Forest 
Reserves）、共同体林（Communal Forests）で構成 

 木材生産のために指定されている。 
州有地（Stateland）  農業、居住地、都市部、その他の土地利用の転換に利用

することができる。 
 先住民慣習的権利（NCR）の土地を含む。 

譲渡地（Alienated land）  開発のために民間に譲渡された土地 
 
  

1 https://forestry.sarawak.gov.my/page-0-461-1170-FACTS-FIGURES.html 
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表 ４-３.2 土地利用ゾーニングカテゴリー別面積（ha） 

土地利用 
森林 

非森林
Non-forest 

合計 丘陵林
Hill 

湿地林
Swamp 

マングローブ
Mangrove 

合計 

完全保護地域 641,955 86,182 12,950 741,087 61,955 803,042 
永久森林区  3,913,820 55,139 11,084 3,980,043 229,010 4,209,053 
州有地 3,017,845 185,450 47,552 3,250,847 1,364,574 4,615,421 
譲渡地 887,417 104,196 7,151 998,764 1,755,399 2,754,163 
合計 7,573,620 326,771 78,737 8,970,741 3,410,928 12,381,679 
出典：2018年サラワク森林局年次報告書 
 
 
図 4－3. 1 サラワク州の土地カテゴリー地図 

オレンジ：完全保護地域（TPA）、緑：永久森林区（PFE）、薄緑：州有地、灰色：譲渡地 
出典：サラワク森林局 
 
 
サラワク州では、天然林からの木材生産を補うために、人工林の重要性が高まっている。これに
より、地元の製材所や輸出市場への木材供給の持続性が確保される。植林に適した種としては、
Acacia mangium、Paraserianthes falcataria、Eucalyptus spp.などの成長の早い種や、ゴム、
Neolamarckia cadamba、Dipterocarp spp.などの固有種が挙げられる。植林面積は 1985 年には

113



1,770 ha と小さかったが、1996 年に州森林法が改正され、人工林ライセンス（Licence for Planted 
Forest: LPF）の発行が可能になり、天然林資源の枯渇とともに拡大が堅調になってきた。2018 年
時点の人工林総面積は 60 万 ha に達している。 
 
 
４-３-２ 森林の伐採段階および木材の流通段階における法令等 
４-３-２-１ 関連政府機関 
サラワク州の森林管理および林業に係る政府機関は自然資源と都市開発省（Ministry of Natural 
Resources and Urban Development）のサラワク森林局（Forest Department Sarawak: FDS）であ
る（表 4-3.3）。一方、木材流通・貿易の管理についてはサラワク木材産業開発公社（Sarawak Timber 
Industry Development Corporation: STIDC または PUSAKA）が責任を担っている。その一部業
務は STIDC の子会社のハーウッド・ティンバー社（Harwood Timber Sdn. Bhd）によって行われ
ている。 
 
なお H28 年度報告書 2にあるように、従来はサラワク林業公社（Sarawak Forestry Corporation: 
SFC）も森林管理について責任を担っていた。しかし 2019 年にそれらの権限はサラワク森林局に
移管された（2020 年 1 月 2 日から施行）。サラワク林業公社は現在、国立公園や自然保護区など
の完全保護地域（TPE）の管理と野生生物保護のみを所管している。 
 
  

2  平 成 28 年 度 林 野 庁 委 託 事 業 「 ク リ ー ン ウ ッ ド 」 利 用 推 進 事 業 の う ち 生 産 国 情 報 収 集 事 業 報 告 書
<https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/kunibetu/mys/29report-mys.pdf> 
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表 ４-３.3 森林管理、伐採、流通、貿易に係る政府機関 
名称 所管業務 
サラワク森林局（Forest Department 
Sarawak: FDS） 

 森林資源、永久森林区（PEF）の管理、
法執行 

サラワク木材産業開発公社（Sarawak Timber 
Industry Development Corporation, STIDC 
または PUSAKA） 

 木材の流通、貿易の管理 
 輸出ライセンス（K2）を発行 
 自社のコンセッションも持つ 

ハーウッド・ティンバー社（Harwood 
Timber Sdn. Bhd） 

 サラワク木材産業開発公社（STIDC）の
子会社 

 STIDCの業務の一部（丸太の流通のモニ
タリング）を担う 

自然資源環境審議会（Natural Resources and 
Environment Board: NREB） 

 天然林の 2回目以降の伐採（re-entry 
logging）の際に求められる環境影響アセ
スメント（EIA）を所管 

マレーシア王国税関（Royal Malaysia 
Customs Department） 

 通関措置を所管 

 
 
４-３-２-２ 法的枠組 
４-３-２-２-１ 政策 
2018 年、サラワク州政府は、7 つの政策を公表した 3。これらの政策は、「サラワク木材産業の改
革と変革」、「森林管理認証」、「人工林」、「下流の木材産業と付加価値製品のための原材料」、「ゴ
ムの木の抽出」である。  
 
サラワク木材産業の改革と変革に関する政策では、2030 年までに サラワク木材産業開発公社
（STIDC）の手元資金を 1 億リンギットから 7 億リンギットに増資することで、STIDC の財務
基盤を確保することに重点が置かれている。 
 
森林管理認証政策では、2022 年までに全ての森林木材ライセンス（FTL）保持事業者に森林認証
の取得を求め、450 万 ha の森林が認証取得されることを目標としている（進捗状況の詳細は 4-3-
3 節参照）。 
 
人工林政策は、人工林ライセンス（LPF）の発行による木材プランテーションの開発を奨励して
いる。政府は、LPF 保有者が協力するためのワーキンググループの形成をすすめており、このグ
ループには、以下の企業が含まれている。 
 Ta Ann Holdings Berhad 
 RH Forest Corporation Sdn Bhd 
 Polima Forest Bintulu Sdn Bhd 
 Billion Venture Sdn Bhd 
 Shin Yang Forestry Sdn Bhd 

3 https://www.newsarawaktribune.com.my/new-sustainable-policies-in-pipeline/ 
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 Limba Jaya Timber Sdn Bhd 
 Bigwood Sdn Bhd 
 Immense Fleet Sdn Bhd 
 Subur Tiasa Forestry Sdn Bhd 
 Tanjong Manis Resources Sdn Bhd 
 Samling Reforestation (Bintulu) Sdn Bhd 
 Daiken Sarawak Sdn Bhd 
 Sarawak Planted Forest Sdn Bhd 

 
 
2019 年サラワク林業政策 Sarawak Forestry Policy 2019 
2019 年 12 月 12 日に新しいサラワク林業政策がサラワク州内閣によって承認された。この文書
は英語でオンライン公開されている 4。この文書は、従来の「1954 年森林方針（Statement of Forest 
Policy 1954）」に代わるもので、57 ページあり、13 の政策目標と 12 の政策推進項目が含まれて
いる。全体的なビジョンは「持続可能な森林管理」で、政策方針は以下のとおりである。 
1. サラワクの現在および将来の世代のために、十分な森林面積と海洋生態系を提供 

i. 国の健全な環境と気候を確保する。土壌の肥沃度を守る。家庭用・工業用・灌漑用・一般
農業用の水を継続的に供給。河川や農地の洪水・浸食による被害を防ぐ。 

ii. 経済、農業、内水面漁業、国内およびその他の産業の利益のために、すべての森林資源
を永続的に供給。 

iii. 経済、漁業、国内、林業関連産業のために、海洋生態系を維持・保全。 
2. 持続可能な森林経営(SFM)の原則に基づき、経済、社会、環境に利益をもたらす永久森林区

(PFE)の経営 
3. 国有地および疎外された土地内の森林地域の良好な管理に重点を置く 
4. 国内市場と輸出市場のニーズに合わせた森林資源の持続的生産 
 
この文書では、州の総面積 1,240 万 ha のうち、600 万 ha を永久森林区（PFE）とし、100 万 ha
を完全保護地域（TPA）とすることが言及されている。これにより、森林面積が州の土地面積の
56.45％に維持されることになる。 
 
 
輸出クオーター制度 
サラワク州では森林木材ライセンス（FTL）保持者／伐採事業者に対し、天然林から生産した丸
太について、生産量のうちの一定の割合（クオーター、quota）以上を国内加工事業者に提供する
ことが求められている。この制度は 1988 年に導入され、当初求められていた国内向け割合は 1 割
であったが、徐々に高められ、2018 年までに輸出向け割合が 2 割（国内向けが 8 割）となった 5。
なお近年、申請すれば 4 割まで輸出できるように緩和された。 
  

4 https://forestry.sarawak.gov.my/page-0-0-1105-SARAWAK-FOREST-POLICY-2019.html 
5 https://www.ngajatsarawak.net/sarawak-cuts-log-export-quota-to-20pc/#.Yh5bnOhByUk 
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新型コロナウイルス後の発展戦略 2030 Post Covid-19 Development Strategy (PCDS) 2030 
サラワク首相は 2021 年 7 月に「新型コロナウイルス後の発展戦略 2030（PCDS 2030）」を発表
した。それによれば 390-450 万 ha の天然林および 17.8 万 ha の人工林が森林認証を受けること
が目標として掲げられている。 
 
森林景観回復プログラム 2022-2025（Forest Landscape Restoration Programme 2022-2025） 
サラワク州政府は 2021 年に、劣化した森林地域を回復させるための「森林景観回復プログラム
2022-2025」を開始し、6,200 万リンギットが割り当てられた 6。 
 
 
４-３-２-２-２ 法制度 
2017 年度以降、以下のようにいくつかの法令等の制定または修正が行われた。 
 
 2017 年森林（苗床）規則 Forests (Nursery) Rules 20177 
人工林のための苗を生産するための苗床の設置に関し、苗床で使用する種子の種類と供給元に関
する規制。 
 
 2018 年森林（第 1 表の修正）通達  The Forests (Amendment to the First Schedule) 

Notification 2018 
2015 年森林法（Forests Ordinance）8の第 1 表を改正し、現地加工用の人工林丸太のロイヤルテ
ィーを 5 リンギット／立米に、輸出用の人工林丸太のロイヤルティーを 10 リンギット／立米と
した。 
 
 2018 年森林（第 2 表の修正）規則 The Forests (Amendment to the Second Schedule) Rules 

20189 
2015 年森林（訓練された作業員）規則（Forests (Trained Workmen) Rules 2015）を改正。木の
伐倒、丸太の搬出、丸太の積載、皆伐サイト準備、重機による植林サイト準備における検査員の
資格を規定した。 
 
 2019 年権限と職務の委譲通知 Delegation of Powers and Duties Notification 2019 
2019 年 1 月 2 日から、製材工場に関する事項の権限と職務を、森林局長からサラワク木材産業開
発公社（STIDC）のゼネラルマネージャーに委譲することを通知した。 
 
 
４-３-２-３ 法規制の実施 
４-３-２-３-１ 森林の権利 
前述のサラワク州内の森林が存在する 4 つの土地利用ゾーニングカテゴリーのうち、伐採が可能
な森林は、永久森林区の一部と州有地、譲渡地内の森林である（表 4-3.4）。 

6 https://www.newsarawaktribune.com.my/new-sustainable-policies-in-pipeline/ 
7 https://forestry.sarawak.gov.my/modules/web/pages.php?mod=download&sub=download_show&id=132 
8 https://lawnet.sarawak.gov.my/lawnet_file/Ordinance/ORD_Cap.%2071%20Forest%20LawNet.pdf 
9 https://lawnet.sarawak.gov.my/lawnet_file/Subsidiary/SUB_Issue%20No.%2046_L.N.%20156.pdf 
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州有地の一部は地域住民の先住民慣習権（Native Customary Rights: NCR）が認められた土地で
ある。1958 年サラワク土地法（Sarawak Land Code）では、1958 年 1 月 1 日以前に先住民の伝
統的耕作地であった地域を NCR と認定している。1976 年の航空調査によると、サラワク州面
積の約 26％がこの形態で耕作されていた。2020 年、サラワク州政府は NCR 新イニシアティブ
調査プログラム（NCR New Initiative Survey Program）を実施し、サラワク土地法を改正して先
住民領土（Native Territorial Domain）に対する用益権（usufructuary rights）を認めることになっ
た。NCR 調査プログラムの下、NCR の土地の境界は測量され、個々のサイトは公示されつつあ
る。 
 
しかしながらプラウ（pulau）と呼ばれる、地域住民が非木材森林産物の採取などに利用していた
残存林（商業樹種が多い原生林も含む）の大部分は、地域住民によって NCR と認識されていて
も、NCR 調査や権利の承認の対象外となっている。また 1958 年以降、新規に伝統耕作が行われ
た場所、村（ロングハウス）が移転してきた場所も少なくないが、これらも地域住民にとっては
NCR と認識されていても、用益権の承認の対象外となっている。伐採事業者の中には、地域住民
との話し合いの結果、これらの森林の伐採を避けたり、補償金を支払ったりしている事業者も存
在する。 
 
一方、永久森林区（PFE）または完全保護地域（TPA）の中には NCR は存在せず、ある場所の土
地利用ゾーニングカテゴリーが州有地から永久森林区または完全保護地域に変更された場合、
NCR は消滅すると見做される。 
 
表 ４-３.4 土地利用ゾーニングカテゴリー別の森林 
永久森林区（Permanent 
Forest Estates: PFE） 

 保護林（Protected Forests, and）、保安林（Forest 
Reserves）、共同体林（Communal Forests）で構成 

 木材生産のために指定されている。 
 2015年森林法（Forests Ordinance）に基づいて管理さ

れる。 
州有地内の森林（Stateland 
Forests） 

 農業、居住地、都市部、その他の土地利用の転換に利用
することができる。 

 1958年土地法（Sarawak Land Code）に基づいて管理
される。ただし州有地内の森林伐採ライセンス（FTL）
エリアは 2015年森林法（Forests Ordinance）に基づ
いて管理される。 

 先住民慣習的権利（NCR）の土地を含む。 
譲渡地（Alienated land）  開発のために民間に譲渡された土地 

 森林を農地に転換する際に伐採する木材を販売する場合
は森林伐採ライセンス（FTL）が必要だが、販売を行わ
ない場合は必要ない。 
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４-３-２-３-２ 伐採許可 
サラワク州では、永久森林区（PEF）、州有地（Stateland）、譲渡地（Alienated land）を問わず、
天然林の伐採は森林伐採ライセンス（Forest Timber Licence: FTL）、人工林の伐採は人工林ライ
センス（Licence for Planted Forest: LPF）に基づいて行われる。 
FTL はいくつかのタイプがあるが、長期のものは 5-10 年のコンセッションとして与えられる。
森林認証を取得した場合には最長 60 年まで権利を維持できるインセンティブが与えている。 
LPF 事業地については、1997 年森林（人工林）規則（Forests (Planted Forests) Rules 1997）によ
り、州有地（Stateland）のみならず永久森林区（PFE）の中であっても、25 年 1 サイクルの間、
ライセンス面積の 20%までアブラヤシを植えることが認められている。この結果事業地内で森林
の転換が生じている。 
 
 
４-３-２-３-３ サラワク木材合法性保証システム（STLVS） 
STLVS の内容とプロセス 
サラワク木材合法性保証システム（Sarawak Timber Legality Verification System: STLVS）は以下
の範囲の合法性を確保するシステムである。H28 年度報告書ではその詳細について報告されてい
る。 
 森林資源の管理 
 コミュニティの認知と利益 
 環境保全 
 森林から木材製品へのトレーサビリティ 
 
現在の STLVS は第 5 版（2021 年 9 月版）で、6 原則（Principle）18 基準（Criteria）94 指標
（Indicator）からなる(表 4-3.5)。ただしその指標は 2022 年 2 月現在時点では公表されていない。 
 
 
表 ４-３.5 STLVS第 5版の構成 

原則 内容 基準と指標 所管政府機関 
原則 1 伐採の権利（Right to harvest） 3基準 15指標 サラワク森林局

（FDS） 原則 2 林内作業（Forest operations） 5基準 38指標 
原則 3 徴税（Statutory charges） 1基準 3指標 
原則 4 その他の権利（Other userʼs right） 1基準 3指標 
原則 5 工場の操業（Mill operation） 3基準 17指標 サラワク木材産業開発

公社（STIDC） 原則 6 貿易・関税（Trade and customs） 5基準 18指標 
出典：サラワク森林局 
 
 
①天然林および②人工林からの木材について、伐採権の認可から輸出許可までのプロセスの中で
これらの合法性を達成するための STLVS の規制枠組みを以下に示す。 
 
①天然林丸太 
＜サラワク森林局＞ 
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■許認可事務所でのプロセス 
(a) 森林伐採ライセンス（Forest Timber Licence: FTL）の申請の受理と発行 
(b) ライセンス事業者が提出してきた総合伐採計画（General Harvesting Plan: GP）の審査と承

認 
(c) 詳細伐採計画（Detailed Harvesting Plan）の審査と承認 
(d) 林班立入許可証（Permit to Enter Coupe: PEC 1-5）の発行 
■操業エリアや貯木場でのプロセス 
(e) 伐採と個々の丸太につけられた丸太生産 ID タグ（Log Production Identity (LPI) tagging）の

確認やモニタリング 
(f) マーキングや寸法の確認 
(g) ロイヤルティーの評価 
 
FTL について、現在全く伐採されたことのない天然林はほとんど残っておらず、多くの FTL 事業
地では再入林伐採（re-entry logging）と呼ばれる 2 回目以降の伐採が行われている。1997 年自然
資 源環 境（ 規定活 動） 修正法 （Natural Resources and Environment (Prescribed Activities) 
(Amendment) Order, 1997）に基づき、再入林伐採のうち、伐採面積が 500ha 以上で、過去に伐
採を受けた場所または、森林法に従って森林局長が林班（Coupe）の閉鎖を宣言した場所で行うも
のは、(a)の FTL の申請の前に、自然資源環境審議会（Natural Resources and Environment Board: 
NREB）による環境影響アセスメント（EIA）を受けることが要求される。個々の FTL 事業者が
特定の伐採サイクル（25 年が一般的）を設定していることもあるが、特定の林班に対して前回の
伐採から再入林までどれぐらいの期間置かなければならないかという規則は存在せず、伐採の制
限（最小伐採可能胸高直径および年間伐採許容量（AAC））さえ守られていればよい 10。 
 
②人工林丸太 
■許認可事務所でのプロセス 
＜サラワク森林局＞ 
(a) 人工林ライセンス（Licence for Planted Forest）の申請の受理と発行 
(b) 植林計画（Tree Planting Plan: TPP）の審査と承認 
(c) 伐採計画（Harvesting Plan）の審査と承認 
(d) 林班伐採許可（Permit to harvesting Coupe）の審査と発行 
■操業エリアや貯木場でのプロセス 
(e) 現地調査と伐採木の確認。伐採された植林木は小径木も含むため、天然木のように個々の木

にタグがつけられるのではなく、量単位で管理される。 
(f) ロイヤルティーの評価 
 
天然木の(c)～(g)、人工林の(c)～(f)のプロセスは、2019 年以前はサラワク林業公社（SFC）によ
って担われてきた（H28 年度報告書参照）が、前述のように 2020 年以降、サラワク森林局に権限
が移管されている。 
 
以下は①、②で共通するプロセス 

10 これは、半島マレーシアの選択的管理システム（SMS）が 20～30 年のサイクルを基本としているのとは対照的である。半島
マレーシアでは、特定の森林区画の再入林許可は、立木の伐採前インベントリー結果に基づく。 
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＜ハーウッド・ティンバー社＞ 
(g) 現場検査（Physical Inspection）と裏書譲渡証明書（Endorsement Clearance Certificate: ECC）

の発行 
(h) 検数調査（Physical Tallying）と輸送許可証（Shipping/Land Transportation Pass: SP/LTP）

の発行 
＜サラワク森林局＞ 
(i) 移動許可証（Removal Pass）を発行（このプロセスも従来はサラワク林業公社が担った） 
 
また、丸太、木材製品の輸入については以下のプロセスを経る 
＜サラワク木材産業開発公社（STIDC）＞ 
(a) 輸入事業者の登録 
(b) 輸入ライセンス（Import Licence）の発行 
(c) 輸入材の検査 
(d) 輸入材への移動許可証（Removal Pass）の発行 
 
この後のプロセスは、①丸太のまま輸出される場合と、②木材製品に加工された後に輸出される
場合で異なる。 
 
①丸太のまま輸出される場合 
■丸太が輸出港に運送された後のプロセス 
＜ハーウッド・ティンバー社＞ 
(a) 現場検査（Physical Inspection）：送られてきた丸太の移動許可証（Removal Pass）や輸送許

可証（Shipping/Land Transportation Pass: SP/LTP）の確認、データベースとの照合 
(b) 輸出許可証明書（Export Clearance Certificate：ExCC）の発行 
＜サラワク森林局＞ 
(c) 確認と丸太輸出の承認 
(d) 移動許可証（Removal Pass）の発行 
＜サラワク木材産業開発公社（STIDC）＞ 
(e) 事業者からの申請を受けて輸出ライセンス（Export Licens: K2）を発行 
＜マレーシア王国税関（Royal Malaysia Customs Department）＞ 
(f) 通関措置を行い、輸出許可（Clearance for Export）を発行 
 
②製品に加工されて輸出される場合 
＜サラワク木材産業開発公社（STIDC）＞ 
(a) 加工工場に対し、加工ライセンス（Mill Licence）を発行 
(b) 事業内容(輸出業、輸入業、流通業、加工業)を登録 
■丸太が加工工場に運送された後のプロセス 
＜ハーウッド・ティンバー社＞ 
(c) 検査と承認 
■工場での製品の製造後のプロセス 
＜サラワク木材産業開発公社（STIDC）＞ 
(d) 検査 
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■製品の輸出の際のプロセス 
＜サラワク木材産業開発公社（STIDC）＞ 
(e) 事業内容(輸出業)を登録 
(f) 輸出ライセンス（Export Licence: K2）を発行 
＜マレーシア王国税関（Royal Malaysia Customs Department）＞ 
(g) 通関措置を行い、輸出許可（Clearance for Export）を発行 
 
 
STLVS の第三者監査 
サラワク木材合法性保証システム（STLVS）が作られた目的の一つは、ライセンス事業者が木材
の合法性を確保しているかについての第三者監査を可能にすることである。ただし第三者監査を
受けることは義務ではなく市場からの需要に応じてまたは自主的に事業者が受けることなってい
る。 
 
第三者監査のための規格（Standard）とガイドラインが 2018 年にサラワク森林局によって公開さ
れた。これはサラワク州の林業および木材産業に対して、国際的な貿易規則に沿ったデューデリ
ジェンスプロセスを提供するものである。 
 Standard for Verification of Forest Management, Mill Operations, Trade & Customs STLVS 

Principle 1-6. 第一版：2018 年 1 月に公表 
 Guidelines for Implementing Sarawak Timber Legality Verification System Audit, 2018：2018

年 4 月に公表 
 
 STLVS の第三者認証を受けた森林木材ライセンス（FTL）コンセッションからの丸太は、貯木
場でロイヤルティーの支払い、マーキングを行って以降は、そうでないものと分別管理を行わな
ければならない。 
 
 STLVS の第三者監査機関はマレーシア国内に拠点を置く 2 つの認証機関が登録されている。 
 Global Forestry Service (GFS) Sdn Bhd 
 SIRIM QAS International Sdn Bhd 
 
それぞれの監査機関は監査結果に基づいて遵守証明書（付属資料 1、2）を発行し、サラワク森林
局とサラワク木材産業開発公社（STIDC）はそれに基づいて認証（付属資料 3、5）を発行する。
2022 年時点で、STLVS の基準 1～4 についての第三者認証を受けた天然林コンセッションライセ
ンス事業者は 8 社合計 89 万 ha である（表 4-3.6）。また STLVS の基準 5～6 についての第三者認
証を受けた木材加工事業者は 14 社で、その内訳は製材 2、合板製造 9、単板製造 1 である（表 4-
3.7）。 
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表４-３.6 STLVSの第三者認証を取得した森林木材ライセンス（FTL）所持者／天然林コンセッ
ションライセンス事業者表  

出典：サラワク森林局 
 
表 ４-３.7  STLVSの第三者認証を取得した木材加工事業者 

出典：サラワク森林局 
 
  

123



４-３-２-３-４ その他の政府のシステム 
サラワク丸太追跡・森林徴税システム  Sarawak Logs Tracking & Forest Revenue System 
(REVLOG) 
サラワク森林局は 2016 年に天然木の丸太を対象とするサラワク丸太追跡・森林徴税システム
（Sarawak Logs Tracking & Forest Revenue System: REVLOG version 1.0）を導入した。これは従
来の丸太追跡システム（Log Tracking System: LOTs）、森林ライセンスシステム（Forest Licensing 
System: FLS）、ロイヤリティ請求システム（Royality Billing System: RBS）の 3 つを統合したもの
で、スマートフォン（Android または iPhone）上でも使用可能なアプリケーションである。
REVLOG と州金融予算会計統合システム（State Integrate Finance, Budgeting, Accounting 
System: SIFBAS、現在は version 2）によって税の請求書の発行が行える。REVLOG は Sarawak 
Information System 社によって開発され、サラワク木材産業開発公社（STIDC）とその子会社の
ハーウッド・ティンバー社、州首相府の国家安全保障執行ユニット（UKPN）11もアクセス権限を
持つ。 
 
REVLOG のマニュアル 12によれば、丸太生産 ID タグの照会（Log Production Identity: LPI Enquiry）
モード、移動許可証の照会（Transit Removal Pass Enquiry）モード、丸太の照会（Log Enquiry）
モードがあり、サプライチェーン上で入力された以下のようなデータが確認できるシステムにな
っている。このアプリを用いれば検査官が現場で丸太の検査を行う際に、川上で入力されたデー
タと容易に照合できることが理解できる。 

 伐採されたコンセッションの ID、森林伐採ライセンス（FTL）所有事業者名 
 林班番号、ブロック 
 林班立入許可証（PEC）の ID 
 丸太生産 ID（Log Production Identity: LPI） 
 伐採日 
 丸太の ID 
 丸太のサイズ 
 樹種 
 移動許可証（Transit Removal Pass）の ID ※ 
 輸送事業者名 ※ 
 輸送元、輸送先／輸出先 ※ 
 検査官の検査を受けたポイント名 
 現在の状態（移動中／到着等） 

※国内の移動、海外への輸出の場合等のように、一つの丸太が複数の移動許可（Transit Removal 
Pass）を持つ場合はそれぞれの Removal Pass ごとの情報が全て入る。 
 
2020 年には第二世代の REVLOG version 2.0 が導入された。REVLOG v2 はサラワク州財務省
（Jabatan Perbendaharaan Negeri Sarawak または State Treasury）の請求システムと接続され、

11 2002 年に国家治安部隊（Unit Keselamatan Negeri: UKN)として設立され、2017 年に国家安全保障執行ユニット（UKPN）

として再編された。< https://jkm.sarawak.gov.my/UKPN> 
12 https://forestry.sarawak.gov.my/modules/web/pages.php?mod=download&sub=download_show&id=146 
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デジタルによる請求書の発行を可能にした。さらにオフラインモード携帯版も導入し、携帯電話
電波接続圏外での使用も可能にした。 
 
REVLOG によって入力されたデータは一般公開されていないが、サラワク森林局へのヒアリング
（2022 年 2 月）によれば、サラワクからの木材輸入事業者が、購入先の木材加工事業者がどこか
ら原料の丸太を調達しているか確認したい場合、サラワク森林局にメールで問い合わせれば情報
を提供できるということであった。 
 
 
事業者森林管理情報システム Enterprise Forest Management Information System (EFIMS) 
サラワク森林局は森林管理のため、事業者森林管理情報システム Enterprise Forest Management 
Information System: EFIMS)という GIS システムを 2020 年に導入した。EFIMS ではサラワク州
内の土地利用図データ、コンセッション境界データ、林班立入許可証（Permit to Enter Coupe）
データ、リモートセンシングデータなどが重ね合わせられており、森林局による各事業者の伐採
活動のモニタリング等に用いられている。 
 
 
継続的モニタリング監査 Continuous Monitoring Surveillance（COMOS） 
サラワク森林局は、2019 年に、継続的モニタリング監査（Continuous Monitoring Surveillance: 
COMOS）を導入した。これは衛星画像やドローンなどを使って違法伐採活動の取り締まりを行
う。その拠点はクチン及びミリに所在する。 
なお違法伐採活動の取り締まり自体はそれ以前より実施されており、2014 年には有人ヘリコプタ
ーも導入されていた。 
 
 
４-３-３ 森林認証 
前述のようにサラワク州政府は、すべての長期森林木材ライセンス保持者に 2022 年までに国際
的に認められた森林認証を取得することを求めている。森林認証の種類としては PEFC と相互承
認を受けている MTCS（Malaysian Timber Certification Scheme）認証、FSC 認証、または森林局
長の承認を受けた他の森林管理スキームとなっている。 
 
MTCS では、認証を受ける森林は、森林管理区（Forest Management Unit: FMU）または FPMU
（Forest Plantation Management Unit: FPMU）を形成し、それぞれ森林管理計画（Forest 
Management Plan: FMP）を持つことが要求される。FMP は第三者監査を受ける。 
 
現在サラワク州内には 11 の天然林の森林管理区（Forest Management Unit: FMU）と 6 つの人
工林管理区（Forest Plantation Management Unit: FPMU）がマレーシア木材認証審議会：Malaysian 
Timber Certification Council: MTCC）の MTCS 認証を取得している（表 4-3.8、表 4-3.9）。MTCS
認証は PEFC と相互認証を受けている。サラワク州には FSC 認証林は存在しない。 
 
2018 年 2 月 5～6 日、サラワク木材協会（STA）とマレーシア木材認証協議会（MTCC）は共同
で、サラワク州で森林管理認証を実施するためのギャップと機会を確認するためのワークショッ
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プを開催した。このワークショップで明らかになった主なギャップは、(i)森林管理認証（FMC）
規格の要件を満たすための専門知識と能力の不足、(ii)森林管理区（FMU）内の土地や資源の利用
に関する先住民の慣習的権利についての異なる利害関係者による矛盾した解釈、(iii)異なる機関
が策定したガイドラインで同様の側面をカバーする要件が異なっていること、であった。 
FSC 認証に関しては、サラワクには 7 事業者が CoC 認証を受けているが、うち１事業者の認証
はすでに終了している 13。  
 
 
表 ４-３.8 サラワク州の PEFC&MTCS認証林 
森林管理証明書 数 認証面積（ha） 
天然林の森林管理区：FMU 11 1,006,325 
人工林管理区：FPMU 6 94,966 
合計 18 1,101,291 
出典： https://mtcc.com.my/certified-forests/ (2022 年 3 月 1 日アクセス) および Forest 
Stewardship Council Malaysia 
 
 
表 ４-３.9 PEFC&MTCS認証を受けた天然林の森林管理区 
伐採ライセンス ID FMU 事業者グループ名 面積 (ha) 

T/4317 Anap-Muput Shin Yang 83,5352 
T/0294 Ravenscourt Samling 117,941 
T/3491 Kapit Ta Ann 149,756 
T/3228 Linau Shin Yang 72,685 
T/0280 & T/9115 Ulu Trusan Samling 92,751 
T/0560 Raplex Ta Ann 63,993 
T/3433 Melatai Para STIDC 49,524 
T/3135 Pasin Ta Ann 132,151 
T/0413 Gerenai Samling 148,305 
T/3400 Gaat-Mengiong STIDC 66,190 
T/3476 Entulu-Melatai Interglobal Empire 55,112 
T/3342 Danum Shin Yang 200,383 
T/3361 Mujong-Melinau Subur Tiasa Holding 41,696 
出 典 ：  https://forestry.sarawak.gov.my/page-0-0-1242-Forest-Management-
Certification.html （2020年 5月 1日時点） 
 
  

13 https://info.fsc.org/certificate.php#result 
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４-３-４ リスク情報 
４-３-４-１ 概要 
サラワク州では、政府による違法伐採の取り締まりが何度か行われている。2015 年、マレーシア
汚職防止委員会はコードネーム「Ops Gergaji」作戦を開始し、375 社の銀行口座を凍結し、500
本以上の丸太を押収した 14。また同年、サラワク州森林局は 15,655 本の違法に伐採された丸太を
押収した。サラワク森林局は 2022 年にも一連の取り締まりを開始し、1 月には 50 本の丸太 15、2
月にも 717 本の丸太を押収した 16。 
 
また社会的企業である NEPCon（現在の Prefered by Nature）は、サラワク州産材の合法性に関す
るリスク評価報告書を 2017 年 11 月に公表している 17。その報告書では以下のようなリスクが指摘
されている。 
 伐採許可証の取得に汚職が影響 
 土地保有に関連する先住民の慣習的権利の侵害 
 地元の先住民コミュニティからの自由な事前・情報提供による同意（FPIC）が得られていな

い 
 伐採計画の要件が守られず 
 不正なワシントン条約許可証の使用 
 
４-３-４-２ 先住民族の権利 
サラワク州ミリ省の Ulu Baram 地域では 1980 年代より伐採反対運動が盛んであるが、現在でも
地域住民によって伐採の影響が訴えられている FTL コンセッションが複数存在する。2021 年に
は、Long Ajeng と Long Pakan の先住民コミュニティが、自分たちの生活領域で伐採を行ってい
る FTL コンセッション内の伐採道路の封鎖を行った 18。また別の FTL コンセッションでも、PEFC
＆MTCS コンセッションであるにも関わらず、Long Moh、Long Tungan、Tanjung Tepalit とい
った地域先住民コミュニティのグループから伐採の中止を求められている 19。 
 
４-３-４-３ 労働者の権利 
サラワク州では木材産業に従事する労働者の権利、特に組合結成の権利が侵害されているという
主張も存在する。2019 年、サラワク木材産業従業員組合（Timber Industry Employees Union of 
Sarawak: TIEUS）は、Shin Yang グループが、労働者の利益を代表するための組合結成に関する
無記名投票に参加しないよう従業員に指示したと告発した 20。  

14 https://cleanmalaysia.com/2015/09/12/sarawak-raids-240-companies-linked-to-illegal-logging-in-malaysia/ 
15 https://www.malaymail.com/news/malaysia/2022/01/30/gof-arrests-two-malaysians-for-alleged-involvement-in-illegal-
logging-activ/2038509 
16 https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2022/02/768013/sarawak-cracks-down-illegal-logging 
17  https://preferredbynature.org/sites/default/files/library/2017-11/NEPCon-TIMBER-Malaysia-Sarawak-Risk-Assessment-
EN-V1.2.pdf 
18  Donald, R. (2021). ‘Malaysia’s Indigenous Penan block roads to stop logging in Borneo’. Mongabay, 14 October. 
<https://news.mongabay.com/2021/10/malaysias-indigenous-penan-block-roads-to-stop-logging-in-borneo/>. 
19 Stephen Then (2021). Baram community launches anti-logging campaign in forests of northern Sarawak. The Vibes (Malaysia), 
22 December. <https://www.thevibes.com/articles/news/50290>. 
20 https://www.borneotoday.net/embattled-sarawak-timber-company-violates-workers-rights/ 
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４-３-５ 木材・木材製品の生産と取引に関する状況 
４-３-５-１ 国内生産 
４-３-５-１-１ 丸太生産 
サラワク州の丸太生産量は 2016 年から 2020 年の期間に 871 万 m3 から 410 万 m3 と半減した（表
4-3.10）。特に天然林からの丸太の総生産量は 2016 年の 741 万 m³から 2020 年の 242 万 m³と
67%減少した。天然林のうち丘陵林丸太の生産量は、2016 年の 7,240,854m³から 2020 年の
2,331,878m³に減少、湿地林丸太の生産量も、2016 年の 172,879 m³から 2020 年の 85,222 m³に減
少した。天然林における森林伐採ライセンス（FTL）所持事業者は 2015 年に 440 事業者あった
のが、2019 年には 169 事業者と削減されており 21、生産量の減少に反映されたと考えられる。 
 
一方、人工林丸太の生産量は、2016 年の 1,304,234m³から 2020 年の 1,679,246m³へと増加した。
2020 年には、サラワクで生産された丸太のうち、人工林からの丸太が 41％を占めた。 
 
 
表 ４-３.10 丸太の生産量(m³) 

年 
天然林 

人工林丸太 合計 
丘陵林丸太 湿地林丸太 合計 

2016 7,240,854 172,879 7,413,733 1,304,234 8,717,760 
2017 5,351,745 137,879 5,489,624 1,635,022 7,142,646 
2018 4,624,688 72,033 4,696,721 1,723,674 6,420,395 
2019 4,014,214 60,039 4,074,253 1,664,305 5,738,558 
2020 2,331,878 85,222 2,417,100 1,679,246 4,096,346 
出 典 : https://forestry.sarawak.gov.my/page-0-287-1264-Total-Log-Production-And-Forest-
Revenue-2020-2021-Jan.html 
 
 
  

21 https://www.ngajatsarawak.net/sarawak-cuts-log-export-quota-to-20pc/#.Yh5bnOhByUk 
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４-３-５-１-２ 木材製品生産 
2016 年～2020 年の期間、製材品の生産量も減少した（表 4-3.11）。2016 年には 675,531m³が生
産されたのに対し、2020 年には 341,290m³と 49％も減少した。合板の生産量も、2016 年には
1,818,148 m³の合板が生産されていたが、2020 年には 1,109,291 m³に減少し、39%の減少となっ
た。 単板の生産量は、2016 年～2018 年は約 330,000m³で安定していが、2020 年には 198,516m³
まで減少した。モールディングの生産量は、2016 年～2020 年の期間数千立米程度であった。 
 
 
表 ４-３.11 木材製品生産量(m³) 

製品 2016 2017 2018 2019 2020 
製材品  675,531  623,864  506,754  466,483 341,290 
合板  1,818,148  1,698,912  1,588,560  1,360,566 1,109,291 
単板 339,549 339,686 335,061 319,661 198,516 
モールディング 3,209 4,560 9,296 12,094 7,365 
出典：サラワク森林局およびサラワク木材産業開発公社（STIDC) 
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４-３-５-２ 木材貿易 
４-３-５-２-１ 輸入 
2016 年～2020 年の期間、サラワク州の主な輸入木材・木材製品は丸太、単板、合板であった（表
4-3.12）。このうち丸太と単板は合板などに加工され、日本などへ再輸出されているものもある 22。 
 
丸太の輸入量は 2016 年と 2017 年は、それぞれ 442m³と 423m³のみであったが、2018 年には
244,717m³に上昇し、2020 年は 299,056m³であった。これは国内の天然林からの丸太生産量の 12%
に相当する。合板も 2016 年、2017 年には輸入がなかったが、2018 年には 19,804 m³ 輸入され
た。その後減少傾向にある。単板の輸入量は 2016-2019 年の期間、年間 10 万 m3 以上であった。
2020 年は 75,954m³まで減少した。製材品およびモールディングの輸入量は少なかった。 

22 例えばサラワク州中部の T 社の合板工場では、州内の自社プランテーションで生産した植林木丸太からの単板を心材とし、

州内の自社 FMU（MTCS/PEFC 認証林）で生産した天然木丸太からの単板およびオーストラリアのタスマニア州から輸入した

単板をフェース・バックとする合板を製造し、日本へ輸出していた（2019 年現地調査でのヒアリング）。 
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表 ４-３.12 主要な木材・木材製品の輸入量(m3)と金額（RMʼ000） 

種類 
2016 2017 2018 2019 2020 

量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 
丸太 442 579 423 529 244,717 142,403 160,465   85,153 299,056 126,054 
製材品 764 920 534 601 510  1,228 2,216 2696 737 1,069 
合板 - - - - 19,804 28,293 16,741  25,147 10,579 16,319 
単板 111,810 143,575 160,517 210,092 189,817 237,764 133,626 170,595 75,954 92,539 
モールディング  19 84 5,228 3,348 38 81 7 22 44 76 
出典：サラワク木材産業開発公社（STIDC) 
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丸太 
丸太の主な輸入先はオーストラリア（2020 年は総輸入量の 76%）と、パプアニューギニア（24%）であった（表 4-3.13）。南米のスリナムからも 2018
年には 1 万 m3 以上輸入していたが、その後減少した。これらの国ではサラワクの事業者が進出して商業伐採が行われていることが知られている。2020
年には日本からも 115m3 輸入されていた。 
 
 
表 ４-３.13 丸太の輸入量(m3)と金額（RMʼ000） 

輸入先 
2016 2017 2018 2019 2020 

量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 
オーストラリア 387 505 423 529 209,411 116,859 154,084 79,897 227,692 96,236 
パプアニューギニア - - - - 20,001 13,680 822 477 70,601 29,429 
スリナム - - - - 14,362 11,292 4,428 3,918 544 281 
ベルギー - - - - 59 35 - - - - 
チリ - - - - 143 77 - - - - 
日本 - - - - - - - - 115 73 
ニュージーランド 55 74 - - 227 88 - - 104 34 
ウルグアイ - - - - 515 372 1,131 861 - - 
総輸入量 442 579 423 529 244,717 142,403 160,465 85,153 299,056 126,054 
出典：サラワク木材産業開発公社（STIDC) 
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単板 
単板の主要な輸入先はブラジル（2020 年は総輸入量の 48%）と、オーストラリア（35%）であった（表 4-3.14）。ニュージーランドからも 2017-2018
年には 1 万 m3 以上輸入していたが、その後減少した。 
 
 
表 ４-３.14 単板の輸入量(m3)と金額（RMʼ000） 

輸入先 
2016 2017 2018 2019 2020 

量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 
ブラジル 25,448 29,207 34,215 38,439 83,889 95,109 67,291 78,121 36,570 37, 
オーストラリア 65,794 97,113 93,310 143,325 72,169 105,100 52,587 73,650 26,742 34,266 
ニュージーランド 9,301 7,033 17,960 15,021 14,162 13,443 4,725 4,047 3,143 2,233 
ガボン - - - - 275 756 2,217 5,867 3,056 7,028 
ロシア  3,864 2,772 3,252 2,366 2,686 2,012 3,807 3,010 1,978 2,020 
中国 4,817 5,275 770 1,594 5,270 11,475 1,921 4,201 1,916 6,823 
ベトナム 2,502 1,904 10,998 9,222 9,177 7,360 313 262 1,667 1,381 
台湾 - - - - - - 139 209 563 1,143 
赤道ギニア - - - - 77 220 458 1,005 250 524 
カメルーン - - - - 43 38 40 35 42 59 
総輸入量 111,80 143,575 160,517 210,092 189,817 237,764 133,626 170,595 75,954 92,539 
出典：Sarawak Timber Industry Development Corporation (STIDC) 
2020年輸入量上位 10ヶ国のみを示す 
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４-３-５-２-２ 輸出 
サラワク州の木材・木材製品の輸出のうち、最も重要なものは合板であり、2020 年の輸出総額 374
万リンギットの 52%を占め、丸太（13%）、製材品（12%）が続いた（表 4-3.15）。 
 
サラワク州の丸太や各種木材製品の輸出量は、2016 年から 2020 年にかけて全般的に減少した。
丸太の輸出量は、2016 年の 2,455,790m³から 2020 年には 925,162m³と 62%も減少した。また、
製材品の輸出量も 2016 年の 522,088m³から 2020 年の 258,090m³まで、51%減少した（表 3.6.2.2 
& 表 3.6.2.3）。合板の輸出量も 2016 年の 1,706,701 m³から 2020 年の 1,037,090 m³へ、単板の輸
出量も 2016 年の 104,405 m³から 2020 年の 34,912 m³に減少した。 
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表 ４-３.15 サラワク州からの木材および木材製品の輸出量（木質チップはトン、それ以外はm³）および金額（FOB価格、RM'000) 

製品 
2016 2017 2018 2019 2020 

量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 
丸太 2,455,790 1,401,065 2,238,278 1,208,083 1,418,743 773,448 1,290,133 722,217 925,162 492,845 
製材 522,088 786,146 510,514 803,329 375,106 672,958 317,106 582,900 258,090 436,687 
合板 1,706,701 2,936,305 1,742,251 3,283,950 1,426,010 3,034,467 1,122,641 2,263,861 1,037,090 1,964,658 
単板 140,405 205,329 116,181 175,224 92,151 154,230 68,668 93,655 34,913 48,630 
ラミネートボード/フ
ローリング 

9,834 36,031 10,049 38,192 10,747 40,027 10,277 42,269 5,828 21,038 

モールディング 4,513 10,909 5,756 12,580 11,278 20,814 7,291 16,636 5,569 10,894 
ダウエル 388 1,720 280 1,096 141 535 95 401 - - 
繊維板 167,505 297,827 173,624 308,220 186,641 322,454 188,169 350,524 175,184 306,361 
ブロックボード 2,240 2,672 3,067 4,083 2,355 3,095 1,325 1,738 - - 
パーティクルボード 78,514 46,247 66,308 43,779 55,871 36,624 48,463 31,573 27,635 19,115 
その他 84,793 100,855 111,054 144,588 176,001 201,802 161,636 200,485 36,542 46,185 
木質チップ 202,955 77,072 182,840 72,074 317,215 138,025 353,174 174,059 456,438 234,202 
合計（RM）  5,945,801  6,141,826  5,441,401  4,524,856  3,742,528 
注：その他の木材製品：ブリケット、家具及び家具部品、木製フェンス、コアプラグ、化粧梁、木製門扉、集成材、化粧柱、木質ペレット、ドア及びド
アフレーム、LVL、フィンガージョイント、鉄道用枕木 
出典：STIDC年次報告書および月次輸出統計  
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丸太 
サラワクからの丸太輸出はインドとインドネシアが主な輸出先となっている（表 4-3.16）。2020 年の総輸出量 93 万 m3 のうち、インド向けが 43%、イ
ンドネシア向けが 45%を占めた。ただし FOB 価格ではインド向けが 77%、インドネシア向けが 20%であった。インドネシア向け丸太の輸出量あたり
の FOB 価格はインドを含めた他国向け丸太に比べ 1/3 程度の価格であり、紙パルプ用材丸太の輸出が多いためと考えられる。日本はかつてサラワクか
らの最大の丸太輸出先であったが、2020 年時点では全輸出量の 3%を占めるに過ぎない。前述のように丸太輸出量は 2016 年から 2020 年に間に大きく
減少したが、特にインド向けは 66%減少し、インドネシア向けは 53%の減少だった。 
 
 
表 ４-３.16 輸出先別丸太輸出量（m³）と金額(RM'000) 

輸出先 
2016 2017 2018 2019 2020 

量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 
インド 1,184,670 932,913 858,665 799,850 541,615 487,292 570,944 467,255 400,737 307,316 
インドネシア 875,141 166,864 1,128,392 203,075 695,654 133,312 558,490 123,706 413,805 98,785 
台湾 173,371 142,845 93,946 84,201 98,650 89,523 72,824 63,681 62,406 50,654 
ベトナム 135,251 87,675 81,273 56,727 36,163 21,591 27,572 18,435 17,181 12,412 
日本 53,499 47,147 40,543 40,456 33,970 31,928 38,784 33,550 23,353 18,057 
中国 18,228 12,715 24,958 17,192 11,439 7,951 17,320 12,499 4,234 2,735 
韓国 15,629 10,906 10,474 6,535 1,253 1,851 4,200 3,091 3,445 2,886 
合計 2,455,790 1,401,065 2,238,278 1,208,083 1,418,743 773,448 1,290,133 722,217 925,162 492,845 
出典：STIDC年次報告書および月次輸出統計 
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製材品 
サラワク州からの製材品輸出量はフィリピン（2020 年の総輸出量 26 万 m3 の 26%）、中東／イエメン（23%）、タイ（13%）、台湾（13%）向けが多い
（表 4-3.17）。2020 年の日本向け輸出量のシェアは 3%に過ぎない。2016 年は 19,346m³であったが、2020 年は 8,748m³（3%）まで減少した。  
 
 
表 ４-３.17 輸出先別製材品輸出量（m³）と金額(RM'000) 

輸出先 
2016 2017 2018 2019 2020 

量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 
フィリピン 170,261 226,898 172,502 254,785 122,642 220,442 76,483 145,924 66,840 97,042 
中東 135,939 257,104 114,350 217,254 92,009 182,077 98,297 189,789 - - 
タイ 72,276 87,272 84,221 108,609 49,451 66,951 49,392 70,517 32,318 42,493 
台湾 54,183 59,896 53,980 69,768 44,144 76,518 37,691 67,386 34,318 59,792 
韓国 25,273 41,189 20,689 35,820 17,325 30,228 15,357 24,898 10,808 17,538 
日本 19,346 41,539 17,086 39,564 14,573 34,071 11,761 29,742 8,748 22,061 
スリランカ 10,949 19,813 5,813 12,527 5,059 10,677 2,505 4,626 3,138 6,855 
中国 10,172 11,577 16,366 19,995 12,463 14,681 11,871 17,240 7,197 16,812 
シンガポール 7,377 9,284 - - - - - - 484 653 
南アフリカ 4,424 8,983 - - 3,759 7,054 3,763 7,841 1,284 2,133 
インド - - 9,559 17,197 4,678 8,211 - - 1,579 3,612 
モルディブ - - 3,724 9,047 - - 3,497 13,100 399 978 
イエメン  - - - - - - - - 60,291 123,718 
その他 11,890 22,591 12,222 18,764 9,003 22,047 6,489 11,838 - - 
合計 522,088 786,146 510,514 803,329 375,106 672,958 317,106 582,900 258,090 436,688 
出典：STIDC年次報告書および月次輸出統計  
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合板 
前述のようにサラワク州からの木材・木材製品の中で輸出金額がもっとも多いものは合板であるが、その最大の輸出先は一貫して日本であり、2020 年
においても総輸出量の 65%、総輸出金額の 69%は日本向けであった（表 4-3.18）。その輸出量は 2016 年の 967,167m³から 2020 年の 676,037m³まで
30%減少したが、総輸出量の減少（40%）よりは少なく、日本向けの輸出割合は増加している。日本以外では、中東／イエメン（2020 年総輸出量の 11%）、
台湾（8%）、韓国（7%）などが主要な輸出先となっている。 
 
 
表 ４-３.18 輸出先別合板輸出量（m³）と金額(RM'000) 

輸出先 
2016 2017 2018 2019 2020 

量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 
日本 967,167 1,761,111 1,051,262 2,096,187 990,413 2,171,796 733,051 1,590,420 676,037 1,364,538 
中東 221,314 316,954 181,172 280,340 124,944 199,965 138,137 220,416 - - 
韓国 210,137 318,457 231,437 391,219 123,168 260,769 86,451 144,391 69,636 114,896 
台湾 142,019 217,715 128,191 207,497 75,487 134,167 85,072 134,567 87,063 130,937 
香港 33,209 59,685 25,406 47,412 9,204 19,954 11,339 21,182 12,311 22,859 
中国 24,635 44,933 26,193 48,509 15,058 31,495 7,216 14,081 4,736 9,168 
フィリピン 17,889 36,322 - - - - - - 3,428 7,554 
オーストラリア 17,736 42,863 14,440 36,107 12,309 31,484 11,527 29,320 11,972 29,489 
ブルネイ 11,831 19,199 9,444 15,640 - - 9,956 15,977 7,260 10,450 
タイ 10,393 19,777 - - - - 7,426 16,302 6,517 13,112 
米国 - - 22,578 46,355 27,690 77,013 - - 10,246 24,124 
インド - - 14,724 35,946 11,407 29,728 10,694 26,786 7,316 15,627 
イエメン - - - - - - - - 111,564 170,916 
その他 50,371 99,289 37,401 78,739 36,329 67,094 21,774 50,421 3,307 7,043 
合計 1,706,701 2,936,305 1,742,251 3,283,950 1,426,010 3,034,467 1,122,641 2,263,861 1,037,089 1,964,658 
出典：STIDC年次報告書および月次輸出統計  
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単板 
単板の主要な輸出先は韓国と台湾であり、2020 年の総輸出量 3 万 m3 のうち、韓国向けは 32%、台湾向けは 31%を占めた（表 4-3.19）。ただしこの両
国向け輸出量は 2006 年～2020 年の期間で大きく減少した。一方日本向け輸出量はほとんど変化がなく、2020 年の輸出量は総輸出量の 14%を占めた。 
 
 
表 ４-３.19 輸出先別単板輸出量（m³）と金額(RM'000) 

輸出先 
2016 2017 2018 2019 2020 

量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 
台湾 65,784 84,379 48,448 62,629 30,592 45,928 36,718 44,314 10,947 13,473 
韓国 62,526 97,484 53,854 87,076 42,597 75,201 13,344 21,785 11,057 16,096 
日本 4,997 11,141 4,414 10,069 5,181 12,343 3,908 9,081 5,009 9,997 
中国 4,699 5,695 6,020 7,773 9,835 14,612 6,418 8,804 3,449 4,242 
オーストラリア 1,746 5,351 1,465 5,495 - - 641 2,186 252 719 
フィリピン 620 1,234 1,711 2,106 3,218 3,500 7,541 7,301 4,177 4,055 
その他 33 45 269 77 728 2646 97 183 21 47 
合計 140,405 205,329 116,181 175,224 92,151 154,230 68,668 93,655 34,913 48,630 
出典：STIDC年次報告書および月次輸出統計   
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ラミネートボードおよびフローリング 
サラワク州からのラミネートボードおよびフローリングの最大の輸出先は米国で、2020 年には総輸出量 5,828m3 の 42%を占めた（表 4-3.20）。他の主
な輸出先はベトナム（22%）、台湾（19%）であった。  
 
 
表 ４-３.20 輸出先別ラミネートボードおよびフローリング輸出量（m³）と金額(RM'000) 

輸出先 
2016 2017 2018 2019 2020 

量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 
米国 4,377 19,777 4,201 18,624 4,938 20,696 6,816 30,900 2,459 10,739 
ベトナム 2,596 9,195 2,809 10,925 3,387 11,748 1,565 5,349 1,256 4,567 
台湾 1,231 3,081 1,315 3,350 976 2,847 1,096 3,283 1,099 2,688 
韓国 822 1,639 354 857 127 306 120 277 360 921 
インドネシア 416 982 667 1,951 371 1,203 174 635 115 400 
ブルネイ 163 652 255 845 172 668 82 354 14 54 
中東 91 226 115 235 143 361 140 446 - - 
カナダ 56 230 - - - - - - - - 
日本 52 195 - - - - - - 25 46 
その他 29 54 334 1405 634 2199 284 1024 410.85 1362 
合計 9,834 36,031 10,049 38,192 10,747 40,027 10,277 42,269 5,828 21,037 
出典：STIDC年次報告書および月次輸出統計   
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モールディング 
サラワク州からのモールディングの主要な輸出先は日本で、2020 年には総輸出量 5,828m3 の 38%を占めた（表 4-3.21）。しかしその割合は 2016 年の
76%よりは大きく減少しており、中国、韓国向け輸出量が大きくなった。 
 
 
表 4-3. 21 輸出先別モールディング輸出量（m³）と金額(RM'000) 

輸出先 
2016 2017 2018 2019 2020 

量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 
日本 3,435 8,025 3,432 8,354 3,512 7,884 2,752 6,241 2118 5,069 
韓国 601 1,472 435 1,085 4,089 7,548 2,844 6,425 1,849 4,124 
オーストラリア 146 599 101 408 - - 120 510 94 343 
米国 122 159 305 869 117 278 - - - - 
台湾 89 334 52 94 361 555 178 294 274 453 
南アフリカ 44 138 120 388 206 795 109 427 49 228 
シンガポール 43 77 - - - - - - 22 58 
モルディブ 20 37 - - 120 542 35 155 15 56 
セーシェル 5 17 - - - - - - 36 113 
ブルネイ 5 23 - - - - - - 907 10 
中国 - - 1,286 1,282 2,733 2,687 920 1,269 163 283 
その他 3 28 25 99 140 525 333 1315 43 157 
合計 4,513 10,909 5,756 12,580 11,278 20,814 7,291 16,636 5,568 10,894 
出典：STIDC年次報告書および月次輸出統計   
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繊維板 
サラワク州からの繊維板の主要な輸出先は日本で、2020 年には総輸出量 18 万 m3 の 78%を占めた（表 4-3.22）。その量も年間 13～15 万 m3 で変動が少
なかった。他の主要な輸出先はフィリピン（11%）、インドネシア（4%）、ベトナム（4%）などであった。 
 
 
表 4-3. 22 輸出先別繊維板輸出量（m³）と金額(RM'000) 

輸出先 
2016 2017 2018 2019 2020 
量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 

日本 130,690 240,097 135,985 244,796 145,601 250,370 150,316 285,254 135,558 239,322 
フィリピン 12,470 16,698 12,418 18,945 20,555 37,717 16,431 29,239 18,840 32,740 
インドネシア 6,804 10,635 7,857 12,364 8,382 11,840 9,890 14,104 7,279 10,143 
ベトナム 6,787 13,152 6,395 12,418 6,047 12,148 5,324 11,356 6,410 11,952 
韓国 3,888 7,270 4,596 8,382 2,633 4,565 2,313 4,504 2,403 3,947 
台湾 3,802 7,276 2,649 4,762 2,590 4,827 2,965 5,148 3,973 6,521 
インド 2,114 1,172 1,734 2,159 592 793 929 918 136 168 
ブルネイ 395 271 97 96 - - - - 271 286 
EU 324 904 - - - - - - - - 
中国 166 252 - - - - - - 1,309 1,280 
パキスタン - - 1,291 2,763 - - - - - - 
その他 65 100 601 1,533 242 194 1 1 3 9 
合計 167,505 297,827 173,624 308,220 186,641 322,454 188,169 350,524 175,183 306,360 
出典：STIDC年次報告書および月次輸出統計  
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パーティクルボード 
サラワク州からのパーティクルボードの主要な輸出先はインドネシア（2020 年輸出量は総輸出量の 34%）、ベトナム（26%）、韓国（16%）、フィリピ
ン（15%）などであった（表 4-3.23）。2020 年の日本向け輸出量は 2,511m3 で、全輸出量の 9%を占め、2016 年～2020 年の期間に大きな変動はなかっ
た。 
 
 
表 4-3. 23 輸出先別パーティクルボード輸出量（m³）と金額(RM'000) 

輸出先 
2016 2017 2018 2019 2020 
量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 量 FOB価格 

ベトナム 26,693 16,190 22,494 14,877 16,506 10,217 11,458 7,332 7,093 4,509 
インドネシア 16,497 9,661 20,047 13,111 16,014 9,877 16,376 9,643 9,373 6,622 
フィリピン 9,902 5,557 7,223 4,515 13,076 9,471 12,896 9,375 4,164 3,230 
韓国 9,046 5,634 10,143 7,225 5,486 3,750 3,786 2,524 4,345 2,792 
バングラデシュ 5,947 3,410 2,507 1,510 1,006 588 - - 

  

インド 5,615 3,062 217 141 - - 536 231 
  

日本 1,736 1,040 2,036 1,355 3,711 2,669 3,397 2,454 2,511 1,863 
中国 1,132 636 900 598 - - - - 36 28 
スリランカ 862 491 - - - - - - 

  

ブルネイ 653 327 343 207 - - - - 
  

その他 430 239 396 242 72 52 15 15 110 70 
合計 78,514 46,247 66,308 43,779 55,871 36,624 48,463 31,573 27,635 19,115 
出典：STIDC年次報告書および月次輸出統計  
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４-３-６ 付属資料 
付属資料１ サラワク森林局からのサラワク木材合法性保証システム（STLVS）原則 1～4遵守の
の認証 

独立した監査機関（Global Forestry Service 社）による第三者監査に基づいて発行されたもの。 
この証明書は事業者のシステムが STLVS に則っていることを示すもので、個々の商品の合法性
を示すものではないことに注意が必要。 
 
 
  

認証事業者名、
住所 

伐採許可の名称： 
こ の 場 合 は 人 工
林 ラ イ セ ン ス
（LPF）番号 

第三者監査機関
の名称、監査報
告番号 
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付属資料２ サラワク木材産業開発公社（STIDC）からのサラワク木材合法性保証システム
（STLVS）原則 5～6遵守の認証 

第三者監査機関の監査報告 
この証明書は事業者のシステムが STLVS に則っていることを示すもので、個々の商品の合法性
を示すものではないことに注意が必要。 
 
 
  

木材加工工場ライ
センス番号 

認証事業者名、
住所 

第三者監査機関
の名称、監査報
告番号 
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付属資料３ 第三者監査機関である Global Foresry Service 社からの STLVS原則 1-6の遵守証明
書 

この証明書は事業者のシステムが STLVS に則っていることを示すもので、個々の商品の合法性
を示すものではないことに注意が必要。 
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付属資料４ 第三者監査機関である SIRIM QAS社からの STLVS原則 5-6の遵守証明書 

この証明書は事業者のシステムが STLVS に則っていることを示すもので、個々の商品の合法性
を示すものではないことに注意が必要。 
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４-４ マレーシア（半島部） 
４-４-１ 概要 
半島マレーシアの面積は 1,322 万 ha で、日本の国土面積のほぼ 1/3 である。2020 年の森林被覆
面積は 569 万 ha1で、森林被覆率は 43%であった。森林は半島中央部に広く分布し、中央部の
Kelantan 州、Pahang 州、Perak 州及び Terengganu 州は半島全体の森林面積の 79%を占めている
（表 4-4.1）。森林面積は 2016 年から 2020 年の間に約 7%（37 万 ha）増加した。 
 
 
表 4-4. 1 各州の森林被覆面積（ha） 

州 2016 2017 2018 2019 2020 
Johor 449,212Z 447,753 447,753 442,884 442,884 
Kedah 342,431 342,431 342,431 344,945 344,945 
Kelantan 812,196 810,415 810,415 767,203 767,203 
Melaka 5,385 5,366 5,448 5,448 5,448 
Negeri Sembilan 158,089 158,089 157,964 157,907 157,907 
Pahang 2,056,678 2,056,696 2,056,695 2,052,682 2,015,936 
Perak 1,021,780 1,020,178 1,013,479 1,092,035 1,010,570 
Perlis 11,532 11,532 11,538 11,545 11,546 
Pulau Pinang  7,761 7,761 7,752 7,752 7,752 
Selangor 250,860 250,860 251,489 251,689 251,721 
Terengganu 655,390 652,918 651,248 676,823 676,823 
Kuala Lumpur（連邦直轄領） 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049 
合計 5,324,151 5,766,048 5,758,261 5,812,962 5,694,784 
出典：半島マレーシア林業省年次報告 
 
 
2020 年現在、半島マレーシアでは 570 万 ha が「森林」として管理されている。これには 481 万
ha の永久林（Permanent Reserved Forest: PRF）、9 万 ha の永久林予定地（Proposed Reserved 
Forest）が含まれる。永久林（PRF）はさらに 4 つのカテゴリー、内陸林（Inland Forests, 434 万
ha）、泥炭湿地林（Peat Swamp Forests, 25 万 ha）、マングローブ林（Mangrove Forests, 9 万 ha）、
プランテーション林（Plantation Forests, 12 万 ha）に分類されている 2。機能面では、永久林（PRF）
のうち、297 万 ha が伐採許可証の発給が可能な生産林（Production Forest）に、184 万 ha が保
護林（Protection Forest）に指定されている。保護林の内訳は水源林（Water Catchment Forest, 
105 万 ha）、土壌保護林（Soil Protection Forest, 54 万 ha）、森林国立公園（Forest State Park, 33
万 ha）などである。 
 
また 28 万 ha は開発が可能な州有林（Sate Land Forest）になっており、51 万 ha は野生生物保護
林公園（Wildlife Forest Parks）として保護されている。 
 
 

1 https://www.forestry.gov.my/my/pusat-sumber/2016-06-07-03-12-29 
2 1984 年国家林業法（National Forestry Act 1984）に基づく 
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天然林の皆伐 
半島マレーシアにおいては、林業以外の経済活動を目的とした天然林の皆伐が続いている。大部
分は州有地（State Land）内の森林が対象となっているが、永久林（PRF）の一部が解除されて州
有地となり、開発される場合もある。最近の例は以下の通りである。 
 Bukit Ibam 永久林内の 8,499 ha が、オイルパーム農園開発のために解除された。 
 Kuala Langat North 永久林内の 931 ha の森林が、複合開発プロジェクトのために解除され

た。 
 クランタン州の Balah 永久林の 108 ha は解除されて「スルタン所有地」となり、その後、オ

イルパーム農園造成のために伐採された。 
 
また以下のように、永久林の解除が行われていないにも関わらず開発されたケースも存在する。 
 ジョホール州の Sungai Pulai 永久林内に、800 ha のゴルフリゾートが建設された。 
 セランゴール州の Bukit Cherakah 永久林の中に住宅地が造成された。 
 ジョホール州の Ulu Sedili 永久林内の 35,223 ha が人工林造成のために伐採された。 
 
 
４-４-２ 森林の伐採段階および木材の流通段階における法令 
４-４-２-１ 関連政府機関 
森林へのアクセス、伐採、輸送、加工、木材製品の取引に関する法的権限を持つ主要な機関はマ
レーシア木材産業局（Malaysian Timber Industry Board: MTIB）と半島マレーシア林業局（Forestry 
Department Peninsular Malaysia: FDPM ） で あ り 、 半 島 部 各 州 の 林 業 局 （ State Forestry 
Departments: SFD）は FDPM の一部となっている。 
 
また以下の機関がマレーシア木材合法性保証システム（Malaysian Timber Legality Assurance 
System: MyTLAS）の実施・ライセンス発行機関となっている。 
 マレーシア木材産業局（MTIB） 
 州林業局（SFD） 
 環境局（Department of Environment: DoE） 
 労働安全衛生局（Department of Occupational Safety and Health: DOSH) 
 労働局（Department of Labor: DoL) 
 社会保障機構（Social Security Oraganization: SOCSO) 
 マレーシア王立税関（Royal Malaysian Custom: RMC) 
 農業局（Department of Agriculture: DoA) 
 
MyTALS 実施機関調整委員会 MyTLAS Implementing Agency Coordination Committee（IACC） 
マレーシア木材合法性保証システム（MyTLAS）の執行のため、関連する全ての実施機関で構成
する MyTALS 実施機関調整委員会（IACC）が 2013 年に設立された。IACC は定期的な会合を持
ち、実施機関の活動の調整、監視、報告の検討、違反行為に対する是正措置やその他必要な措置
の提案を行っている。 
 
TLAS アドバイザリーグループ TLAS Advisory Group（TAG） 
また MyTLAS の透明性やガバナンスの向上のため、TLAS アドバイザリーグループ（TAG）が
2013 年に設立された。市民社会、事業者、専門家、MyTLAS への主要な政府機関の代表がメンバ
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ーとなっている。TAG は 6 カ月ごと、必要に応じてはそれ以上の頻度で会合を行い、IACC から
の報告に対する議論を実施している。その報告は MyTLAS の全体的な実施状況（違反行為、是正
措置の必要などを含む）、ステークホルダーからの懸念やフィードバックへの対応、第三者監査人
による年次報告書、実施機関の執行活動などを含む。 
 
 
４-４-２-２ 法的枠組 
４-４-２-２-１ 政策 
2021 年半島マレーシア林業政策 Peninsular Malaysia Forestry Policy 2021 
2021 年に公開されたマレーシア林業政策（Dasar Perhutan Malaysia）3のうち、15～66 ページが
半島マレーシアの林業政策となっている。この政策には、10 の目的、9 の方針、27 の戦略が含ま
れている。政策の根拠としては、国家の持続可能な開発の一部として、持続可能な森林管理の必
要性が言及されている。政策には、国土の 50％を森林（forest）と樹木の被覆（tree cover）とし
て維持するという国家目標に沿って、半島マレーシアにおいても森林と樹木の被覆を維持・増加
させる戦略が含まれている。ただし森林と樹木の被覆をどの程度の割合とするか、半島マレーシ
アの国土のうち森林や樹木の被覆として維持すべき割合はどれぐらいかなどの詳細は明記されて
いない。 
 
2021 年国家空間計画 National Physical Plan 2021 
2021 年の国家空間計画審議会で承認された国家空間計画（National Physical Plan）4では、半島マ
レーシアの森林被覆率を現在の 43%から 2040 年に 50％まで回復させるという目標が掲げられて
いる。 
 
 
４-４-２-２-２ 法令等 
2017 年以降、半島マレーシア林業局長官が発行する以下のような通達（circular）によって木材の
合法性に関連する行政手続きの変更が行われた 5。しかし合法性の確認に影響するような制度変
更はなかった。 
 
 半島マレーシアの州のための泥炭湿地林管理計画準備のためのガイドライン KPPSM 

Circular No. 1 Year 2018 - Guidelines for Preparation of Peat Swamp Forest Management 
Plans for States in Peninsular Malaysia 

 半島マレーシア林業局における森林監視員サービススキームのための特別試験シラバス 
KPPSM Circular No. 2 Year 2018 - Special Examination Syllabus for Operations Assistants and 
Civil Assistants to Enter Forest Invigilator Service Scheme Grade G19 in Forestry Department 
of Peninsular Malaysia 

 半島マレーシア林業局の地理空間データ情報共有と普及に関する方針 KPPSM Circular No 
3 of 2018 - Geospatial Data Information Sharing and Dissemination Policy of Forestry 
Department of Peninsular Malaysia 

3 https://www.mybis.gov.my/pd/403 

4 PLANMalaysia (2021) National Physical Plan 4, October 2021 <myplan.planmalaysia.gov.my> 

5https://www.forestry.gov.my/my/pusat-sumber/pekeliling http://trgforestry.terengganu.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=297&lang=my 
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 半島マレーシアの州林業局による押収品処分のガイドライン KPPSM Circular No 1 of 2019 
- Guidelines for Forfeiture and Disposal of Seized Goods [Transport Equipment (Land)] by 
State Forestry Departments in Peninsular Malaysia.  

 DNA による木材同定分析のための森林犯罪現場での木材サンプル採取の手順について 
KPPSM Circular No.1 of 2020 - Procedure for Collection of Wood Samples at Forest Offense 
Scenes for Analysis of Wood Identification by the Deoxyribonucleic Acid (DNA) Method 

 調査手順 KPPSM Circular No.2 of 2020 - Investigation Procedures 
 訴訟ハンドリング手順 KPPSM Circular No.3 of 2020 - Case-handling Procedures。 
 木材の積み込みと輸送に関するガイドライン KPPSM Circular No.4 of 2020 - Guidelines for 

Loading and Transporting Timber 
 半島マレーシア林業局が主催する研修運営計画の実施に関するガイドライン KPPSM 

Circular No.5 of 2020 - Guidelines for the Implementation of the Training Operational Plan 
Organized by the Forestry Department of Peninsular Malaysia6 

 半島マレーシア林業局における試験実施に関するガイドライン KPPSM Circular No.6 of 
2020 - Guidelines for Implement Examinations in Forestry Department of Peninsular Malaysia7。 

 半島マレーシア林業局のフォレストレンジャー林業証明書（SPRH）およびフォレストレンジ
ャー林業証明書（SPPH）コースの管理ガイドライン KPPSM Circular No.7 of 2020 - 
Management Guidelines for the Forest Ranger Forestry Certificate (SPRH) and Forest Ranger 
Forestry Certificate (SPPH) Course of the Forestry Department of Peninsular Malaysia8 

 年間許容伐採量（CTT）の決定とモニタリング作業プロセス KPPSM Circular No.8 of 2020 
- Determination of Annual Allowable Cut (CTT) and Monitoring Work Process9 

 永久保留林および国有地からのマイナー森林生産物の申請手続き KPPSM Circular No.9 of 
2020 - Procedures for Applying for Minor Forest Produce from Permanent Reserved Forest 
and Government Land 

 譲渡地（Alienated Land）からの主要な森林生産物の譲渡申請手続き KPPSM Circular No.10 
of 2020 – Procedures for Applying for the Transfer of Major Forest Produce from Alienated 
Land 

 永久保留林と国有地からの主要な森林生産物の申請手続き KPPSM Circular No. 11 of 2020 
- Procedures for Applying for Major Forest Produce from Permanent Reserved Forest and State 
Land 

 林業局による境界標示の手続き KPPSM Circular No. 12 of 2020 - Boundary Marking 
Procedures by the Forestry Department 

 契約作業又はライセンス所有の調査者が境界をマーキングするための手順  KPPSM 
Circular No. 13 of 2020 - Procedures for Marking the Boundaries of Contract Work or Licensed 
Surveyors 

 林業局による樹木のマーキングの手順 KPPSM Circular No. 14 of 2020 - Procedures for Tree 
Marking by the Forestry Department 

6 http://trgforestry.terengganu.gov.my/images/pekeliling/pekeliling_2020_23.pdf 

7http://trgforestry.terengganu.gov.my/images/pekeliling/pekeliling_2020_22.pdf 

8http://trgforestry.terengganu.gov.my/images/pekeliling/pekeliling_2020_21.pdf 

9http://trgforestry.terengganu.gov.my/images/pekeliling/pekeliling_2020_20.pdf 
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 ライセンシーによる契約による樹木のマーキングの手順 KPPSM Circular No. 15 of 2020 - 
Procedures for Tree Marking by Licensee by Contract 

 契約による樹木マーキングに関する手続き（見積書） KPPSM Circular No. 16 of 2020 - 
Procedures for Tree Marking by Contract (Quotation) 

 林業局による伐採前インベントリーおよび伐採制限の決定に関する手順 KPPSM Circular 
No. 17 of 2020 - Procedures for Pre-Felling Inventory by the Forestry Department and 
Determination of Felling Limits 

 契約によるライセンシーによる伐採前のインベントリー作成と伐採制限の決定手順 
KPPSM Circular No. 18 of 2020 - Procedures for Pre-Felling Inventoryby Licensees by 
Contract and Determination of Felling Limits 

 契約（見積もり）による伐採前インベントリーの手順と伐採制限の決定 KPPSM Circular No. 
19 of 2020 - Procedures for Pre-Felling Inventory by Contract (Quotation) and Determination 
of Felling Limits 

 永久保留林、国有地、譲渡地からの収入監視の手順 KPPSM Circular No. 20 of 2020 - 
Procedures for Monitoring Revenue from Permanent Reserved Forest, State Land and 
Alienated Land10 

 PRF、国有地、譲渡地に関する閉鎖報告手続き KPPSM Circular No. 21 of 2020 - Closing 
Report Procedures on PRF, State Land and Alienated Land 

 森林検査所における税額査定のための手続き KPPSM Circular No. 22 of 2020 - Procedures 
for Tax Assessment at Forest Inspection Stations 

 林業局による伐採後のインベントリーおよび育林処理の決定に関する手順  KPPSM 
Circular No. 23 of 2020 - Procedures for Post-Felling Inventory by the Forestry Department 
and the Determination of Silviculture Treatment 

 コントラクターによる伐採後のインベントリーに関する手順 KPPSM Circular No. 24 of 
2020 - Procedures for Post-Felling Inventory by Contract 

 林野庁による農作物充実のための手続き KPPSM Circular No. 25 Year 2020 - PKP No. 25 
2020 Procedures for Crop Enrichment by the Forestry Department 

 契約による作物肥育の手順 KPPSM Circular No. 26 of 2020 - PKP No. 26 2020 Procedures 
for Crop Enrichment by Contract 

 部門別作物間伐の手続き KPPSM Circular No. 27 of 2020 - PKP No. 27 2020 Procedures for 
Crop Thinning by Department11 

 半島マレーシア林業局林業研修部（BLP）林業研修所（FORTRAIN）への研修生の受け入れ
に関するガイドライン 対面式教育・学習（PdP）の実施 KPPSM Circular No. 2 of 2021 - 
Guidelines for Admission of Trainees to the Forestry Training Institute (FORTRAIN), 
Forestry Training Division (BLP), Peninsular Malaysia Forestry Department for Face -to -Face 
Teaching and Learning (PdP) 

 半島マレーシア林業局森林検査所（BPH）の管理・運営に関する指針 KPPSM Circular No. 
1 of 2022 - Guidelines for the Management and Operation of Forest Inspection Stations (BPH) 
of the Forestry Department of Peninsular Malaysia 

 

10http://trgforestry.terengganu.gov.my/images/pekeliling/pekeliling_2020_8.pdf 

11 http://trgforestry.terengganu.gov.my/images/pekeliling/pekeliling_2020_1.pdf 
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４-４-２-３法規制の実施 
４-４-２-３-１ 伐採許可 
半島マレーシアにおける商業的な木材生産の許可は 1984 年国家林業法（National Forestry Act 
1984）12で規定されている。永久林（PRF）および州有地（State land）の森林での森林伐採には、
1984 年国家林業法の Form 1 による森林産物採取ライセンス（Licence to take Forest Product）の
取得が要求され、譲渡地（Allinated land）の森林からの木材生産には、伐採許可は必要とせず、
Form 5 による移動ライセンス（Removal Licence）の取得が必要となる。 
 
４-４-２-３-２ マレーシア木材合法性保証システム（MyTLAS） 
マレーシア木材合法性保証システム（Malaysian Timber Legality Assurance System: MyTLAS）は、
EU との森林法施行・ガバナンス・貿易行動計画（Forest Law Enforcement, Governance and Trade: 
FLEGT）における自主的二国間合意（VPA）のための交渉に基づいて 2006 年に構築が始められ
た。VPA 交渉自体は 2010 年に保留となったが、マレーシア政府は独力で合法性保証システムの
構築を継続し、2013 年に MyTLAS としてスタートした。EU 向け輸出事業者は MyTLAS の認証
受けることが義務化されているが、他の事業者は任意である。 
 
MyTLAS では合法性を証明するための適用法が以下の 6 つの原則（Principle）に整理されている。
各原則はそれぞれ１ないし複数の基準（Criterion）を持ち、責任省庁も特定されている。一つの
基準には監査用の検証表（verification tables）が１つ設定され、指標（indicator）がリストされて
いる。各プロセスの詳細は H28 年度報告書 13で報告されている。 
原則 1 伐採権（Right of Harvest） 
原則 2 林内作業（Forest Operation） 
原則 3 徴税（Statutory Charge） 
原則 4 他者の権利（Other User’s Right） 
原則 5 工場の操業（Mill Operations） 
原則 6 貿易と関税（Trade and Customs） 
 
基準（Criterion）／検証表（verification tables）の数は元々28 だったが、現在 24 となっている
（表 4-4.2）。H28 年度報告書と比較すると、現在の体系では、以下のように修正された。これら
は何らかの法令の修正を伴うものではない。 
 2 つの基準に分かれていた木材生産管理（Control of Timber Production）を 1 つに統合 
 コミュニティの利益（Community benefits）、二次加工工場の工場ライセンスの発行および操

業条件（Issulance of mill licence/approval and conditions for operation (secondary processing 
mills)）の基準を追加 

 サラワク州産材の基準を撤廃 
 

12 https://www.forestry.gov.my/images/JPSM/wargaperhutanan/AktaAPN_en.pdf 

13 平成 28 年度林野庁委託事業「クリーンウッド」利用推進事業のうち生産国情報収集事業報告書<https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/goho/kunibetu/mys/29report-mys.pdf> 
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表 4-4. 2  MyTLASの原則と基準の詳細 

出典：マレーシア木材産業局（MTIB） 
 
 
コミュニティの利益 
コミュニティの利益（Community benefits）は、1984 年国家林業法に基づく以下のプロセスが満
たされているか検証するものである。 
(a) 州林業局は通常、ライセンス／許可証と使用料の支払いにより、永久林内で非木材森林産物

を収集するコミュニティの参入を許可している。 
(b) 州林業局は商業目的の非木材林産物伐採の申請を評価し、該当する場合、州当局の検討のた

め推薦書を提出する。 
(c) 州林業局は申請者に承認を通知し、その写しを地方森林事務所（District Forest Office: DFO）

に送る。 
(d) 州林業局は、関係当局が認定した先住民の取水地点が伐採活動中に攪乱されないようにする。 
 
サラワク材の輸入手続き 
サラワク木材の合法性検証スキーム（STLVS）の実施に伴い、2019 年からサラワク産の木材は
MyTLAS スキームの下で合法的な供給源と見なされることになった。この結果前述のように、
MyTLAS の基準（Criterion）／検証表（verification tables）が 1 つ削除された。税関はサラワク
産材とサバ産材、半島マレーシア産材を分別しないので、マレーシア木材産業局（MTIB）が管理
するのが難しいというのもその理由の一つであるとのことであった（2022 年 MTIB ヒアリング）。
なおサラワクから半島マレーシアへの輸入は少量の合板で、ほとんど国内消費されているとのこ
とであった。 
 
MyTLAS の対象物品の拡大 
2021 年 10 月より、MyTLAS の対象が拡張され、パーティクルボードと繊維板も加えられた。こ
の結果、MyTLAS が対象とする品目は以下の通りとなった。また対象は永久林（PRF）、州有地、
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譲渡地（Alinated Land）で生産された天然木、植林木、ゴム廃材 14、また輸入された木材・木材
製品を含む。 
 HS4401 木質ペレット 
 HS4403 丸太 
 HS4406 枕木 
 HS4407 製材品 
 HS4408 単板 
 HS4409 モールディング 
 HS4410 パーティクルボード 
 HS4411 繊維板 
 HS4412 合板 
 HS4414 木製枠 
 HS4418 建具 
 HS9403/30/40/50/60/90 木質家具 

 
MyTLAS の監査 
MyTLAS の実施の監査のためのガイドラインとチェックリストが独立コンサルタントによって
作成された。このガイドラインとチェックリストは MyTLAS の遵守状況に関する第三者機関によ
る毎年の監査で活用されている。 
 
MyTLAS 全体およびその実施機関は毎年のように内部監査を行っているが、MyTALS の執行体
制に対する第三者監査が 2013 年に第 1 回、2021 年に第 2 回実施された（SIRIM が実施）。その
報告を基に各実施機関が是正措置を取っている。 
 
なお MyTLAS には個別の事業者の遵守状況に対する第三者監査制度は存在しない。 
 
EU 以外への MyTLAS 証書の発行 
2013 年の MyTLAS 導入以来、EU 向け木材・木材製品については MyTLAS 証書（Certificate）
を取得することが義務化されており、無料で発行されている。MyTLAS が導入された 2013 年 2
月から 2021 年 12 月までの約９年間で、94,758 通の MyTLAS 証書（付属資料２～５）が発行さ
れた。一方他国へは輸出ライセンス（Export Licence、付属資料１）のみで輸出がなされていた。 
 
しかし米国、韓国、インドネシアなど輸入材に関するデューデリジェンスを求める国々からの要
求があり、2022 年 1 月 1 日から、EU 以外の国向けの木材・木材製品についても、請求があれば
有料（1 枚 10 リンギット）で MyTLAS 証書を発行することに制度変更された。この結果日本の
事業者も半島マレーシアからの木材輸入の際に MyTLAS 証書を請求することが可能になった。な
お新しい MyTLAS の申請手順は 2020 年 3 月末にマレーシア木材産業局のウェッブサイトで公開
予定とのことであった。 
 
 

14 マレーシア国内で製造される家具の 8 割はゴム廃材で製造されるので重要とのことであった（2022 年 2 月 MTIB ヒアリン

グ） 
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４-４-２-３-３ 輸入ライセンス 
以前は丸太（HS コード 4403）、製材（4407）、合板（4412）についてのみ、マレーシア木材産業
局（MTIB）から輸入ライセンス（Import Licence）を取得することが求められていた。しかし 2021
年 10 月 1 日からパーティクルボード（4410）、繊維板（4411）についても輸入ライセンスが要求
されるようになった。これはマレーシア木材産業局（MTIB）の「パネル製品からのホルムアルデ
ヒト放出量に関する規則（Rules of Formaldehide Release Level from Panel - Based Products）」に
基づくもので、2022 年中葉から完全に執行される。 
 
2017 年から、輸入ライセンスを取得する際に輸入先の事業者からの合法性に関する書類の提出も
要求されるようになった。合法性の証拠として使用が可能な書類は、以下の 6 種類が指定されて
いる。 
 FLEGT ライセンス（現在はインドネシア材のみ） 
 森林認証（PEFC、MTCS 等） 
 自主的な合法性スキームの認証 
 関連する公認の機関／団体／協会が発行する合法性文書 
 権限ある第三者によって認められた自己宣言書 
 輸出国の税関申告書のコピー 
また 2008 年絶滅危惧種の国際取引に関する法律（International Trade in Endangered Species Act 
2008）15の第 3 条に記載されている絶滅危惧樹木種を輸入する場合は、輸出国からのワシントン
条約（CITES）輸出許可証も合法性の証拠書類として認められる。 
 
  

15 https://cites.org/sites/default/files/projects/NLP/Malaysia_wildllife_Act686-5_8_2014.pdf 

156



４-４-３ 森林認証 
半島マレーシアでは現在、9 つの認証林がある。7 つは PEFC/MTCS 認証 16によるもので、半島
マレーシアの 11 州のうち、7 州の森林管理区（Forest Management Unit: FMU）が取得している
（表 4-4.3）。これらは全て永久林（PRF）である。各州の FMU のうち、クランタン州とジョホー
ル州の FMU は 2016 年に認証が停止され、クランタン州 FMU は現在でも認証を回復できていな
い 17が、ジョホール州 FMU は 2020 年 7 月 3 日に認証を回復した 18。なお半島マレーシアに人工
林管理区（Forest Plantation Management Unit: FPMU）の認証林は存在しない。また 2 つの認証
林は FSC 認証によるものである（表 4-4.4）。これらの認証林は森林管理計画（Forest Management 
Plan: FMP）を持ち、認証機関からの監査を受けている。 
 
また半島マレーシアでは、37 事業者が PEFC/MTCS CoC 認証を、197 事業者が FSC CoC 認証
を取得している。  
 
 
表 4-4. 3 半島マレーシアの PEFC/MTCS認証林 

森林管理区 認証の期限 面積 (ha) 
Johor FMU  2-Jul-2025  285,292.87   
Negeri Sembilan FMU 28-Dec-2023  155,548.68 
Pahang FMU 31-May-2024  1,504,407.35 
Perak FMU 31-May-2024  987,675.83 
Selangor FMU 31-May-2024  238,747.00 
Terengganu FMU 31-Mar-2024  540,308.80 
Kedah FMU 30-Sep-2026  314,976.00 
合計 4,053,956.53 
出典：MTCC< https://mtcc.com.my/certified-forests/> 
 
 
表 4-4. 4 半島マレーシアの FSC認証林 

事業者名 面積(ha) 
Kumpulan Pengurusan Kayu Kayan Terengganu Sdn. Bhd. (KPKKT) 124,071 
Asrama Raya Sdn Bhd 10,000 
出典：FSC<https://info.fsc.org/certificate.php#result>  
  

16 PEFC と相互承認を受けている MTCS（Malaysian Timber Certification Scheme）認証 

17 https://mtcc.com.my/suspension-of-forest-management-certificate-for-kelantan-state-fmu/ 

18 https://mtcc.com.my/johor-fmu-and-sapulut-fpmu-awarded-mtcs-certification/ 
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４-４-４ リスク情報 
４-４-４-１概要 
半島マレーシアの各州政府は違法伐採に関する取り締まりを強化している。2017 年、マレーシア
汚職防止委員会はトレンガヌ州で違法伐採の取り締まりに乗り出し、4 人を逮捕した 19。2021 年、
パハン州林業局は取締りを行い、2 件の違法伐採で計 59 本の丸太を押収した 20。クランタン州林
業局は、2015 年から 2020 年にかけて、州内の 37 の永久林のうち 15 で違法伐採が行われたと報
告した（2020 年だけで 27 件報告されている）21。2019 年には、ジョホール州の州議会議員が、
同州が違法伐採により「数億リンギット」の損失を被っているとの疑惑を表明した 22。2020 年に
発表された調査では、半島マレーシアにおける違法伐採の一因は「取締施設・設備の不足」とさ
れた 23。 
 
また社会的企業である NEPCon（現在の Prefered by Nature）は、半島マレーシアからの木材の
合法性に関するリスクについて、2017 年 8 月に報告書を出している 24。その報告書では以下のよ
うなリスクが指摘されている。 
 土地交付が不正に授与されている 
 慣習地が慣習地として公示されていないため、保有権紛争が発生している 
 コンセッションライセンスが不正に授与されている 
 譲渡地のゴムプランテーションからの木材が正しいライセンスを持っていない 
 
４-４-４-２ 先住民族の権利 
半島マレーシアのオラン・アスリ（先住民）に関連するいくつかの訴訟がある。著名な 3 つの事
件は、ペラ州とクランタン州のオラン・アスリの Temiar グループに関連するものである。2019
年、ペラ州の Kampung Cunex の人々は、自分たちの村の近くで伐採を止めるために伐採道路の
封鎖を行った。2020 年、ペラ州の Kampung Ong Jangking の村は、伐採の影響について裁判に訴
えた 25。2021 年、クランタン州の Kampung Kelaik の村人が伐採を止めるために裁判を起こした
26。これらの争議は MTCS/PEFC 認証林の中でも発生している。 

 

４-４-４-３ 労働者の権利 
前述の NEPCon の報告書では、半島マレーシアの木材産業において、労働者の権利が侵害されて
いるリスクが指摘されている。特に、安全衛生要件（保護具など）の違反、法定最低賃金より低
い賃金、基準以下の生活条件、長時間労働、保険未加入、不当解雇などにより移民労働者の権利
が侵害されるリスクが指摘されている。 
 
  

19 https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2017/09/278894/four-arrested-macc-crackdown-illegal-logging 

20https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/02/13/report-pahang-forestry-dept-foils-illegal-logging-worth-rm400k-in-temerloh/1949396 

21 malaymail.com/news/malaysia/2020/12/07/illegal-logging-detected-in-16-kelantan-forest-reserves/1929666 

22https://www.thestar.com.my/metro/metro-news/2019/05/16/stop-the-logging/ 

23Journal of Nusantara Studies 2020, Vol 5(2) 86-102 https://ijafp.com/wp-content/uploads/2018/06/IJAFP6_13.pdf 

24https://preferredbynature.org/sites/default/files/library/2017-08/NEPCon-TIMBER-Malaysia-Peninsular-Risk-Assessment-EN-V1.1_0.pdf 

25 Elroi Yee, 'Logging has destroyed our land, say Orang Asli'.The Star (Malaysia), 14 December. <https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/12/14/logging-has-destroyed-our-land-say-orang-asli>. 

26Suaram (2021), Human Rights Report Malaysia 2021 Overview, Petaling Jaya: Suara Inisiatif Sdn Bhd. <www.suaram.net>.  
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４-４-５ 木材・木材製品の生産と取引に関する状況 
４-４-５-１ 国内生産 
４-４-５-１-１ 丸太生産 
2020 年の半島マレーシアの丸太生産量は 222 万 m3 で、2016 年の 445 万 m3 から 50%減少した
（表 4-4.5）。森林面積が広い Kelantan、Pahang、Perak、Terengganu の 4 州で半島全体の木材生
産量の 92%を占めた（図 4-4.1）。 
 
 
表 4-4. 5 半島マレーシアの丸太生産量 
 2016 2017 2018 2019 2020 
生産量(m³)  4,450,784  3,809,185 4,191,245  3,913,306  2,222,503 
出典：半島マレーシア林業局. 林業統計 2019年 
 
 
図 4-4. 1 2020年半島マレーシアの州別の丸太生産量（m3） 

出典：FDPM. Forestry Statistics Peninsular Malaysia Book 2020 
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土地利用カテゴリーごとに伐採ライセンスが発行された森林面積をみると、2019 年は永久林が
76%を占めたが、州有地も 11%、譲渡地も 13%を占めた（表 4-4.6）。また天然木丸太生産量で見
ると、2019 年は 85%が永久林から生産されたが、州有地からも 7%、譲渡地からも 8%生産され
た（表 4-4.8）。 
 
また州別の伐採ライセンス発行面積では Pahang 州（2019 年の発行面積の 41%）、Kelantan 州
（28％）が大部分を占めた（表 4-4.7）。Pahang 州では天然林永久林での発行面積が 34%を占め、
次いで人工林、州有地からの生産量が多かった。Kelantan 州では人工林が 70%を占め、譲渡地が
続いた。2019 年の天然木丸太生産量では Pahang 州が 43%、Kelantan 州が 30%を占めた。 
 
 
表 4-4. 6 土地カテゴリーごとの伐採ライセンスが発行された森林面積（ha） 

年 永久林（PRF） 州有地 譲渡地 合計 天然林 人工林 その他※ 合計 
2016 36,572 28,831 3,784 69,187 15,061 10,683 94,931 
2017 35,263 19,938 9,325 64,526 10,627 4,206 79,359 
2018 34,833 31,783 3,262 69,878 23,821 12,902 106,601 
2019 30,444 21,399 3,660 55,503 8,125 9,555 73,183 
※ダム、高圧送電線、ティンバーラテックスクローン（TLC）、鉱業、採石場、ハーバルパーク、
植物園、エコツーリズムなどの開発 
出典：半島マレーシア林業省 2019年林業統計 
 
 
表 4-4. 7  2019年に伐採ライセンスが発行された土地カテゴリーごとの州別の森林面積（ha） 

州 永久林（PRF） 州有地 譲渡地 合計 天然林 人工林 その他※ 合計 
Johor  1,036 - - 1,036 119 373 1,528 
Kedah 1,458 311 - 1,769 - 43 1,182 
Kelantan 1,858 12,336 - 14,194 257 5,745 20,196 
Melaka - - - - - 326 326 
Negeri Sembilan 1385 - - 1385 - 234 1,619 
Pahang 10,314 8,752 2,464 21,530 7,123 1,590 30,243 
Perak 8,058 - - 8,058 395 385 8,838 
Perlis  - - 136 136 - 15 151 
Pulau Pinang - - - - - - - 
Selangor - - 580 580 89 2 671 
Terengganu 6,335 - 480 6,815 142 842 7,799 
WPKL - - - - - - - 
合計 30,444 21,399 3,660 55,503 8,125 9,555 73,183 
※ダム、高圧送電線、ティンバーラテックスクローン（TLC）、鉱業、採石場、ハーバルパーク、
植物園、エコツーリズムなどの開発 
出典：半島マレーシア林業省 2019年林業統計 
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表 4-4. 8 伐採ライセンスが発行された土地カテゴリーごとの州別の天然木丸太生産量（m3） 
州 土地カテゴリー 2016 2017 2018 2019 

Johor 

PRF 46,790 32,664 48,821 32,576 
SLF 293 1,851 251 2,431 
AL 389 224 42 - 
合計 47,472 34,739 49,114 35,007 

Kedah 

PRF 431,855 424,905 230,774 156,743 
SLF 56 - - - 
AL 25,880 24,350 22,194 5,475 
合計 457,791 449,255 252,968 162,218 

Kelantan 

PRF 664,145 629,179 769,480 983,308 
SLF 14,299 2,119 6,877 11,446 
AL 152,123 39,111 139,724 186,457 
合計 830,567 670,409 916,081 1,181,211 

Melaka 

PRF 2,508 99 21 - 
SLF - - - - 
AL - - 64 28 
合計 2,508 99 85 28 

Negeri Sembilan 

PRF 41,604 53,107 40,099 41,807 
SLF 1,415 - 51 - 
AL 771 701 839 768 
合計 43,790 53,808 40,989 42,575 

Pahang 

PRF 1,656,772 1,477,820 1,505,506 1,360,384 
SLF 566,791 317,099 241,597 243,451 
AL 47,085 17,304 40,509 73,199 
合計 2,270,648 1,812,223 1,787,612 1,677,034 

Perak 

PRF 368,733 323,635 393,492 409,832 
SLF 152,624 77,446 39,895 921 
AL 8,263 3,431 4,100 7,179 
合計 529,620 404,512 437,487 417,932 

Perlis 

PRF - - 82 - 
SLF - - 5 - 
AL 496 19 - 211 
合計 496 19 87 211 

Pulau Pinang 

PRF - - - - 
SLF - - - - 
AL - - - - 
合計 - - - - 

Selangor 

PRF 3,640 3,577 28,978 853 
SLF - - - - 
AL 646 - - - 
合計 4,286 3,577 28,978 853 

Terengganu 
PRF 212,015 299,902 514,830 353,636 
SLF 4,908 20,878 28,483 16,032 
AL 46,683 59,764 134,531 26,569 
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合計 263,606 380,544 677,844 396,237 

合計 

PRF 3,428,062 3,244,888 3,532,083 3,339,139 
SLF 740,386 419,393 317,159 274,281 
AL 282,336 144,904 342,003 299,886 
合計 4,450,784 3,809,185 4,191,245 3,912,306 

※ PRF：永久林、SLF：州有林、AL：譲渡地 
出典：半島マレーシア林業省 2019年林業統計 
 
 
４-４-５-１-２ 木材製品生産 
半島マレーシアの主な木材製品は製材品である（表 4-4.9）。次いで合板、モールディングが多い。
2020 年の製材品生産量は 178 万 m3 であった。2016 年には 248 万 m3 であったが、28%減少した。 
 
表 4-4. 9 主要木材製品生産量（m3） 
製品 2016 2017 2018 2019 2020 
製材品  2,484,569 2,446,411   2,714,200  2,666,296 1,776,543 
合板  364,247 439,698 441,355 365,298 285,661 
単板 93,854 142,692  135,115  93,876  80,484 
モールディング 71,900 86,264  84,443  191,612  163,692 
出典：半島マレーシア林業省 2019年林業統計 
 
 
４-４-５-１-３ 製造事業者数 
2020 年の時点で半島マレーシアの木材製品工場数で最も多いのは製材工場であった（表 4-4.10）。
2016 年時点では家具／木工／大工・建具の工場が多かったが、2020 年までに約半減した。 
 
表 4-4. 10  主要な木材製品工場数 
 2016 2017 2018 2019 2020 
製材 652 661 633 634 643 
合板・単板 46 52 45 53 53 
モールディング 105 106 101 99 105 
家具／木工／大工・建具 1,060 1,685 528 690 560 
ブロックボード 1 35 15 17 11 
チップボード・パーティクルボード 8 37 34 35 31 
中密度ファイバーボード（MDF） 1 49 48 47 44 
出典：半島マレーシア林業省年次報告 
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４-４-５-１-４ 雇用者数 
半島マレーシアの林業・木材産業における直接雇用者数は、2016 年～2020 年の間に顕著な変動
はなかった（表 4-4.11）。 
 
表 4-4. 11 半島マレーシアの林業・木材産業における直接雇用者数 

 2016 2017 2018 2019 2020 
森林伐採 7,524 6,417 7,031 n/a n/a 
製材所 15,618 16,252 16,296 16,147 14,598 
合板/単板 5,325 5,129 5,156 4,629 4,178 
モールディング 2,463 2,754 2,108 2,493 2,292 
公共サービス 5,028 5,130 4,531 n/a n/a 
出典：半島マレーシア林業省年次報告 
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４-４-５-２ 木材貿易 
４-４-５-２-１ 輸入 
半島マレーシアの最も輸入量が多い木材製品は合板で（表 4-4.12）、2019 年にはインドネシア、
ベトナム、中国が主な輸入先であった（表 4-4.13）。次いで製材品が多く、米国、ニュージーラン
ド、ブラジルが主な輸入先であった。 
 
 
表 4-4. 12 主要な木材・木材製品輸入量 

 2016 2017 2018 2019 2020 
丸太(m³) 14,392 10,074 6,081 9,746 10,547 
製材品(m³) 227,784 296,393 375,085 528,946 375,343 
合板(m³) 1,002,881 590,196 884,055 774,026 823,430 
単板(m³) 103,478 111,827 98,408 201,462 103,052 
モールディング（m³) 46,118 68,681 97,680 107,433 67,123 
パーティクルボード (RM '000)  294,093 358,722 258,850 247,827 348,161 
繊維板(RM '000) 112,903 136,451 142,024 145,123 235,981 
出典：半島マレーシア林業省 2019年林業統計 
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表 4-4. 13 2019年輸入国先別の主要木材製品輸入量（m3） 

輸入先 丸太 製材品 合板 単板 モールディング チップボード／
パーティクルボード 繊維板 

インドネシア 3,694 29,382 375,413 206 3,480 - 13,302 
ミャンマー - 1,339 - - 1,082 - - 
シンガポール 112 885 487 85 51 1,507 147 
タイ - 11,930 4,600 - 4,680 424,789 122,646 
ベトナム - 520 205,364 2,054 1,270 1,640 1,363 
中国 396 5,371 185,094 75,466 92,588 14,989 118,230 
日本 247 22 67 4 - - 105 
台湾 96 86 26 672 - 312 1,233 
フィンランド - 12,538 - 7,161 2 - - 
フランス - 7,400 - 32 66 1,025 224 
ドイツ 845 10,813 350 1,281 187 881 - 
イギリス - 16,250 3 302 - 1,481 324 
ロシア - 5,228 656 - - - - 
ウクライナ - 9,482 2 1,871 76 - - 
ブラジル - 81,337 220 6,266 2,354 - 7 
チリ - 8,884 - - 172 - - 
米国 3,290 99,106 160 58,399 3 - - 
NZ - 80,821 198 5,186 48 - 5,744 
出典：半島マレーシア林業省 2019年林業統計 
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４-４-５-２-２ 輸出
半島マレーシアの最大の輸出品は製材品である。2020 年の輸出量は 99 万 m3（表 4-4.14）で、生
産された製材品の 56%が海外へ輸出された。2019 年はタイ、中国、インドが主な輸出先であった
（表 4-4.15）。新型コロナウイルスの影響で 2020 年の輸出量は減少した。また合板は米国、イギ
リスが最大の輸出先であり、日本は 3 位となっている。日本はチップボード／パーティクルボー
ドについては最大の輸出先である。

表 4-4. 14 主要な木材・木材製品輸出量(m³) 
製品 2016 2017 2018 2019 2020 

丸太 3,994 0 0 0 0 
製材品 1,254,920 1,491,764 1,411,052 1,370,806 994,844 
合板 289,352 288,094 304,217 302,395 313,995 
単板 15,057 36,782 32,325 22,896 16,381 
モールディング 209,670 208,230 212,060 211,577 166,550 
パーティクルボード 492,382 512,682 621,841 747,824 324,535 
繊維板 864,157 744,985 775,503 596,978 298,316 
出典：半島マレーシア林業省 2019年林業統計 
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表 4-4. 15 2019年の主要な木材製品輸出先別輸出量(m³) 

輸出先 製材品 合板 単板 モールディング チップボード／ 
パーティクルボード 繊維板 

インドネシア 2,476 - - 604 29,044 28,741 
フィリピン 83,491 316 135 129 34,775 13,130 
シンガポール 85,369 19,162 70 11,119 3,100 1,178 
タイ 222,700 11,881 - 1,632 7,752 3,784 
ベトナム 20,905 129 11 8,420 60,880 45,653 
中国 234,219 698 13,863 2,212 170,123 5,312 
インド 181,136 1,918 4,373 3,340 38,292 51,890 
日本 36,613 28,467 86 14,297 298,427 4,456 
韓国 17,329 568 100 11,048 73,678 1,564 
台湾 12,273 10,906 1,042 826 438 3,163 
UAE 70,606 4,150 - 368 4,846 115,535 
フランス 7,919 152 - 11,158 - 18 
ドイツ 10,244 83 159 7,573 140 2 
イタリア 4,647 329 95 194 - 2 
オランダ  35,968 1,008 22 48,332 - - 
イギリス 15,747 52,585 138 6,346 259 2,670 
トルコ 569 - - 193 2,288 110 
南アフリカ 37,487 1,686 363 2,297 168 7,373 
カナダ 3,193 1,726 146 98 432 5,530 
米国 18,002 79,713 520 27,501 156 27,920 
オーストラリア 7,045 19,402 1,042 37,264 2,837 30,188 
NZ 198 486 - 190 175 1,007 
出典：半島マレーシア林業省 2019年林業統計 
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４-４-６ 付属資料 
付属資料１ 輸出ライセンス 
マレーシア木材産業局（MTIB）が発行 
木材・木材製品の輸出に必須 
 
  

輸出事業者名、住所 

輸入事業者名、住所 

商品の内容： 
モールディング 

輸出日 

商品の量 

輸出ライセンス番号 
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付属資料２ マレーシア木材合法性保証システム（MyTLAS）証書。輸入事業者用原紙 

EU への輸出以外はこの証書の取得は任意である 
 
 

MyTLAS認証番号 

認証事業者名、住所 

商品の内容： 
木製フレーム 

樹種名 

伐採国 

量、個数 

相手先国名 
輸入事業者名、住所 
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付属資料３ マレーシア木材合法性保証システム（MyTLAS）証書。証明を受けたマレーシアの
事業者用写し 
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付属資料４ マレーシア木材合法性保証システム（MyTLAS）証書。輸出先国の税関提出用写し 
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付属資料５ 木材合法性保証システム（MyTLAS）証書。マレーシア木材産業局（MTIB）用写し 
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